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重点事項 
 

中期目標 

長野大学は、昭和４１年に地元自治体（小県郡塩田町・現上田市）が全額出資し、学校法人が運営する私立の本州大学として設立された。設立後まもなく本州大学は経営難に陥り、昭和

４９年に長野大学と名称を変更し、新たに出発した。 

以後、地域に支えられ地域とともに歩む大学として多くの人材を育成し、民間機関が実施する地域貢献度調査でもここ数年高い評価を得ている。 

しかし、近年の少子化に伴う１８歳人口の減少、受験生の国公立大学志向、大都市圏への大学志向により、地方の私立大学の運営は極めて厳しい状況に立たされており、長野大学にお

いても志願者の減少傾向が続いてきた。こうした状況の中、上田市に対して大学を運営する学校法人長野学園から公立大学法人化の要望があった。 

これを受け、上田市は、地域が支えてきた５０年に及ぶ大学の歴史の重みを踏まえ、大学の運営基盤を強化し、改革を始めとした様々な取組により地域から信頼される大学となり、大学と

ともにまちづくりを実践することで市が発展することを願い、公立大学法人長野大学を設立する。 

設立の目的は、地域に根ざした大学として教育と研究を推進し、豊かな人間性と高い専門性及び国際的な視座をもった実践力のある人材を育成し、地域の産業及び社会の発展に貢献

する知の拠点を形成することにある。 

この目的を踏まえ、大学は、市民によって支えられていることを自覚し、不断の改革を実行することを通じて、地域に愛され、地域の力になる大学として持続的に発展することが求められて

おり、設立者である上田市は、次の点を基本に中期目標を定める。 

【教育】 

地域をフィールドとして地域の人々の経験から学び、大学の科学的知識を活用して協働的に課題を解決する実践的な教育を行い、もって、地域に根ざしながら世界を視野に活躍できる

高度な知識と技術を有し、深い知性と豊かな人間性に富み、社会の持続的発展に貢献する人材を育成する。 

【研究】 

独創的、創造的な研究を推進し、殊に学外と連携した研究を通じて、学術貢献はもとより、新たな産業を生み出す芽となるような研究を推進し、研究活動や研究成果を社会に発信する。 

【地域貢献】 

地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と協働しながら、地域における課題解決に取り組み、大学の知識や技能を活かした地域づくり活動を行う。 

また、こうした活動を通じて、地域産業を担う人材を育成し、卒業生の上田地域における就職や社会活動への参加を促進する。 

【大学運営の改善】 

経営の責任者である理事長と教学の責任者である学長の主導のもとに、法人及び大学の各組織の権限と責任を明確にした体制を構築する。 

また、教育研究水準の向上を図るため、能力や業績が教員の処遇に適切に反映される評価制度を構築し、大学運営の効率化を図り、安定的な経営基盤の確立に取り組む。 

さらに、地域特性や受験生のニーズ及び産業界の意向を踏まえ、時代や社会に求められる学部・学科編成及び大学院設置を検討する。 

 

 

中期計画 

公立大学法人長野大学(以下長野大学という)は、「信州の学海」の伝統を受け継ぎ、地域に根ざした大学として教育と研究を推進させ、地域の産業及び社会の持続的発展に貢献する知

の拠点を形成することを目的に、上田市が設立した。 

このため、長野大学は地域社会に貢献する人材育成の拠点づくりを目指し、中期目標に示された「豊かな人間性」と「高い専門性」、「国際的な視座を持った実践力」を身に着けた人材を

育成するとともに、市民によって支えられる大学であることを自覚し、地域を主題とした研究を推進し「地域課題の解決システム」の構築と、新たな地域の創造に寄与する人材を受け入れ、

育成し、輩出する「地域人材の循環システム」を構築する。 

また、教育と研究、地域貢献の進展を図り、この地に生きる、教養ある職業人（新たな地域の創造に寄与する人材）を育成するとともに、地域に愛され、地域の力になる大学として発展して

いくために、中期計画に定めた大学運営に関する以下の取り組みを着実に進め、経営及び教育・研究内容の点検と改善を常に行い、理事長と学長のリーダーシップのもと、全教職員が一

丸となって改革を実践していく新しく活気のある大学づくりにまい進する。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

重点事項 

 【教育】 

 (1) 教養教育と専門教育を通して、広い

視野に立ってものごとを自力で判断で

きる力を育成し、各分野においてリーダ

ーシップが発揮できる高い専門性と問

題解決能力を持った社会の持続的発

展に貢献する人材を輩出する。 

(2) 学生自らが地域づくりや、企業、組織

等の課題発見・問題解決活動に取組

むことによって地域社会に求められる

能力・姿勢に気付き、向上させることが

できるよう支援する。そのために地域社

会の人々との協働による学びを通じ

て、地域課題の解決に役立つ多面的・

総合的な知識や能力を育成する地域

協働型教育を教育の柱に据える。 

(3) 地域の実情を知ると同時に、卒業後

の進路や、将来を意識した取組を充実

させるために、企業・組織・自治体や地

域住民との連携を強化して、学生のゼ

ミナールやフィールドワーク、実習・イン

ターンシップによる学修を促進する。 

 

〈1〉【教育】 

 教養教育と専門教育、地域協働型

教育を教育の柱に据え、「この地に

生きる、教養ある職業人（新たな地

域の創造に寄与する人材）」を育成

する。また、新設した大学院の教育

体制を整備する。 

 

【取組内容】 

教養教育については、教養教育推進室を中心に

進めてきた改革の成果として「論理と思考」「地域

と世界」「歴史と未来」「身体と感性」「外国語」の

5 つの科目群に系統立てた全学共通のカリキュラ

ムをスタートさせた。またこの一つの「外国語」に

ついては、大学教育センターのなかに「外国語教育

専門委員会」を設け、学生の技能等に応じたクラス

分けや、外国語の円滑かつ効果的な授業を推進し

た。教養教育のこうした改革については、教育実践

交流広場でその内容や意義の確認を行い、各教員

が意識変革や自身の授業への反映に努めた。 

専門教育では、各学部が設定するポリシーに基

づいた学修が進められるように、授業アンケート

に基づく授業改善検討会を各学部で開催し、授業

内容の改善に引き続き取り組んだ。 

地域協働型教育では、各学部において、地域の企

業、自治体、団体等と連携・協働しながら地域課題

解決に係る演習、ゼミナール、プロジェクトを引き

続き推進した。本学独自の教育活動基準に基づき、

感染警戒レベルに応じた安全対策を十分施したう

えで、学外での地域協働学習に積極的に取り組ん

だ。こうした地域協働型教育の内容は、一元的に情

報集約して、情報共有した。 

大学院総合福祉学研究科を４月に開設し、総合

福祉学専攻８名、発達支援学専攻３名の学生が入

学した。これらの学生の教育が円滑に進むように、

教育体制整備や運営規定の制定等環境整備に引き

続き取り組んだ。 

ＦＤ研修の一環として外部教師による「教学マ

ネジメント」講習を実施するともに、教育実践交流

広場等において、ディプロマポリシーやカリキュ

ラムポリシーと連携した授業内容・方法について

教員の意識を高めた。 

【今後の課題・方向性】 

教養教育については、本年度からスタートした

系統だったカリキュラムに基づきつつ、高校の学

習指導要綱の変更等を踏まえた、ＳＴＥＡＭ教育

の拡充を検討・実施していく。 

地域協働型教育に関しては、企業･組織･団体と

の関係を更に深耕・発展させるとともに、地域の多

様かつ新たなニーズや課題への対応を図ってい

く。 

b 

令和3年度は教養教育の全学共通カリキュラム

が設定されスタートしたこと、懸案であった教員

評価制度が導入となったこと、大学院が開設され

学生が入学したこと等、着実に前進している点に

ついて評価できる。また、コロナ禍の環境の中、

できる範囲でできる方法を試しながら様々な教

育活動が続けられており、その努力も評価でき

る。 

授業の改善については、学生の授業アンケート

の実施の方法等更なる見直しと、関係者の認識を

共有し、より良い授業内容となるよう望む。 

地域協働型教育に関しては、企業･組織･団体と

の連携をさらに強め、公立大学であることの有用

性を地域の企業や市民が感じられるよう、一層の

努力を望む。 

また、一般選抜前期の募集人員が 109名に対し

て、その 2倍以上の 234名の合格者数を出してい

ることから、早急に前期と中期の募集人員の見直

し等を含めた検討が必要である。 

【実質倍率 実績】H30：2.34 倍 → R1：2.45 倍 

→ R2：1.72倍 → R3：2.44倍 → R4：1.41倍 

 

 
b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

重点事項 

 【教育】 

   授業方法及び内容の改善に関しては、Webアンケ

ート機能を活用して授業アンケートを全ての講義

科目で実施するとともに、授業改善検討会や教育

実践交流広場の開催頻度を高める等の取組を行っ

てきた。今後は、授業による学生の目標到達度や授

業効果を指標化（数値化）するなど、授業改善の成

果を数値化することが課題である。 

公立化後 5 年が経ち、公立大学入試によって入

学した学生が卒業した年でもあり、この間の学生

の入試区分や学部ごとの入学者像、ＧＰＡを使っ

た入学後の学習進捗状況、進学・就職状況の分析を

踏まえて、入試区分別募集定員や入試科目の検討

を眷属的に進めていく。 

 

 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

重点事項 

 【研究】 

 (1) 地域を研究の主題とする大学を目指

し、教員は、様々な課題に地域と協働

で取り組み、自身の問題意識と研究力

量を継続的に向上させ、現実的な問題

を解決するための研究成果を作り出

す。この成果を地域社会に還元し、持

続可能な共生社会の創造に寄与する。 

(2) 科学研究費補助金、各種寄付金、共

同研究・受託研究収入など競争的外部

資金を獲得できるよう応募に当たって

の教員への関連情報の提供・アドバイ

スの実施等による支援など、研究支援

体制を整備する。 

(3) 教員が研究成果をあげられるよう、特

に大学運営業務において、会議の削

減や時間短縮等の負担軽減を図るな

ど、研究環境の改善を行う。 

〈2〉【研究】 

 地域課題を研究の主題とする大

学を目指し、教員は、様々な地域課

題に関係者と地域からのテーマ、資

金導入等について協働で取り組み、

研究成果を作り出す。 

また、科学研究費補助金、各種寄

附金、共同研究・受託研究収入など、

公的競争的外部資金への応募にあ

たっての研究支援体制を整備する

とともに、組織体制の見直しによる

教員の負担軽減策など、研究環境の

改善を行う。 

 

 

【取組内容】  

独自の研究助成金制度である「長野大学研究助

成金」を学長裁量経費に位置づけ、学長のイニシア

ティブのもとで共同研究を推進し、準備研究部門 8

件、地域・社会貢献研究部門 3件の研究を進めた。 

令和 3 年 4 月に附属機関として淡水生物学研究

所を正式に開設し、「学術研究の大型プロジェクト

の推進」を掲げて受託研究・共同研究を推進した。 

全学的な研究の実施体制の整備としては、教員

の競争的外部資金新規申請率の向上のため、科学

研究費補助金に係る専門家による研修会を開催

し、希望する教員に対しては個別面談、申請書添削

等の支援を行った。これらにより、科学研究費助成

事業 28件、受託研究 4件、共同研究 2件、研究を

目的とした奨学寄附金 8 件について、外部資金に

より研究を進めた。 

【今後の課題・方向性】 

研究倫理や公的研究費に係るコンプライアンス

の徹底を引き続き図るとともに、令和 3年度に制

定した利益相反マネジメント規程に基づいて適切

な研究実施体制の維持・向上に取り組む。 

また、研究の取組や成果について大学ホームペー

ジ等を活用して、積極的な情報発信に取り組む。 

b 

学長裁量による独自の助成金制度が始まる

等、徐々にではあるが、研究に対する姿勢や研

究助成金獲得に向けた動き等が進展してきてい

ることを評価する。 

淡水生物学研究所については、その位置付け

（理工系学部や既存学部との関係性や研究機関

としての独自性・重要性等）や基本方針を内外

に明確に示すべきと考える。 
 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

重点事項 

 【地域貢献】 

 (1) 地域と協働し、安心して暮らし続けら

れる「まちづくり」や、地域の産業振興と

持続的発展に寄与できる「ひとづくり」

の実現を目指し、平成２９年度に「地域

づくり総合センター」を創設する。センタ

ーでは、人口減少対策、地域住民の福

祉向上、産業振興、人材育成、起業支

援、移住促進など地域が抱えている課

題の解決に向けた取組を推進する。 

(2) 地域課題の解決を担う意識・意欲の

高い学生を積極的に受入れて、地域を

常に意識できる人材に育成するととも

に、卒業生の上田地域における就職や

社会活動への参加を促進する。 

 

〈3〉【地域貢献】 

地域と協働し、安心して暮らし続

けられる「まちづくり」を促進する

ため、地域の産業振興と持続的発展

に寄与できる「ひとづくり」の実現

を目指して創設した「地域づくり総

合センター」の機能を強化し、産学

官連携の推進を図る。 

 

【取組内容】 

地域づくり総合センターを窓口として、地方公

共団体からの委員委嘱・派遣依頼等を通じた政策

提言や計画策定支援等への参画、及び高大連携協

定を結ぶ高等学校や上田市内の小中学校等の教育

機関に対する教員の講師派遣や学生のボランティ

ア派遣等により地域貢献を進めた。 

 また、産学官連携として、既に連携協定を締結し

ている企業・団体等との連携事業の推進を図ると

ともに、新たに三菱地所株式会社と連携協定を締

結した。 

産学官連携の推進にあたっては、地域づくり総

合センターが大学シーズと地域ニーズのマッチン

グを図るとともに、本学の「産学官連携ポリシー」

や「知的財産ポリシー」のホームページ等での周知

や、信州 TLO への業務委託による学外の関係組織

との連携の検討など、体制を強化した。 

 

【今後の課題・方向性】 

本学の研究活動と地域貢献活動の結びつきの強

化と情報の一元化のため、地域づくり総合センタ

ーを、①地域課題が反映された研究活動による地

域貢献、②地域企業等との共同研究の拠点化、③

外部資金獲得の促進、等の統括を担う組織に改革

し、地域貢献活動の発展に取り組む。 

 

b 

地域との連携による運営姿勢は大きな特徴で

あり、様々な取組が行われ効果を生んでいること

を評価する。特に多数実施されているフィールド

における学生の教育活動は、そのまま地域貢献に

もつながっており、今後も着実に進められていく

ことを期待する。 

地域貢献や学外窓口の中心的存在として「地域

づくり総合センター」が存在すると認識している

が、その活動がまだまだ見えにくい。外部（市民

や企業・団体）の目線からすると、大学は敷居が

高い場所であり、その敷居を下げる窓口として同

センターを明示することは、地域に開かれた大学

（地域貢献）につながると考える。同センターの

組織強化と、よりアクセスしやすい形の構築、身

近に感じられる広報活動を望む。 
 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

重点事項 

 【大学運営の改善】 

 (1) 理事長のリーダーシップのもと、必置

機関である経営審議会に加え理事会

を設置し、積極的に経営改善を図りな

がら経営基盤の確立に取り組む。 

(2) 法人組織を強化するために、財務体

質の強化、学外関係組織との渉外、大

学改革に必要な学内外の情報収集・

分析に取り組む「総合戦略室」を新た

に設ける。 

(3) 経営審議会には、外部有識者の意見

を大学経営に反映できるよう、外部委

員を半数以上とする構成とし、運営の

確立に取り組む。 

(4) 入学定員の見直し（平成３０年度：１年

次３４０名、編入２５名）、寄附金募集等

により自己収入の増大を図る。また、組

織の見直し、教職員の確保・育成研

修・意識改革を進めつつ、費用対効果

を意識した給与体系・職員任用を進め

るなど、各種経費の効率化を図り、大

学運営の健全化を図る。 

(5) 地域特性や受験生のニーズ及び地

元産業界の意向を踏まえ、時代や社会

に求められる学部・学科編成及び大学

院設置に向けて学内委員に学外有識

者委員を加えた検討組織を置き、検討

を行う。 

(6) コンプライアンス意識をもって大学運

営を行うための組織を設置し、検証を

常に行い、全学への徹底を図る。 

〈4〉【大学運営の改善】 

 大学改革の実現に向けた具体的

な取り組みを更に進めるため、学

部・学科の再編、理工系学部の設置 

に向けたエビデンスとしての財政

面、学生募集面、学生の送り出し面

などのデータを整理する。また、理

工系学部設置に向け、研究力強化の

拠点として淡水生物学研究所を設

置する。 

法人の組織体制を強化し、業務方

法書において規定する内部統制、コ

ンプライアンスの強化に向け、各規

程等に基づき、引き続き適正な法人

運営を行う。 

 

【取組内容】 

 理工系学部設置と既存学部再編を推進するた

め、令和 3 年 4 月から学長の下に学部学科再編室

を位置付けた上で、ワーキングチームを中心に検

討を進めるとともに、理工系学部設置の検討にあ

たり学長特別補佐を採用して教育研究分野の具体

化を進めた。それらの検討により、大学院・学部学

科再編構想案や再編等ロードマップ案をまとめる

とともに、詳細な施設設備や財務シミュレーショ

ン等の検討を進めた。 

 淡水生物学研究所が所在する中央水産研究所旧

上田庁舎の土地・建物等のについて、令和 3年 7月

30日付けで国有財産売買契約を締結し、8月 18日

付けで本学の資産として取得した。 

 コンプライアンスについては、理事会を通した

研究倫理の啓発や内部監査の実施により、適正な

運営と教職員の意識向上を図った。また、弁護士を

外部理事に登用し、理事会において法的分野から

の意見を求めるなど、適切な大学運営を行えるよ

う組織を強化した。 

また、法令による建築基準を満たすため 6 号館

エレベーター改修工事やその他箇所の修繕工事を

実施するとともに、コロナ禍により休業していた

学生食堂再開に向けた厨房施設の整備や感染症予

防のための学内自動水栓化工事、新棟建設に伴う

既存校舎除却工事の準備としてのアスベスト分析

調査等を実施した。 

 

【今後の課題・方向性】 

学部学科再編を実行するために、上田市等の関

係機関等との調整や合意形成も含めて、より具体

的な実施計画の策定に向けて取り組む。 

引き続き適正な内部統制の下、コンプライアン

スを遵守した法人運営を行うとともに、業務の実

施に必要な規程等の整備や見直しに取り組む。   

 

b 

理事長・学長のイニシアチブによる組織運営

体制の改善、内部監査の継続実施と第三者外部

監査の導入、裁量性労働の導入、職員研修や評

価制度の導入準備及び若手の業務改善取組等に

加え、理工系学部設置に合わせた各種調査分析

と財政シミュレーション等、今まで懸案になっ

ていた多くの事項が一歩前に進んできているこ

とを実感し評価できる。 

尚、これらは実施の緒に就いたところで、結

果は今後の取組によることが多いことから、更

なる積極的な推進を望む。 

 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容等に関する目標を達成するための措置 

ア 教育内容の改善 

中期目標 

各学部の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）を示した上で、それに沿った教育を展開し、学生の到達度から教育
成果を確認・評価することにより、各方針や教育内容の改善を行う仕組みを構築する。 
また、豊かな人間性を育む「教養教育」、職業人として必要な能力を養成する「専門教育」、地域課題に立ち向かい解決する能力を高めるための「地域協働型教育」を実施し、社

会で活躍できる実践力と創造性に富む人材を育成する。 
(ア) 教養教育 

様々な学問分野の考え方を学び、広い視野で自分の専門に関連付けて考える教養と、対話的討論を基にした協働学習を通じて、自身で考え、判断できる能力を養成する。 

また、グローバル化する現代社会において必要な、語学力を向上させ、異文化を理解し、海外との交流を円滑に行うコミュニケーション能力を養成する。 
(イ) 専門教育 

基盤的専門知識の修得と、それらを企業や組織において活用する実践的応用力を養成する。 

(ウ) 地域協働型教育 

地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と協働した教育により、地域社会に蓄積された経験的知識と大学の科学的知識を活用し、課題を発見し解決する能力を養成する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 地域が直面している課題に向き合い、

その課題に取り組み続けられる「地域
の未来を創造できる人材」を育成する。 

このため、対話的討論により、自身で

考え、自らの力で判断できる能力を養
成する「教養教育」と職業人として必要
な能力を養成する「専門教育」、地域社

会の人びととの学びを通じて、地域課
題の解決に必要な多面的・総合的な知
識を共創する力を育成する「地域協働

型教育」をディプロマポリシーに基づ
き実施する。 

 

 

1 ①教員同士の相互研鑽の場であ

る教育実践交流広場において、コ

ロナ禍におけるオンライン授業

やアクティブラーニングの実践

など、教育上の課題を共有すると

ともに、授業アンケート、ＦＤ委

員会における授業改善活動を通

して、教育の質的改善と質保証を

図る。更に、オンライン授業にお

けるデジタルコンテンツ等の質

の向上を図る。 

②非常勤教員とも意思疎通を図り、

コロナ禍におけるオンライン授

業やアクティブラーニングの実

践等について情報共有し、教育の

質的改善と質保証に取り組む。 

【教職センターの取組み】 

③地域貢献の一環として地元小中

学校へ教職課程履修生を派遣し、

学校支援ボランティア活動を実

施する。 

④玉川大学との協定のもと、小学校

教諭２種免許取得を目指す教職

課程履修生のサポート体制を整

備する。 

【取組内容】 

①② 項目 13に一括記載 

令和 3年度においては、コロナ感染対策を講じ、

コロナ感染状況に応じた本学独自の教育活動基

準を定め、「教養教育」、「専門教育」、「地域協働

型教育」の推進に努めた。 

 

【教職センターの取組み】 

③令和元年度より実施している「サービス・ラーニ

ング」（学校体験ボランティア）の実質化に向け、

新たに教職科目「学校体験活動Ⅰ」を開設し、学

校現場等での体験的な活動の充実を図るととも

に、教育実習に向けた体系的なカリキュラムを

構築した。併せて、近隣地域との関係構築や現

職教員の研修の一環として、上田市教育委員会

との連携により第四中学校での放課後学習支

援、上田市塩田地区(3小 1中)での UD化研修(授

業研修)や LD等通級指導教室(2小 1中)での自

立活動の授業研修を行った。また、東御市教育

委員会・東御市子ども・家庭支援準備室との連

携により、ボランティア学生の派遣や教育長講

演、保育園行動観察・各種研修事業への教員派

遣を行った。 

 

 

b 

（1）（2） 

・小中学校へのボランティア、教職課程へのサ
ポート等、地域の小中学校や教育委員会・校
長会との連携を生かしつつ、進めていること
を評価する。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

  ⑤教員免許更新講習は、新型コロナウ

イルス感染症の影響で中止とする

が、更新講習を実施している中核都

市（長野市等）の大学に本学教員を

講師として派遣する。 

④「小学校教員養成特別プログラム」を受講する教職

課程履修生の履修科目チェックや実習先の把握や

開拓、依頼等に個別に対応し、必要な支援を行っ

た。 

⑤教員免許更新講習は、本学を含め多くの大学で開

催中止となっており、本学に対する講師派遣依頼

はなかった。なお、更新講習については、文部科学

省より令和 4 年度末に廃止されるとの通知があっ

たため、それに伴い、次年度本学での更新講習の開

催も廃止とする方針とした。 

 

【成果・効果】 

③上小地域の小学校、中学校、特別支援学校に約 60

名（全履修者は 80名程度）の学生を「学校体験活

動Ⅰ」及び「学校体験ボランティア」として派遣し、

学校現場での体験的な学びが促進された。この取

組を通して、次年度実施予定の教育実習先の確保

（小学校 1 名）につながったほか、本ボランティ

アを体験した 2 名の学生が教員採用試験に現役合

格した。また、小中学校への授業研修に関して、学

生も授業研修に同行し実際の授業や振り返りを通

じて実践的な学びを得た。また、見学だけでなく LD

等通級指導教室や東御市との連携事業において

は、学生も支援スタッフとして教員と協働して教

育活動に実際に携わるなど、深い学びを得ること

にも繋がった。 

④1期生となる「小学校教員養成特別プログラム」受

講学生 7 名に対して、教職アドバイザーが中心と

なって、テキスト履修科目について個別に指導・助

言を行ったほか、定期的に面談を行うことで単位

履修状況の把握や教育実習に向けての準備を進め

るなど、サポート体制の充実に努めた。 

【資料番号】 

1-1 新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

の教育活動基準（2021.4.1版） 

1-2 学校支援ボランティア派遣実績 

1-3 長野大学との連携について（上小校長会） 

1-4 学校体験活動の概要 

1-5 2021年度長野大学教職課程研究報告会 

発表集録 

1-6 上田市内小中への派遣実績 

1-7 2021年度教職学生アドバイザー 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

    

【今後の課題・方向性】 

「教養教育」と「専門教育」の内容充実と、本学

の教育理念である「地域協働型教育」の実践を目

指した教育の質保障への取組を推進する。  

  引き続き、上田市内小中学校及び教育委員会と

の更なる連携強化に向けて、学生派遣要請のある

市内小中学校に可能な限り学生を派遣するととも

に、協働による現職研修の拡充を模索する。ま

た、今後の教育実習先の確保に向けて、上田市・

東御市に加えて、周辺市町村との連携強化に努め

る。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 （ア）教養教育 
対話的討論を基本とした少人数講義

とゼミナールを展開し、自分が直面し
ている課題を自らの力で考え、判断し、
明晰に言語表現できる能力を養成する

とともに、「信州の自然・文化・風土を
フィールドとし、現代社会が提起する
諸問題を多面的・総合的にとらえ、自ら

の役割を的確に認識し実行できる人
材」の育成を教養教育の理念として掲
げ、教育を行う。 

2 全学部において、初年次ゼミナー

ルを必修科目として設定し、多面

的・総合的な視点で考えるべき地域

の問題や課題に対し、教員や学生同

士で共に議論する「対話的討論」を

行い、直面する課題を自らの力で考

え、判断し、明晰に言語表現できる

能力を養成する。を養成する。 

【取組内容】 

・初年次ゼミナールは、新型コロナウイルスの感染

拡大状況を見据えつつ、受講生の状況を確認し

ながら対面授業とオンライン授業を併用して実

施した。対面、オンラインにかかわらず、学生同

士のグループワークやアクティブラーニングを

実施できるように工夫した。 

・前学期末には、学部ごとにゼミナール報告会を開

催して、他のゼミナール同士の対話的討論の機会

を設けた。後学期は、学外の組織・施設等との綿

密なやり取りの下で、フィールドワークも組み込

んで授業を展開した。また、初年次ゼミナール担

当者会議を定期的に開催し、初年次教育の成果と

課題を共有し、課題の解決方法について検討し

た。 

 

【成果・効果】 

・初年次ゼミナールで実施している、現場の組織や

リーダー等との対話的討論を通して、学生の課

題分析能力、判断能力等の向上が図られている。 

 

【資料番号】 

2-1 2021年度前学期授業の実施・運営について 

2-2 初年次ゼミ発表会プログラム 

2-3 初年次ゼミ担当者会議資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 グループワークや協働学習を通じて、課題解決

型の学習及びコミュニケーション能力の向上に継

続的に取り組む。 

初年次教育の成果と課題についての検討も継続し

ていく。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 また、地域社会、国際社会で活躍でき
る人材を育成するために必要な科目を
設けるなど、教養教育（カリキュラム）

の見直しを適宜行う。 

 

3 また、本学における教養教育の

理念を実現するため５系列（「論

理と思考」「地域と世界」「歴史と

未来」「身体と感性」「外国語」）の

科目群で再編成した全学共通の

「教養教育」について、令和３年

度カリキュラムより開始する。 

【取組内容】 

・新たに 5 系列で再編成した全学共通の教養教育

を開始した。各科目が科目群の理念に即した内

容となっているか、教育実践交流広場で検証し、

担当教員からの先行的な事例報告を通じて全学

的な共有を図った。 

・AI、Society5.0、STEAM教育に係る教養科目の新

設に向けた検討を行った。 

 

【成果・効果】 

・「教養教育」のカリキュラムについて、全学的な

検証を実施したことにより各教員の理解が深ま

り、教養教育改革が推進された。 

・令和 4年度から、教養教育「歴史と未来」系列に

「データサイエンス概論」、「論理と思考」系列

に「淡水生物学実習」と「生物環境学特別講義」

の 3 科目をカリキュラムに追加することとし

た。 

 

【資料番号】 

3-1 教養科目表 

3-2 教育実践交流広場資料（教養教育改革） 

3-3 新設科目シラバス 

 

【今後の課題・方向性】 

教養教育改革について、その成果と課題を検証

し、更なる改善を行う。 

 

a 

（1） 

・再編成されたことに対する結果は、今後の評
価となると考え、b 評価とする。 

 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 【関心・意欲の喚起】 
１年次よりゼミナールを展開させる

ことにより、常に知的好奇心を失わず、

論理的・批判的に思考する意欲を喚起
する。 

【自学自修の態度】 

知識を単に伝達するだけではなく、
課題を投げかけ、学生自身がその課題
に向き合うことにより、自学自修の態

度をもち、生涯にわたって自己を啓発
していく力を身に付ける。 

【知識・理解力の養成】 

１年次よりゼミナールを展開させる
ことにより、現代社会が提起する諸問
題を多角的・総合的にとらえる知識と

理解力を養成する。 

【思考・判断力の養成】 
自主的・自立的な人間として社会と

かかわり、責任ある役割を担うことが
できる力を養成するために、現場体験
学習及び協働型学習を重視する。 

【技能・表現力の養成】 
国際社会で活躍できる人材を育成す

るため、教育内容やクラス編成（レベ

ル）を見直すなど「外国語教育（英語、
中国語）」を強化するとともに異文化理
解・国際理解を目的とした、海外学術交

流協定大学等での学習プログラム（２
～３週間）「海外研修」を積極的に促し、
国内外で他者とのコミュニケーション

を円滑に図ることができる知識や技能
を養成する。 

 

4 【大学教育の充実と整備】 

①オンライン授業においても、グル

ープワークなどのアクティブラ

ーニングの実践が可能であるこ

とから、教育実践交流広場等で検

証しながら、オンライン教育の質

的改善と質保証を実践する。 

②初年次ゼミナールの取り組み等

を通して、学生自らの関心・意欲

を喚起するとともに、教養教育の

目標に掲げる知識、理解力、思考

及び判断力を身につけた人材を

育成する。 

③新型コロナウイルス感染症の影

響により、海外留学は困難な状況

にあるが、海外留学希望者への

「リモート海外留学」体験など、

日常的に学生が英会話に触れる

機会を設ける。 

④ＴＯＥＩＣや中国語検定ＨＳＫ

など、外部検定試験の高スコア取

得者には本学の資格取得奨学金

制度により奨励し、学生の語学レ

ベルのアップを図る。 

 

【取組内容】 

①教育実践交流広場において「オンライン授業に

おける対話的な学び」をテーマとして、オンライ

ン授業の現状と成果について事例報告を通じて

検証した。 

また、新たな教育方法の確立と定着に向け、

対面とオンラインの併用によるハイブリッド型

授業に関する事例紹介により、新たな授業方法

の経験交流と課題共有を行った。 

②全学で必修として展開されている初年次ゼミナ

ールにおいて、オンラインの活用により地域協

働型教育を積極的に推進した。 

③新型コロナウイルス感染症の影響により、授業

科目「海外研修」は休講となったが、海外留学希

望者への相談及び英会話指導を実施した。また、

希望者には「リモート海外留学」を体験する機会

を設けた。 

④外部検定試験の高スコア取得者には、資格取得

奨学金制度により奨励し、通常の講義の中でも

語学検定の検定レベルなど意識させ、明確な目

標設定によって学生の語学レベルの向上を図っ

た（制度活用者 12名）。 

 

【成果・効果】 

①教員相互による授業の課題共有や課題解決に向

けた情報共有や事例紹介が自主的に行われるな

ど、教員の授業改善に向けた取組が活発化した。

また、教育実践交流広場の事例紹介を通して、オ

ンライン授業におけるグループワークで、これ

まで対面だと消極的だった学生が積極的に参加

出来ていることなどがオンライン教育の成果と

して共有され、オンライン授業の活用による教

育効果を確認することができた。 

②学外施設・団体等とのオンラインによる対話が

普及したことにより、オンラインを活用した地

域協働型教育が促進され、コロナ禍でも学生が

地域課題の解決に向けて、地域住民等と連携・協

働した活動が継続できている。 

③海外留学、語学相談の利用者は延べ 181 件とな

り、前年度 174名を上回った。さらに、「リモー

ト海外留学」の活用により、海外留学に向けた

英語の語学力向上が促進された。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・④についてはコロナ禍とはいえ、英語
（TOEIC）の制度活用者がわずか 4名で 1名は
4年生にも関わらず 540点で奨学金が授与さ
れるというのは、根本的に制度を見直すべ
き。また、年度計画に具体的な数値目標を掲
げるべきと考える。 

・新型コロナウイルス感染症の影響によるオン
ライン授業やハイブリッド授業の適応成果等
に目が向けられ過ぎており、本来の目標
（【関心・意欲の喚起】【自学自修の態度】
【知識・理解力の養成】【思考・判断力の養
成】【技能・表現力の養成】）に真正面から
取り組むことを希望する。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

   【成果・効果】 

④TOEIC スコア 765 点 1 名、653 点 1 名、610 点 1

名、540点 1名、中国語検定 HSK合格者について

は、3級 3 名、4 級 4 名、5級 1名の成果が報告

された。 

 

【資料番号】 

4-1 教育実践交流広場資料（新たな授業方法の 

経験交流と課題の共有） 

4-2 教育実践交流広場開催記録 

4-3 キャリアのための英語相談・留学相談の 

ご案内 

4-4 海外留学相談件数 

4-5 英語オンライン交流・留学実績報告書 

4-6 外国語関連資格取得奨学金受給一覧 

4-7 中国語ｵﾝﾗｲﾝ交流および資格取得実績 

 

【今後の課題・方向性】 

  教育実践交流広場での教員間の情報共有や学び

を通じて、授業改善を継続し教育の質的向上に取

り組む。 

外国語教育専門部会において、「英語」カリキュ

ラム改革の成果について検証と今後の方向性を確

認するとともに、学生の語学力向上に向けた方策

の検討を行う。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 （イ）専門教育 
地域や組織のなかで、リーダーシッ

プが発揮できる高い専門性と問題解決

能力を持った、持続可能な地域活性化
を牽引できる人材を育成するため、学
部のディプロマポリシー、カリキュラ

ムポリシーに基づいた教育目標とその
達成に取り組む。 

また、新たな領域の設置に向けて、カ

リキュラムやコース編成を適宜見直
す。 

 

5 各学部が設定したディプロマポ

リシー、カリキュラムポリシーに基

づく教育を実施するため、各教員は

担当科目における各ポリシーとの

整合性をシラバスに明記し、授業を

展開する。 

【取組内容】 

・シラバス作成要領を整理し、各担当科目のシラバ

スに各学部のディプロマ・ポリシー（DP）、カリ

キュラム・ポリシー（CP）との関係性を明記する

よう徹底した。 

・専門科目のシラバスの内容について、各学部の教

務委員によるチェック体制を整備し、各学部の

DP・CPとの整合性がとれているかどうか確認し、

修正した。 

 

【成果・効果】 

・DP・CP との整合性のとれたシラバスを作成する

仕組みを構築することで、DP・CP に沿った授業

が展開されるとともに、学部専門教育プログラ

ム全体の体系性の確保が図られている。 

 

【資料番号】 

 5-1 シラバス記入上の注意（シラバス作成要領） 

 

【今後の課題・方向性】 

  各学部が設定した DP、CPに基づいた教育目標

の達成に向けて取り組む。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 【総合福祉学研究科の教育目標】 

総合福祉学研究科は、「高度創造・デザ
イン社会」を支える多様な施策、活動、

技術を研究開発及び教育することを目
的とし、高度に専門的な活動に従事す
ることのできる社会福祉専門職を養成

する。 

6 【総合福祉学研究科の教育目標】 

大学院の開設初年度（令和３年度）

は、「地域課題を主題とする研究の

深化」と、「研究成果の教育への反映

と地域活動への還元」を基に大学院

生の教育にあたり、必要な授業運営

体制（授業内容の充実等）を整備し、

大学院カリキュラムの向上に努め

る。更に、学期毎に「授業アンケー

ト」を実施し、その成果を確認し、

その結果の検証を行うことにより、

大学院カリキュラム全体の向上に

繋げる。 

【取組内容】 

・大学院に係る諸規定を制定し、運営体制を整備し

た。 

・院生室の充実のため、個人ロッカーなどの備品を

整備した。 

・開設式・記念講演会を開催し、地域の福祉課題の

解決と福祉の実現に貢献できる教育と研究を推

進していく決意を学内外に表明した。 

・入学者に対して必要なオリエンテーションを実

施するとともに、各大学院生の主指導教員・副指

導教員を決定し、履修を含めた学修指導を行っ

た。 

・大学院生を対象とする授業アンケートを学期ご

とに実施した。 

・大学院生が学位論文に向けた研究の進捗状況と

研究成果を報告し、専攻所属教員からの指導を

受ける機会として中間発表会を開催した。 

 

【成果・効果】 

・諸規程及び教育研究環境の整備、論文作成指導の

実施等により、大学院の運営体制が整備され、設

置認可時の計画どおりに教育研究活動が展開さ

れた。 

・授業アンケートの結果により教育の成果や課題

を把握し、必要な授業改善の検討を行った。 

 

【資料番号】 

6-1 令和 3年度新規制定・改正規則等一覧 

6-2  2021年度前学期授業アンケート（報告書） 

6-3 2021年度後学期授業アンケート（報告書） 

6-4 第１回中間発表会開催要項 

 

【今後の課題・方向性】 

授業アンケートの実施を継続し、検証を行って

いく。 

b 

(1)(2) 

・大学院初年度として、アンケートを確認する

限りでは大方上手く立ち上がっているように

感じる。運営上の指摘等がある部分は出来る

範囲で改善をしていくことを希望する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 【社会福祉学部の教育目標】 

複雑化する福祉課題に対応するため
の知識と技術を身につけ、人々の福祉
の向上に寄与できる人材を育成する。 

そのために、ミクロ（個人、家族）・
メゾ（組織、施設）・マクロ（制度、政
策）レベルの専門知識及び技術力を育

成する教育を展開するとともに、福祉
課題を身近なものとしてとらえること
ができるよう、演習・実習、インターン

シップなど、実践的な学びを重視する。 

また、地域の実情に応じた地域包括
ケアシステムづくりを目指し、長野県

の特性を活かした独自性のある科目を
配置し、地域福祉に貢献できる力を育
成する。 

 

7 【社会福祉学部の教育目標】 

①主に２年次から展開される専門

教育において、ミクロ（個人、家

族）・メゾ（組織、施設）・マクロ

（制度、政策）レベルの専門知識

及び技術力を身につける科目を

配置し展開する。 

また、上記に加え、長野県内の

福祉施設などの団体・機関で実施

する福祉サービスを体験的に学

ぶ「社会福祉基礎実習」を実施す

る。但し、新型コロナウイルス感

染症の影響により、前年度に引き

続き、オンラインでの実施も視野

に調整する。 

②「実習」とその事前準備や振り返

りを行う「演習」、専門的知識を修

得する「講義」との連動した流れ

で教育を展開することにより、顕

在化する多様な福祉課題への理

解を深め、福祉や教育現場で必要

となる知識・技術を身につける。 

【取組内容】 

①2021 年度入学生より、社会福祉士養成課程及び

精神保健福祉士養成課程において、新カリキュ

ラムがスタートした。ミクロ(個人、家族)、メゾ

(組織、施設)、マクロ(制度、政策)の 3つの次元

に係る学びについては、学年配当や教育内容の

積み上げ方を配慮しながら、かつ実習・演習とい

った非講義系科目と講義系科目とを適切に組み

合わせながら、各授業を展開した。「社会福祉基

礎実習」は、2年次夏季休業期間中に実施し、94

名の学生が 5ヶ所の自治体(安曇野市、青木村、

川上村、長和町、松川村)で実習を行った。実習

の成果は「社会福祉基礎実習報告会」で報告し

た。また、新型コロナウイルス感染症に配慮し、

対面とオンラインを併用して実施した。 

②「実習」「演習」「講義」を結びつける学び形とし

て、実習報告会の実施や実習報告書を作成した。

これらは、教育的指導により、学生達の主体的な

学びを通して展開された。 

 

【成果・効果】 

①各授業が適切に展開され、学部の教育目標に基

づく、学生の技能、倫理、自己に求められている

課題の把握等総合的に対応できる能力の養成が

進められている。 

②「実習」「演習」「講義」を通じて得た気づきや学

びを実習報告会や実習報告集を通じて振り返る

ことにより、実践的・専門的な知識・技術の修得

の促進が図られている。 

【資料番号】 

7-1  2021年度基礎実習、実習 新型コロナ 

ウイルス感染症対策ガイドライン 

7-2 実習指導内容（社会福祉基礎実習、相談 

援助実習、精神保健福祉援助実習） 

7-3 実習報告会概要（社会福祉基礎実習、相談 

援助実習、精神保健福祉援助実習） 

7-4 社会福祉基礎実習報告集（抜粋） 

7-5 相談援助実習、相談援助応用実習報告集 

(抜粋） 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

    

【今後の課題・方向性】 

・社会福祉学部の教育目標を念頭に学部教育を展

開するとともに社会福祉士養成課程の新カリキ

ュラム、公認心理師養成課程の心理実習を確実

に実施し、教育研究活動の充実を図る。 

・社会福祉士養成課程、精神保健福祉士養成課程

の新カリキュラムがスタートしたばかりであ

り、丁寧な進行と必要に応じて実習先の施設・

機関とのきめ細かい連携が求められてくる。 

・新カリキュラムの関係で本学部の特徴の一つと

して長年展開してきた社会福祉基礎実習は廃止

とするため、当該科目に代わる「新たな学びの

形」を模索していく必要がある。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 【環境ツーリズム学部の教育目標】 

地域社会の伝統、文化、自然環境、観
光、ビジネスに関する知識を身につけ、
持続可能な地域社会の発展に寄与でき
る人材を育成する。 

そのために、ゼミナール教育を基本
とし、学生の主体的な課題の設定、学生
が自ら提案するプロジェクトの実施に
よる実践的、創造的能力の形成、及び、
プロジェクトの実施という同じゴール
に向かって教員がゼミナール学生の成
長を支援する。 

ゼミナール教育を通じて、学部の専
門性である「環境」、「観光」、「地域づく
り」を活かした研究と教育の成果を、本
学におけるゼミナール大会や研究対象
となった地域での成果報告会、千曲川
流域学会における研究報告などを通じ
て、地域へ還元する。 

また、体験知と文献知を融合し得る
能力、他者とのコミュニケーションと
相互理解をとおして自己を高める能力
を醸成するため、調査・フィールドワー
ク系科目の充実を図る。 

8【環境ツーリズム学部の教育目標】 

①２年次から展開される専門ゼミ

ナールを中心に、地域社会に根ざ

した体験型の学びを展開するこ

とにより、歴史、文化、自然等の

地域資源を活用した観光、ビジネ

ス、地域づくりを展開する能力を

修得させることを通じて、持続可

能な地域社会の発展に寄与する

人材を育成する。 

②地域を研究のフィールドとし、課

題解決を志向し、自ら考え実践的

に学ぶことを通して、コミュニケ

ーション力、相互理解により協調

して働く力、臨機応変に対応する

力、課題を契機とした不断に自己

成長する力を醸成する。また、専

門ゼミナールに加え、地域協働教

育を推進するため、地域調査演

習、自然調査演習、フィールド実

習ゼミナール等を開講する。今年

度は、日本遺産認定などの上田地

域の新たなトピックや課題を踏

まえ、地域協働型教育を推進す

る。 

【取組内容】 

①専門ゼミナールでは、持続可能な地域社会づく

りを担う人材育成に向けて、各分野で教育活動

を行った。 

（ア）観光系では、観光地の再生、空き家・空き店

舗のリノベーションなどに取り組んだほか、長

野県観光部と協働し国立公園内のフィールドワ

ークを行い、長野県の観光のあるべき姿につい

て政策対話を行った。 

（イ）地域づくり系では、気候変動政策について地

域の温暖化対策に対する提言づくりなどを行っ

た。また、地域調査演習における実践的な社会調

査の知識と技法の習得を行った。 

（ウ）環境系では、森・川・里の恵みクリエイター

講座を拡大し、里山の多様な恵みを活用し地域

社会の持続可能性を高める方法について、従来

の生態学系だけでなく経済学系、観光系、地域系

の教員が協力して担うようにした。 

②これらの取組のほとんどが、地域の事業者、NPO、

自治体、教育機関等の協力を得て行われており、

地域協働型教育の実践が着実に推進された。さ

らに、新規教養科目「地域協働活動」を開講し、

地域におけるワイナリー事業や塩田平の日本遺

産認定に係る事業について、学生が地域の多様

な主体とともに関わる機会を確保した。 

 

【成果・効果】 

①様々な実践的な教育活動やフィールドワークを

通じ、持続可能な地域社会づくりのマインドを

持つ人材の育成が進んできている。 

②「専門ゼミナール」「地域協働活動」等において、

学生と住民・自治体・企業との協働・連携による

実践的な取組が生まれ、まちづくりイベントの

開催、空きペンションのリノベーション、自治体

への政策提言、地域特産物による商品開発等成

果が見える段階に来ており、学生達の自らの課

題解決能力の向上や主体的な活動による成果と

言える。 

 

【資料番号】 

 8-1 学生の活動報告（環境ツーリズム学部） 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

    

【今後の課題・方向性】 

引き続き、教育目標である「持続可能な地域の

発展に貢献できる人材の育成」に向けて、地域課

題の解決を地域とともに考える体験型学習を学び

の中核に据えながら、教養教育、専門教育及び地

域協働型教育を展開し、学生と住民・自治体・企

業との協働・連携による実践的な取組を進めてい

く。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 【企業情報学部の教育目標】 

人間・社会などに関する幅広い識見
を有し、企業や社会に関する主要な課
題を発見し、それを解決する上で必要
な、経営・情報・デザインの領域に関す
る専門的・総合的な知見を身につけた
人材を育成する。 

そのために、企業・組織や地域住民と
の連携に基づく「相手を意識した学び」
を展開し、学生の意識を高め、動機を形
成する。  

具体的には、ゼミナール形式の「プロ
ジェクト研究」において、課題発見・問
題解決学習に挑戦するとともに、その
学びを進める上で必要とされる「経営・
情報・デザイン」などの専門学習に努め
る。この過程と機会を通して、学生は社
会や企業・組織で求められる問題解決
能力とともに、職業人としての専門基
礎能力を身につけ、実社会の様々な場
面やビジネスシーンで活躍できる能力
を身に付ける。 

9【企業情報学部の教育目標】 

①ゼミナール科目の「プロジェクト

研究」を中心に、実際の地域社会

の課題に関するテーマを設定し、

問題解決に取り組む「プロジェク

ト型学習」を展開することによ

り、企業や組織から必要とされる

問題解決能力やビジネスシーン

に必要な専門知識、発想力、コミ

ュニケーション力を養成する。 

②学生自身が実際の地域社会の問

題解決に向けた提案や、独自の技

術を開発して社会に提供するな

ど、地域社会と連携した実践的な

活動を体験させることで、学びの

効果を高める。また、「プロジェク

ト型学習」を支える講義科目とし

て、教養教育と専門教育をバラン

スよく受講させることにより、専

門知識だけではなく幅広い思考

力の習得を目指す。 

【取組内容】 

①ゼミナール活動においては、新型コロナウイル

ス感染症拡大による一部制約はあったものの、

学部の教育目標である学生の問題解決能力の涵

養をはかるために「プロジェクト型学習」を積極

的に展開し、企業や団体、地元住民などと連携し

た取組を推進した。具体的には、1年次の「課題

発見ゼミナール」では、企業や地域社会の課題発

見・問題解決活動を展開し、2年次以降の「プロ

ジェクト研究」では、地元企業（食品、旅館、卸、

小売などの企業）との連携による商品・サービス

の考案、地元企業の魅力を発信する情報誌の制

作、地元企業の仕事や働き方に関する質的調査、

地元資源の３DCG化（デジタルアーカイブ）及び

地域資源を活用したデザイン制作などに取り組

んだ。 

②プロジェクト型学習では、地域社会や地域企業

との協働による実践的な取組みが生まれ、学生

は課題発見・問題解決活動を通して、問題解決能

力や経営・情報・デザインといった専門的な知識

とともに、創造性、論理性、コミュニケーション

能力、協調性などのさまざまな能力・姿勢・態度

の涵養が図られた。 

 

【成果・効果】 

①「課題発見ゼミナール」や「プロジェクト研究」

においては、企業（バリューブックス、たちばな、

石森、信栄食品、コーセーなど）や、団体（長野

県中小企業家同友会、長野県テクノ財団、小諸城

址懐古園など）、住民（上田市、小諸市など)と協

働で課題発見・問題解決活動を推進した。なお、

「課題発見ゼミナール」については、前学期と後

学期の学期末に、各ゼミナールの研究成果を発

表するゼミナール発表会を実施するとともに、

「プロジェクト研究」については、共有システム

に各ゼミナールの一年間の研究成果を蓄積・掲

載し、学生同士で共有・確認・フィードバックで

きるようにした。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

    

【成果・効果】 

②「プロジェクト研究」における研究成果として、

信栄食品との協働による「マッスル餃子松本一

本ねぎ」の開発、小諸城址懐古園との協働による

「小諸城の 3DCG復元映像」の制作、地元企業の

経営者や実務家へのインタビュー調査をもとに

制作した「てくてくうえだ」の発行などがあっ

た。 

 

【資料番号】 

 9-1 学生の活動報告（企業情報学部） 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、企業情報学部の教育目標である「学

生の問題解決能力を養成する」を目指し、学部教

育を展開する。学生が教養及び専門に関する知識

を修得するのみならず、社会において必要とされ

る課題発見・問題解決能力及び職業人基礎能力を

実際に涵養できるよう地域の企業、団体、住民と

の連携・協働によるプロジェクト（問題解決活

動）を拡充する。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 （ウ）地域協働型教育 
地域の人々と、教員と学生が共に地

域課題を発見し、地域が持つ「地域の経
験知」と教員が持つ「科学的知識」に支
えられ、以下の教育活動に取り組む。 
【地域の経験知と大学の科学的知識

との結合】 
ゼミナールを中心とした少人数教育

において、地域社会をフィールドとす
る学修活動を通じて、地域で活動して
いる人々の経験知を肌で学び、それを
大学の科学的知識と結合させ、地域課
題の解決に役立つ多面的・総合的な知
識を共に創ることができる力を育成す
る。 

 

10 学生の健康と安全を前提に新

型コロナウイルス感染症対策を講

じたうえで、フィールドワークやプ

ロジェクト型学習など、各ゼミナー

ルで展開している活動を推進する。 

【取組内容】 

・コロナ禍により制約が多くなったが、教育活動基

準を設定し、地域協働型教育の推進を図った。 

・フィールドワーク等の実施にあたっては、新型コ

ロナウイルス感染症対策を講じ、学生の健康状

態の確認、具体的な活動内容を記載した活動届

による確認、地域協働先との連携等を通じて、可

能な限り教育活動ができるよう運用した。 

・福祉実習、インターンシップ等は、連携先との調

整を図りながら実現させた。地域団体と連携し

たフィールドワークによるゼミナール活動、プ

ロジェクト研究も教育活動基準に則り実践し

た。 

・オンライン方式による非接触系の地域協働型教

育に取り組み、リモート形式によるインタビュ

ーなどを実施した。 

 

【成果・効果】 

・コロナ禍における制約がある中でも、新型コロナ

ウイルス感染症対策の徹底、教育活動基準の柔

軟な運用、オンライン方式の採用等により、地域

協働型教育を継続して実施することができた。 

・ウイズ・コロナ状況下における地域協働型教育の

態勢を確立することができた。 

 

【資料番号】 

10-1 新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

の教育活動基準（2021.4.1版）（1-1再掲） 

10-2 2021年度地域協働活動取組状況 

 

【今後の課題・方向性】 

 地域の多様なニーズに対応するため、地域協働

型教育に対応できる教育や授業の拡充を図る。 

新型コロナウイルス感染症対策を講じ、学生及

び教職員の健康と安全を前提として実施する。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・上田市が特化している工業、特に製造業との

協働事例が少ない。連携先について、企業

（それも製造業等）をもう少し加えることが

学生の就職に対してもプラスに働くため、検

討してもらいたい。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 また、地域に定着し地域を支える若
者を育成するため、高校と大学がそれ
ぞれの教育資源を活用した教育に取り
組む。併せて、専門領域の一部において
は、中学校・小学校の総合学習等を協働
で実施する。 

11 教員、学生を中心に小中高との

協働による地域貢献活動を展開す

る。 

【取組内容】 

・コロナ禍の状況に配慮しながら、可能な範囲で

協定高校との取組を推進し、蓼科高校では、高

校生向け授業「蓼科学」の実施、坂城高校では、

教員・学生を派遣し SST トレーニングを実施し

たほか、教員向け研修会等を実施した。 

・上田市創造館と協働で実施予定だった市内小学

生向け環境教育講座の企画や（コロナ感染拡大

のため中止）市内小学校の「豊かな心をはぐく

む読書会」の取組（片岡ゼミ）など、市内小中

学校において地域協働教育を展開した。また、

市内小中学校の研修会を中心に教員 66回、学生

ボランテイアを 59名派遣した。 

・長野県総合教育センターと連携し、県内小中高

校教員向けフィールドワークの研修会をオン

ラインで実施した。 

 

【成果・効果】 

・協定校とは、コロナ禍において、できることから

連携・交流を進めることができた。蓼科高校との

「蓼科学」の取組は新聞記事として取り上げら

れた。 

・市内小中学校を中心に研修会やボランティア派

遣をして地域貢献するとともに、学生たちの実

践的な学びを深めることができた。 

・長野大学の教員、学生の地域貢献の取組が地域

からの信頼度の向上につながった。 

 

【資料番号】 

  11-1 協定高校との連携状況 

11-2 上田市内小中への派遣実績（1-6再掲） 

11-3 蓼科高校「蓼科学」新聞記事 

11-4 県内小中校教員研修（長野県総合教育 

センター連携） 

11-5 地域づくり総合センターニュースレター 

 

【今後の課題・方向性】 

これまで、継続的に取り組んでおり、また、地

道ではあるが、今後も地域貢献活動の取組を継

続、深化していくこととしたい。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 【地域課題を発見・解決する教育】 

上田市が設置した「まちなかキャン

パスうえだ」を活用し、地域住民や企
業、行政、ＮＰＯ等と協働で地域課題を
発見し解決する教育を展開する。 

12【まちなかキャンパスでの協働の

取組】 

上田市が設置した「まちなかキャ

ンパスうえだ」と連携し、地域住民

や企業、行政、ＮＰＯ等との協働に

よる教育を展開することにより、地

域課題を発見し解決する力を習得

させる。 

【取組内容】 

・上田市より委託を受けて「まちなかキャンパスう

えだ」にコーディネーターを配置し、地域ニーズ

を把握しながら、地域と大学・学生の交流拠点化

に取り組んだ。学生の地域活動の発表や地元住

民等との意見交換の場を設け、学生と地域、企

業、行政等の関係機関を結びつけるなどの支援

を行った。 

・5大学の講座を企画調整して、対面及び上田ケー

ブルビジョン録画放送等を活用して 16講座を実

施した。 

 

【成果・効果】 

・5周年を迎える、まちなかキャンパスうえだの 3

つの主な役割（①「連携の窓口」地域と大学をつ

なぐ、②「連携活動の場」地域と大学とで課題解

決を図る、③「学びの場」研究・教育資源を市民

の学びに活かす）に沿った取組を実践し、学生・

市民等に多様な学習の機会や交流の場を提供す

ることにより、地域の課題発見、課題解決する力

の醸成が図られた。 

・まちなかキャンパスうえだの利用者数は、昨年の

1,167人から、2,387人へ増加した。 

 

【資料番号】 

12-1 まちなかｷｬﾝﾊﾟｽうえだ市民向け講座一覧 

12-2 まちなかｷｬﾝﾊﾟｽうえだ利用実績 

12-3 広報うえだ「まちなかｷｬﾝﾊﾟｽの紹介記事」 

12-4 まちなかｷｬﾝﾊﾟｽうえだ 2021年度学生活動 

報告 

 

【今後の課題・方向性】 

新型コロナウイルス感染症の影響による利用制

限から、利用者が減少傾向にあるが、今後も感染

予防対策を取りながら、地域や企業等と協働し、

学生が地域活性化に寄与できるよう、学生の主体

的な活動を支援していく。 

 

b 

（1） 

・コロナ禍で活動制限がある中でも、できる範

囲の中で利用を推進している。 

 

（3） 

・市民講座等は更に広報・周知をすることで、
一般地域住民への一層の利用・活性化を希望
する。 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容等に関する目標を達成するための措置 

イ 授業内容の改善 
 

中期目標 
各学部の教育目標を通じて、学生の学修目標の達成を支援する授業を提供するため、授業の内容や方法についてＰＤＣＡマネジメントサイクルを構築し、継続的に改善を図る。 

成績評価については、教員間の共通理解の下、到達目標や評価基準を明確にし、成績評価の厳格化を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 授業内容の改善 

 （ア）ＦＤ活動の促進 

ＦＤ委員会を設置し、教員の教育活

動に対する自己点検と相互研さんの場

として「教育実践交流広場」を実施する

などＦＤ活動を促進し、ＰＤＣＡマネ

ジメントサイクルによる授業内容改善

を図る。 

 

（ア）ＦＤ活動の促進 

13 教育効果や学生の満足度を高め

る授業展開の実現（特に学生が主

体的に学ぶことができるよう、ア

クティブラーニングなど多様な授

業方法の選択）に向け、ＦＤ研修

会などを通じて、その手法や必要

性を共有する機会を設定する。 

【取組内容】 

(1)FD委員会の開催 

・FD 委員会を年 6 回開催し、教育実践交流広場の

企画、授業アンケートの検討、学生懇談会の企

画、FD研修会の企画等を行った。 

(2）教育実践交流広場の開催 

・オンラインにより、非常勤講師も含め、全 6回の

教育実践交流広場を開催した。教育実践交流広

場のテーマとして、「ポストコロナの教育実践」

及び「教養教育改革」を設定した。 

・「ポストコロナの教育実践」では、「オンライン授

業における実践手法と環境課題」、「主体的な学

習とインタラクティブな授業実践」について各

教員の経験を踏まえた意見交換の場を 2 回設け

た。「教養教育改革」では、「教養教育改革のこれ

までとこれから」と題して教養教育改革の全体

像を共有したうえで、「教養教育改革に対応した

モデル的な授業実践」について意見交換の場を 3

回設けた。 

・第 6回教育実践交流広場は、拡大 FD委員会とし

て開催し、本学における FD活動の課題の洗い出

しを行った。 

(3)学生懇談会の開催 

・全学生を対象に、対面方式で学生懇談会を開催

し、学生の立場からみた学修環境等に関する課

題の把握を実施した。 

(4)FD研修会の開催 

・外部講師を招き「教学マネジメント」をテーマと

するオンライン研修会を、全教職員を対象に開

催した。 

(5)非常勤講師懇談会の開催 

・「教養教育改革」を中心テーマとして、非常勤講

師との懇談会をオンラインにより実施した。 

 

b 

（1） 

・FD 委員会、教育実践交流広場、学生 FD 懇談
会、FD 研修会、非常勤講師懇談会等、各階層
での FD 活動が実践されている。 

 

 (3) 

・FD は外部講師のものだけでなく、内部講師の
ものも位置づければいいと考える。また、公
立大学協会の研修等も職員だけでなく、教員
にも開放し、受講の機会を増やしてはどう
か。 

・学生懇談会を開催したことは評価できるが、

参加者が 2 名だったこともあり、学生も参加

しやすいオンラインも検討されたい。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 授業内容の改善 

   【成果・効果】 

・コロナ禍や教養教育改革期における授業実践交

流等を通して、教員間でポストコロナ時代にお

ける新たな教育実践手法に対する問題意識が深

まった。特に、オンラインと対面方式を併用した

授業実践、オンライン方式を活用したインタラ

クティブな授業実践など、オンライン授業方式・

教材開発を通した教育の質的向上が図られた。 

・FD 研修会の開催を通じて、教職員間で教学マネ

ジメントの重要性について認識が深まった。 

・本学における FD活動の課題が洗い出され、今後

の FD活動の方向性を見出すことができた。具体

的な課題として、「FD体制の強化」、「教育・学修

活動の可視化」、「学修者本位の教育の推進」、「協

働で学ぶ関係の構築」等として整理された。 

 

【資料番号】 

  13-1 FD委員会議事録 

13-2 教育実践交流広場資料 

13-3 学生 FD懇談会開催記録 

13-4 FD研修会資料 

13-5 非常勤講師との懇談会実施結果 

 

【今後の課題・方向性】 

授業改善に向けた取組の一環として、本学にあ

る教育上の課題等を明確にして、教育実践交流広

場及び FD研修会等を開催し、教育の質の向上を図

る。特に、FD委員会で論点整理された課題である、

「FD体制の強化」、「教育・学修活動の可視化」、

「学修者本位の教育の推進」、「協働で学ぶ関係の

構築」に努める。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 授業内容の改善 

 （イ）授業評価アンケートによる改善 

授業評価アンケートを年２回実施

し、アンケート結果を学生・教職員に公

開するとともに、授業内容の改善に努

める。 

 

 

(イ)授業評価アンケートによる改

善 

14 ①学生に対して、ＷＥＢによる

「授業アンケート」を年２回実施

する。授業改善策に対する効果、

ＰＤＣＡサイクルが機能してい

るかなどの結果を分析・評価し、

不断の改善を行う。 

②「授業アンケート」に記載された

課題や改善点など、学生の声を授

業改善に繋げるため、授業アンケ

ート結果の内容を基に、各学部

（専攻、コース毎）で「授業改善

検討会」を実施するとともに、Ｆ

Ｄ委員会はその検討結果を報告

書として学内に公開する。 

③アンケートの方法、内容、活用方

法の検証のほか、市議会等からの

指摘事項についても真摯に受け

止め、対応を検討し改善する。 

【取組内容】 

①授業アンケートの実施 

・Web による授業アンケートを前学期（回収率

52％）及び後学期（回収率 32％）の中間時に実

施した。授業内でアンケートの趣旨説明と回答

時間を設けることで、アンケートの回収率向上

に努めた。 

・授業アンケート結果に対応し、学期後半の授業改

善を行うとともに、次年度シラバスに改善内容

を反映させた。 

②授業改善検討会の開催 

・各学期の授業アンケート結果については、教員ご

とに授業改善方針を授業アンケート報告書とし

て整理し、全学で共有した。 

・授業アンケート報告書等をもとに、各学部で授業

改善の実践手法や改善方針について共有・検討

する授業改善検討会を開催した。 

・授業改善検討会の結果については、FD 委員会で

共有し、FD 委員会での検討結果とともに、報告

書等として学内に公開した。 

③アンケート内容の検討 

・FD 委員会で、選択式授業アンケートの導入案を

検討し、学部教授会での意見聴取を実施したが、

全学的な合意を得る段階には至らなかったた

め、後学期末に試験的に一部の科目でアンケー

トを導入する計画とした。しかし、選択式設問の

妥当性に関する検討が不十分であったことや新

型コロナウイルス感染症の急拡大による授業対

応を優先させるため、今年度の実施は見送り、次

年度の計画とした。 

 

【成果・効果】 

・授業期間中の授業アンケートの実施、授業後半で

の授業改善、授業アンケート結果への対応方針

に関する報告書の作成、学部での授業改善検討

会の実施、FD 委員会による全学共有、次年度授

業計画への反映といった、授業改善のための一

連の PDCAサイクルが確立された。 

・PDCA サイクルが確立により、授業内容の改善及

び共有が図られている。 

・懸案事項であった選択式アンケートについて全

学的な議論が再開され、また FD研修会での話題

提供もあり、具体的な導入に向けて理解が深め

られた。 

b 

（1）（3） 

・授業評価アンケートの回収率が低いことも課

題だが、選択式でデータとして見える化する

ことは、教員にとっても学生にとっても有益

なものである。選択肢ならいわゆるサイレン

トマジョリティの声も多く聞けることとな

る。自らの講義を学生がどう見ているのかを

知る機会であり、今後の授業改善につなげる

べきものである。 

匿名性を確保しながら、アンケートの回収率

の更なる向上に努めてもらいたい。 

 選択式にも課題はあるが、実施しながら改善

を重ねていけば良い。他大学等では当たり前

のように実施されていることが未実施となれ

ば、学生や地域社会等のステークホルダーに

対して説明責任が果たせないと思われる。 

・授業評価アンケートは授業内容の改善が目的

である。①に「授業アンケート結果に対応

し、・・・次年度シラバスに改善内容を反映さ

せた。」と書かれているが、それで授業内容が

改善されたことになるのか疑問である。 

授業評価アンケートが本質的に授業改善につ

ながっているかを、実際の事例を持って検証

してみるべき。つまり、何らかのアンケート

によって授業内容が改善、変更され、その内

容を学生はどう評価しているのか、というこ

とである。 

授業評価アンケートに対する教員の共通認識

をある程度つくらないと、いくらアンケート

を取り続け回収率を上げる努力をしても、そ

れが授業改善に繋がらなければ、本質的な目

的は達成できないと考える。 

 

c 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 授業内容の改善 

    

【資料番号】 

14-1 授業アンケート実施結果（前学期・後学期） 

14-2 授業アンケート報告書（前学期・後学期） 

14-3 授業改善検討会報告書（前学期・後学期） 

14-4 選択式アンケート検討案 

14-5 授業アンケート改訂案に対する意見聴取 

 

【今後の課題・方向性】 

引き続き、授業改善した内容をシラバスに記載

するなど、PDCA サイクル意識した授業改善に取り

組む。また、Webによる記述式アンケート回収率の

向上を図るとともに、選択式アンケートの導入に

よる授業アンケートの充実に取り組む。 

 

 

 

    
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 授業内容の改善 

 （ウ）成績評価システム及び履修体系

の整備 

【ＧＰＡの導入】 

成績評価の厳格化を図ることを目的

としたＧＰＡを導入する。（平成３０年

度～） 

なお、導入にあたって、学生への影響

や問題点の洗い出しなど平成２９年度

から具体的検討に着手する。 

15 中期計画達成済 

－ ‐ 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 授業内容の改善 

 【履修系統図、ナンバリングの導入】 

学生が個人のレベルや専門を勘案し

て授業科目の履修を図るため、履修系

統図又はナンバリング（授業科目に適

切な番号を付し分類することで、学修

の段階や順序等を表し、教育課程の体

系性を明示する仕組み）を導入する。

（令和２年度～） 

なお、導入に向けて、平成２９年度から

他大学の情報を収集するとともに各学
部のカリキュラムの見直し状況、新た
な学問領域の検討経過に注視しながら

検討を進める。 

16 【履修系統図、ナンバリングの

導入】 

前年度に作成した履修系統図の形

式や見やすさ、理解しやすさなど精

査・修正したうえで、学生に開示す

る。 

【取組内容】 

・学部別・コース別の履修系統図を開示し、履修ガ

イダンスで活用した。 

・履修系統図は、年度末に学部ごと精査を行い、新

年度に臨んだ。 

 

【成果・効果】 

・ガイダンス等で履修系統図を活用することによ

り、学生の体系的な学びの促進が図られている。 

・各学部教授会で履修系統図の再確認を行うこと

により、カリキュラム・ポリシー及び科目内容の

再確認につながっている。 

 

【資料番号】 

16-1 履修系統図（社会福祉学部） 

16-2 履修系統図（環境ツーリズム学部） 

16-3 履修系統図（企業情報学部） 

 

【今後の課題・方向性】 

 履修系統図が学生にとって理解しやすい内容に

なっているか確認し、形式や見やすさなどを引き

続き検証し、改善する。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・履修系統図は作成されており、ナンバリング

への対応を期待する。 

 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
教育活動を効果的かつ効率的に推進し、教育に関する目標を達成するため、優秀な人材の確保と効果的な人員配置を行う。 

また、教育効果を高めるため、学生が意欲をもって学修に打ち込めるような環境を整備する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 教員の採用と評価の実施 

 （ア）教員の採用 
教員の定員は大学設置基準に基づい

て定め、各学部に年齢構成にも配慮し
ながら、適正に配置する。また、今後、
特に究めるべき学問領域には重点的な
配置も検討し、主要科目は専任教員が
担当できるように努める。 

（ア）教員の採用 

17 理工系学部の設置、既存３学部

の再編案を踏まえた人事採用計画

を策定する。 

【取組内容】 

・令和 3年 11月開催の理事会で審議・承認した「理

工系学部の設置と既存学部の再編について」を理

事長・学長が 12 月に上田市議会正副議長に対し

て説明し、再編構想案を踏まえた令和 11 年度ま

での教員採用計画案を策定した。 

 

【成果・効果】 

・人件費の抑制と学部再編構想案を踏まえた中長

期的な教員採用の実現に向けた指標ができた。 

 

【資料番号】 

17-1 大学院・学部学科再編構想案 

17-2 教員採用計画案 

 

【今後の課題・方向性】 

 専任教員の募集・選考にあたっては、理工系学部

の設置と既存学部の再編に向け、十分な業績を備

え、かつ、「若手」「ダイバーシティー」「ジェン

ダー」等を満たすよう考慮する。 

 

a 

（1）（3） 

・年度計画として再編案を踏まえた人事採用計

画を策定することについては、理事会で審議

承認され、理事長・学長精査の上の採用計画

が策定されたたが、現状では案であり、ｂ評

価が相当とした。 

当然、その内容は実際の結果や外的要因等を

鑑み、随時検証・改善されていくことを望

む。 

・また、教授職が全体の 7割を超える等職位及

び年齢層に大きな偏りがみられる。中長期に

はバランスの取れた組織となるよう、教員採

用では若手を積極的に受け入れるためにも講

師職を設けるとともに、昇任基準の適切な運

用に努めるべきである。 

 

b 

 教員の採用は、学長のもとに人事委
員会を設け、教育に関する目標を達成
するため、公募により優秀な人材を確
保する。公募は求める人材像を明確に
した上で、選考方針に基づいて審査を
厳正に行う。 
審査の内容は、主に教育、研究、社会

活動及び人物等について、書類審査、面
接審査に加え、模擬授業も行い教育上
の能力を評価して採用を決定する。 

18 中期計画達成済 

－ ‐ 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 教員の採用と評価の実施 

 （イ）教員の評価  
教員評価制度を導入して、教員の意

識改革と教育研究活動の活性化を図
る。教員評価の時期は、採用時、任期を
迎える時期、昇任を迎える時期に行う。
評価の内容は、主に、教育、研究、管理
運営、社会貢献等を総合的に行う。評価
者は専門分野の近い教員によるピア・
レビュー（同僚評価）に加え、当該学部
長や他学部の教員も行う。 
また、教員の任期制を導入し、教員が

主体的に教育研究活動を向上させ、教
員集団の組織的協働を推進する。 
任期は原則的に５年とし、在任期間

中の業績評価に基づいて、任期の更新
やテニュア(終身雇用資格)の取得を審
査する。 

 

（イ）教員の評価 

19 全教員を対象とした年度別業

績評価の新たな基準、要綱、細則に

基づき、教員業績評価を実施する。 

【取組内容】 

・全教員を対象とした年度別業績評価を実施した。

評価結果は、10月に全教員に通知、不服申し立て

期間を経て、11月開催の教育研究審議会及び理事

会で報告し 12月に大学ホームページで公表した。 

・人事委員から示された意見や学部教授会で指摘

のあった課題を踏まえて運用を見直し、「公立大

学法人長野大学教員年度別業績評価要綱」及び

「公立大学法人長野大学教員年度別評価基準」の

一部を改正した。 

 

【成果・効果】 

・年度別教員業績評価制度の本格的な実施により、

制度の基礎が構築された。 

・PDCA サイクルにより制度の見直しが行われ、評

価項目や評価基準の改善が図られた。 

 

【資料番号】 

19-1 教員年度別業績評価の結果について  

19-2 教員年度別業績評価要綱及び教員年度別 

評価基準の一部改正について 

 

【今後の課題・方向性】 

 年度別教員業績評価を実施するとともに、評価

の PDCAサイクルにより実効性（教員の教育・研究

内容の質の向上）を高める。 

 

a 

（1） 

・懸案であった教員業績評価が令和 3 年度から
実施となったことは評価できる。 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 教員の採用と評価の実施 

 一方、各年度の教員評価については、
各教員は毎年定期的に教育・研究・地域
貢献活動等業績を更新し、学部長が教
育歴や研究歴等を評価する。 
また、教員表彰制度を設け、教育、研究、
地域貢献などの分野で高い成果を修め
た教員に対しては、研究費の優先配分
等を行う。 

20 各教員は、前年度の評価結果を

踏まえて作成した次年度計画に基

づき業務を遂行し、業務の達成等に

ついて評価する体制を構築する。 

【取組内容】 

・年度別教員業績評価の実施により、各教員は前年

度の評価結果を踏まえて作成した次年度計画に

基づき業務を遂行し、業務の達成等について評

価する体制が整った。 

 

【成果・効果】 

・教員業績評価の PDCAサイクルが構築され、教員

個々の教育研究活動の改善につながった。また、

学長表彰制度をインセンティブとして活用する

ことができた。 

 

【資料番号】 

20-1 教員年度別業績評価の結果について（19-1

再掲） 

20-2 教員年度別業績評価要綱及び教員年度別

評価基準の一部改正について（19-2再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

評価制度について課題を見直し、安定的に運用

すること。さらに、評価結果を教育研究活動の向上

につなげるインセンティブに反映させる仕組みを

運用すること。 

 

a 

（1） 

・次年度計画に基づく業務評価は緒に就いたと
ころと判断し、b が相応と判断した。来年以
降 a 評価となる事を期待する。 

 
（3） 

・この評価体制によって教員の業績がどう変化
するかが重要であり、PDCA を回すことで業
績改善がなされ、本体制の最終評価となると
考える。 

・研究に関する評価もしっかりと行う必要がある

と考える。 
・研究評価が提出者の 2 割以上で最低ランクの

E、社会・地域貢献では D と E 合わせて 2 割
以上となっていることは真摯に受け止めるべ
きである。しかもこの 2 項目は 3 年間を通し
てのものであり、教員間でこの 2 分野に関し
て取組状況に長年大きな差があることが明ら
かとなっている。改善が求められる。 

 

 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 教員の採用と評価の実施 

 （ウ）教員の資質向上  
研究面の資質向上のため、各教員は

毎年定期的に教育・研究・地域貢献活動
等業績を更新することによって、自己
評価を促進するとともに、翌年度の研
究計画を立案する。 

 

（ウ）教員の資質向上 

21  

①研究業績を積み上げるため、各教

員は毎年、研究計画に対する自己

評価を行い、次年度の研究計画に

反映させる。さらに、論文数等の

大学別ランキングなど客観評価

の指標も参考にしながら、大学全

体の研究の質と量を向上させる。 

【取組内容】 

・引き続き、研究業績を積み上げるため、各教員は

毎年、研究計画・業績に対する自己評価を行い、

次年度の研究計画に反映させることを継続して

実施し、研究面の PDCAサイクルにより資質向上

に取り組んだ。 

 

【成果・効果】 

・研究計画書の提出率は、100%であり、各教員の研

究業績について自己評価が促進され、PDCA サイ

クルによる研究の質の向上を図られた。 

 

【資料番号】 

  21-1 令和 3年度個人研究費の計画書提出状況 

21-2 個人研究費研究計画書(様式) 

 

【今後の課題・方向性】 

引き続き、教員個々の評価結果を踏まえた研究

計画の策定を求めるととともに、計画書の提出率

を 100％とする。また、論文数の引用ランキングで

は、上位にランクするところまでは至っていない

が、個々の教員の研究活動の地道な研究支援を継

続しながら、資質の向上に取り組んでいく。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

 ・教員の研究内容が大学全体の研究の質に寄与

するか判断できないので、質を問う評価の仕

方、エビデンスが必要である。 

 

b 

                                        



35 

 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 教員の採用と評価の実施 

 また、「研究交流広場」を定期的に実
施し、異なる専門分野の研究者との積
極的な意見交換を促進する。 
 

22 

②研究者同士の積極的な意見交換

と情報共有による研究活動の活

性化を促進するため、定期的に研

究交流広場を開催する。また、学

内外で活躍している研究者を講

師に迎えた学内研究会を開催し、

研究者同士の積極的な交流を進

める。 

【取組内容】 

・研究者同士の積極的な意見交換と情報共有によ

る研究活動の活性化を促進するため、定期的に

「研究交流広場」を開催(5月、6月、7月）した。

7月のテーマは、外部資金獲得と研究改善のため

の勉強会として、今後の研究がさらに活性化す

ることを目指した。 

・学内外で活躍している研究者を講師に迎えた

114回目の学内研究会を、9月に開催した。コロ

ナ禍に配慮してオンラインでの開催であった

が、66 名の参加があり、研究者同士の積極的な

交流を進めることができた。 

 

【成果・効果】 

・「研究交流広場」はテーマ設定を工夫したことに

より、参加者が昨年の合計 56 名を上回る 73 名

となった。参加者の増加により意見交換が促進

され、研究者の資質向上と研究意欲の活性化に

つながった。 

 

【資料番号】 

  22-1 研究交流広場資料 

22-2 学内研究会の実施報告 

 

【今後の課題・方向性】 

今後も、研究交流広場に多くの教員（非常勤講師

も含む）が参加できるよう内容や開催形式の見直

しを図るなど、支援体制を強化し、学内の研究活動

の活性化に取り組む。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 教員の採用と評価の実施 

 また、教育面の資質向上のため、ＦＤ
活動を充実させ、「教育実践交流広場」
を実施し、優れた教育実践について教
員が相互研鑽する。 

23 

③ＦＤ活動の一環として、教員の資

質向上と授業改善を主たるテー

マにした教育実践交流広場を年

間２回実施（参加者総数６０人以

上を目標）し、優れた教育実践に

ついての共有化や、公立化後の学

生の学力等の変化に対し個々の

教員がどのように工夫を凝らし

て対応しているかなどについて

情報交換を行うとともに、教員同

士の相互研鑽を促す。 

項目 13再掲 

 

b 

 

b 

 また、授業アンケートをセメスター
※ごとに行い、結果を分析、評価するこ
とによって、授業改善を行う。 
 
※セメスター制とは、４～９月の前学
期と１０月～３月の後学期の２学期
を設け、半年間の学期ごとに授業が
完結し、単位を修得する制度。 

24（項目 14 と同じ内容のため記載

なし） 

‐ ‐ 

 

 

 加えて、教員相互の授業参観や学外
への開放講義も行う。 
 

25 ④新型コロナウイルス感染症

の状況により、市民開放授業やゼ

ミナールの成果報告会等を開催

する。 

【取組内容】 

・前学期・後学期ともに、コロナ禍により通常の市

民開放講座は開講しない方針とした。ゼミナー

ルの成果報告会も学内関係者のみで開催した。 

・インターンシップの報告会をオンラインによる

公開報告会形式で開催し、研修先企業等も参加

した。 

 

【成果・効果】 

・オンライン方式によるインターンシップ報告会

に、外部からの複数参加による双方向授業が実

現できたことで、オンラインによる市民開放授

業の可能性を一部検証することができた。 

 

【資料番号】 

  25-1 インターンシップ Web報告会プログラム 

 

【今後の課題・方向性】 

  新型コロナウイルス感染症の状況を見て、市民

開放授業やゼミナール等の成果の公開を検討す

る。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 イ 教育環境の整備 

 （ア）ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄｱｼｽﾀﾝﾄの充実 

対話的討論や課題発見・問題解決型
学習を充実させるため、スチューデン
トアシスタント（学士課程の学生が教

育の補助を行う制度）など教育支援体
制を充実させる。 

（ア）ｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄｱｼｽﾀﾝﾄの充実 

26 従来の SA 制度は対面授業を前

提としていることから、オンライン

授業でも効果的に利活用できるよ

う充実を図る。 

【取組内容】 

・対面授業とオンライン授業の双方に対応できる

よう、SA制度を改善した。 

・オンライン授業では、社会福祉学部の初年次ゼミ

におけるグループワークの補助、国際キャリア

特別コース（中国語）における留学生による語学

指導補助の実施に SA制度が活用された。 

 

【成果・効果】 

・オンライン授業に対応した SA 制度が運用され

た。制度の実践を通して、オンライン授業におい

ても SAの補助によりグループワーク等の授業運

営が円滑に進むことを確認することができた。 

 

【資料番号】 

  26-1 SA採用実績（前学期・後学期） 

 

【今後の課題・方向性】 

対面及びオンライン授業など多様な授業運営に

対応した SA制度の運用を検討し、引き続き制度

の充実に取り組む。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 

 （イ）カリキュラムの見直し 
社会や学生のニーズに合ったカリキ

ュラムの見直しを適宜行う。そのため
に、高校訪問や高校教員説明会等で集
約した要望や意見、地元経済界、自治
体、活動団体などからの要望や意見を
参考に、検討し見直す。 

（イ）カリキュラムの見直し        

27 カリキュラムに対する要望や意

見を具体的に聴取できるよう、各種

アンケート調査の内容を工夫して

実施する。また、調査結果の要望・

意見は関係部署で共有を図り検証

し、適宜カリキュラムの見直しに反

映する。 

【取組内容】 

・各種アンケート調査は、紙媒体だけではなく、Web

上で実施するなど、回答しやすいよう工夫した。 

・高校訪問時において高校教員から聴取できた意

見（「長野大学のホームページで紹介している各

学部の活動・地域との連携をさらに深めてほし

い。そのうえで、高校で行われている『地域をテ

ーマとした探求の授業』と連携できればありが

たい」など）を 4センター会議で共有した。 

※4 センター（大学教育センター、学生支援セ

ンター、キャリアサポートセンター、アドミ

ッションセンター） 

 

【成果・効果】 

・アンケートの電子化により、進路指導教員にとっ

て回答が容易になったため、今後、回収率の向上

や要望・意見数の増加が見込まれる。 

・高校等から聴取した意見は 4 センター会議を通

じて、学内の関係部署に共有され、今後も具体的

な情報収集の必要性が確認された。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 イ 教育環境の整備 

   【資料番号】 

27-1  大学・入試説明会アンケート結果（一部） 

 

【今後の課題・方向性】 

聴取した意見・要望を反映させるために関係部

署同士の連携が重要となるため、4センター会議

等での共有・調整の方法について検討する必要が

ある。 

 

 

 

 

 （ウ）キャンパスミーティングの実施 
「キャンパスミーティング」を年２回
開催して、学生の要望や意見を汲み上
げ確認し、全ての学生が学びやすい教
育環境の整備に努め、教育活動の向上
を図る。 

（ウ）キャンパスミーティングの実

施     

28 キャンパスミーティングを前後

期に各１回、計２回実施する。学生

と大学の意見交換のプロセスは確

立しつつあるため、ミーティング後

の意見反映プロセスを明確にし、全

体的な手続手順を確立させ、「大学

共創の場」としての機能を高める。 

【取組内容】 

・キャンパスミーティングを前後期に各 1回、計 2

回実施した。意見交換の内容は学生自治会によ

る議事録として残し、それを基に学生自治会よ

り要望書が法人に提出され、それを受けて法人

より学生自治会宛てに回答書を提示することを

基本的な手順とした。 

 

【成果・効果】 

・基本的な手順が定まり、関連部署が密に連携する

ことで、学生自治体の要望書が提出されてから

１か月ほどで回答書を提示することができた。

また、要望の中で実行できることは速やかに実

施され、迅速な対応が図られた。 

 

【資料番号】 

28-1 キャンパスミーティングの手順 

28-2 令和 3年度キャンパスミーティング要望書 

28-3 令和 3年度キャンパスミーティング回答書 

28-4 令和 3年度キャンパスミーティング議事録 

 

【今後の課題・方向性】 

 正副学長、学生支援センター長、事務局長の出席

が常態化し、議題ごとに大学側の担当者が出席す

るようになり、学生とのコミュニケーションが円

滑化した。今後もこのプロセスを基本とし、学生と

の意見交換を行う。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

ア 学生生活支援 
 

中期目標 
学生の意見や要望を把握し、対策を講じることで、学生支援を推進する。 

また、充実した学生生活が送れるよう、学修活動、課外活動、健康相談等の支援体制の充実を図る。 

併せて、留年者、休・退学者及び未就職者が生じる原因の把握と対策を行い、退学者や未就職者を減らす。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生生活支援 

 （ア）心身の健康保持支援  

学生の心身の健康の保持を図るた

め、教職員と学生相談室（相談員配置）

及び保健室（保健師等配置）を置き、教

職員と学生相談室及び保健室、また、医

療機関と連携して学生を支援する。 

加えて、心の健康相談と早期改善に

結びつくようにキャンパスソーシャル
ワーカー（大学内で相談援助を行う者）
を配置し、メンタルヘルスを行うとと

もに、専門医の受診を紹介するなど、学
生支援体制の充実を図る。 

（ア）心身の健康保持支援 

29 学生の心身両面の支援のため、

引き続き主任相談員と保健師を中

心とした、学生相談室と保健室の質

的強化及び連携強化を図る。相談

員・保健師は、支援に必要な能力向

上のための研修会等に参加させ、研

鑽を積ませる。 

学生の健康診断については、引き

続き受診率の向上に取り組む。胸部

レントゲンは、他大学の事例を参考

として１年生と４年生及び福祉実

習予定学生に対象を絞って実施す

る（内科診察等は全学年を対象に実

施）. 

【取組内容】 

・学生相談室と保健室の連携強化を図り、「身体と

こころの健康チェック」の実施など、特にコロナ

禍における学生の心身の状況把握に取り組ん

だ。 

・各種研修等により、相談員と保健師の能力研鑚に

取り組んだ。 

・学生の健康診断については、受診率の向上を目指

して実施した。 

 

【成果・効果】 

・心身両面から学生の健康状態の把握に努め、情報

を学生相談室及び保健室で共有することで、よ

り包括的な学生情報の活用につなげた。 

・相談員・保健師のスキル向上により、学生相談の

質が図られた。 

・健康診断の日程を早期に確保して学生に周知し

たことにより、受診率が向上した（胸部レントゲ

ン：R2 70.9%→R3 91.6% 内科検診：R2 31.7%

→R3 85.5%）。 

   

【資料番号】 

29-1 身体とこころの健康チェック結果報告 

29-2 学生健康診断報告 

 

【今後の課題・方向性】 

 学生相談室と保健室の連携が軌道に乗りつつあ

り、心身両面からの学生支援が実現しつつある。

今後はメンタルヘルスに問題のある学生への対応

が課題となる。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・身体とこころの健康チェック集計結果による

と、「回答者 532 人/問診対象者 1,450 人=回

答率 36.7%」。回答率が低すぎるのではない

か。この回答率で、不調を抱える生徒の対応

ができていると考えるのは不十分だと考え

る。コロナ禍という非常事態の中で、回答率

の向上に向けた取組や、実施方法の見直し、

きめ細かな対応を希望する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生生活支援 

 加えて、心の健康相談と早期改善に
結びつくようにキャンパスソーシャル

ワーカー（大学内で相談援助を行う者）
を配置し、メンタルヘルスを行うとと
もに、専門医の受診を紹介するなど、学

生支援体制の充実を図る。 

30 また、前年度の実績や新型コロ

ナウイルス感染症の影響を踏まえ

て「身体とこころの健康チェック」

の内容を見直し、学生の心身両面の

状況把握に努める。   

【取組内容】 

・昨年度に引き続き、「身体とこころの健康チェッ

ク」を実施した。実施後、カウンセリングが必要

な学生に対しては個別に連絡をとり、フォロー

を行った。 

 

【成果・効果】 

・学生の状態を 4 ランクに分別することにより、

健康状態に課題が見受けられるランク 3（9％）

と 4（6％）の学生に関する情報を早期に把握す

ることができた。 

 

【資料番号】 

30-1 身体とこころの健康チェック結果報告

（29-1再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 今後も学生相談室と保健室の連携により、身体

とこころの健康チェックを継続して実施する。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生生活支援 

 （イ）学修支援 

新入生の大学への適応が円滑に進む

よう、入学前学習と入学後のオリエン

テーションの充実を図るとともに、在

学生にはアドバイザー（担任制）による

学修支援及び個別相談を行う体制を整

備し、学業不振による退学者の減少に

努める。 

 

（イ）学修支援 

31  総合型選抜入試の入学予定者

に対して入学前学習を実施する。ま

た、新入生のスタートアップ支援を

目的としたオリエンテーションを

学生（オリエンテーションリーダ

ー）の協力を得ながら実施する。学

生の個別支援については、各学部で

実施する学生支援検討会で学生個

別の情報を共有し、個別支援につな

げる。 

【取組内容】 

・総合型選抜入試の入学予定者に対して入学前学

習を実施した。 

・新入生を対象としたオリエンテーションは、コロ

ナ禍の状況を踏まえ、対面とオンライン双方で

対応できるように企画して実施した。 

・各学部で学生支援検討会を月例で開催し、学生の

個別情報を学部全体で共有した。 

 

【成果・効果】 

・各学部とも当初の計画通り、入学前学習を実施し

た。 

・オリエンテーションは、新入生の大学生活への順

応を重視し、全学部とも新型コロナウイルス感

染症対策を施しながら対面で実施した。 

・学生支援検討会の結果は、学生支援センター運営

委員会で報告され、必要に応じて個別支援を行

った。（項目 37参照） 

 

【資料番号】 

31-1 入学前学習資料 

31-2 オリエンテーション企画書（社会福祉学部） 

31-3 オリエンテーション企画書（環境ツーリズ 

ム学部） 

31-4 オリエンテーション企画書（企業情報学部） 

31-5 学生支援センター運営委員会議事録（抜粋） 

 

【今後の課題・方向性】 

コロナ禍の中で、適切な方法で新入生にとって

有意義なオリエンテーションを実施する。 

 

b 

（1）（2） 

・相応の進捗と判断する。特にオリエンテーシ

ョンはきめ細かな計画で実施されている。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生生活支援 

 加えて、専門図書の蔵書及び自主学
修スペースの整備など図書館の充実と
レファレンスサービス（利用者が求め
た情報や資料を検索・提供・回答する業
務）を行うなど学修支援の充実を図る。 

32 図書館の更なる利便性を高める

ため、学生・教職員の意見を聴取し

ながら、図書（推薦図書・指定図書）

と各種データベースの充実を図る

とともに、レファレンスサービス

（学生が教育・研究・調査において

必要な情報を求めた際に、職員がそ

れらの検索・提供を支援）等を行い、

教育研究環境・学生の自主的な学修

環境の整備、充実を図る。また、デ

ジタル図書館としての機能強化に

向けた検討も進める。 

【取組内容】 

・図書の充実を図るため、図書館オリエンテーショ

ンや各学部教授会を通じて学生、教員から図書

の購入希望を募り、授業等に関連のある必要な

図書を購入した。また、洋雑誌データベースを導

入しデータベースの充実を図った。 

・レファレンスサービスを充実させるため、4月か

ら 6 月に実施した図書館オリエンテーションに

おいて文献検索方法や他大学への文献複写等の

依頼方法等の指導を行った。 

・教育研究環境、学生の自主的な学習環境の整備の

一環として、グループ学習室の活用を支援する

ため、備品(プロジェクター)の貸出を行った。 

・デジタル図書館の機能強化を図るため、本学のデ

ータベースを学外から閲覧可能にするシステム

の導入を検討し、導入準備を行った。 

 

【成果・効果】 

・図書の購入については、図書館運営委員会の審議

を経て年間 1,016 冊購入し図書館資料が充実し

た。年間の貸出冊数及び貸出者数は令和 2 年度

より増加し、貸出冊数は 2,350冊から 4,733冊、

貸出人数は 1,242名から 2,265名となった。 

・洋雑誌データベースの導入により、データベース

の検索件数が令和 2 年度より 23,779 件多い、

42,972件と増加した。 

・レファレンスサービスの充実により、相互文献複

写・貸借依頼件数が令和 2年度より 28件多い、

217件と増加し、多くの学生、教員が文献入手に

活用した。 

・グループ学習室が国家試験等の学習室、また、ゼ

ミ・クラスの学生の自主学習の場所として、延べ

772名の学生に利用された。 

・デジタル図書館としての機能強化に向けた検討

とシステム導入の準備が進められた。 

 

【資料番号】 

32-1 図書館利用状況一覧（平成 29年度～令和

3年度） 

32-2 洋雑誌データベース 2021年度利用状況 

32-3 学外からアクセス可能なシステム概要図   

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・評価にあたり、学生の満足度アンケートや、

他大学との学生一人あたりの貸出冊数等の比

較が欲しい。 

・質を高めるようなアンケート、ヒアリングを

実施するのが良いのではないか。例えば洋書

は比較的高額になり、語学の勉強に必要だと

思ってもなかなか買えない可能性があり、図

書館がサポートできることもあると思われ

る。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生生活支援 

   【今後の課題・方向性】 

今後も引き続き、学生、教員から授業、講義に

関連のある図書の購入希望をあらゆる方法で募

り、図書館資料の充実に取り組む。 

学生が自主的に調査、研究、学修ができる環境

の更なる環境整備に取り組む。その一環として、

本学導入のデータベースを学外からもアクセス可

能なシステムを導入する。 

新学部開設に向けて関連分野の専門図書、雑

誌、逐次刊行物、各種データベースの導入の検討

を進めるとともに既存の各種図書館資料の見直し

も併せて実施し、蔵書構成の充実を図る。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生生活支援 

 （ウ）課外活動支援 

学生のサークル、ボランティア、委員

会、自主的な研究活動等を奨励すると

ともに、強化サークルを指定し、支援す

る制度の充実を図る。 

 

（ウ）課外活動支援 

33 学生のサークル活動の適正化

を図るため、学生の自治に配慮しな

がら、サークルの公認や会計報告等

の一定のルールを設け、規程を整備

する。また、報告書や申請書のフォ

ーマットの提供など、必要な支援を

行う。 

トレーニングルームの機器の使

い方について講習会を実施し、安全

で正しい使い方を指導し、学生の課

外活動活性化と健康増進に結びつ

ける。    

夢チャレンジ制度については、新

型コロナウイルス感染症の状況次

第であるが、4 月募集で実施予定と

する。コロナ禍の状況を踏まえ、例

年以上に様々な手段を講じ、募集活

動を行う。 

強化指定部（女子バレーボール

部、女子バスケットボール部）は今

年度をもって廃止する。令和４年度

以降は一般サークルとなることか

ら、円滑に移行できるよう必要な支

援を行う。 

【取組内容】 

・サークル活動における各種規程や申請書類を整

備した。 

・学生の課外活動活性化、健康増進のためにトレー

ニングルームの使用方法に関する講習会を前学

期 2回、後学期 1回行った。 

・夢チャレンジ制度の認知度向上を図るため、前年

度の成果発表会を全学に周知し、オンラインで

実施することにより、誰もが見られるようにし

た。また、新規申請についてもオンラインででき

るよう学生の利便性に配慮した。 

・強化指定部は今年度をもって廃止とし、一般の公

認サークルへの移行に向け必要な支援を実施し

た。 

 

【成果・効果】 

・サークル活動に関するルールが明確に整備され、

ルールに基づくサークル活動の活性化に向け、

必要な支援を行われた。 

・計画どおり、トレーニングルーム講習会を実施し

た。 

・夢チャレンジ制度への申請者が増加し、申請 12

件、採用 12件（前年度：申請 6件、採用 5件）

となった。 

・各サークルの監督や学生に説明を行うなど、各方

面に配慮した結果、一般の公認サークルに円滑

な移行がなされた。 

 

【資料番号】 

33-1 長野大学サークル活動に関する規程 

33-2 トレーニングルーム学生安全講習資料 

33-3 令和 3年度夢チャレンジャー一覧 

33-4 令和 3年度夢チャレンジ制度募集要項 

33-5 強化指定部の廃止について（理事会報告資

料） 

 

【今後の課題・方向性】 

 サークル活動に関する規程を学生の理解の基に

整備し、今後はこの規定に基づいてサークル活動

を支援していく。夢チャレンジはコロナ禍におけ

る活動ノウハウは蓄積されつつあるため、今後も

実施していく方向である。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・夢チャレンジ制度申請 12 件で採用 12 件であ

るが、採用の基準等が明確化されていたか

等、前向きな採択手法がなされているかが資

料からは不明である。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生生活支援 

 また、学生表彰制度を設け、課外活動

等で顕著な成績成果を上げた学生、社

会に貢献した学生を表彰し、さらなる

活動の向上に努める。 

34 学生に対する表彰制度（課外活

動表彰、学長表彰）により学生の課

外活動の活性化と奨励を進める。 

【取組内容】 

・課外活動表彰はコロナ禍により前学期は対象者

がいなかったが、後学期は表彰を行った。学長表

彰は例年どおり卒業式で実施した。 

 

【成果・効果】 

・後学期は 2 件の課外活動表彰を行った。学長表

彰は、学長賞 1 件、学長奨励賞 3 件の表彰し、

学生の活動を奨励した。 

 

【資料番号】 

34-1 令和 3年度後学期課外活動表彰対象者 

34-2 令和 3年度学長賞・学長奨励賞受賞者一覧 

 

【今後の課題・方向性】 

次年度も引き続き、各表彰制度を実施し、学生

の課外活動の奨励を図る。 

 

b 

（1）（2） 

・様々なジャンルで学生の自主性を伸ばすもの
と考える。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 （エ）学生・卒業生アンケートの実施 

学生アンケートやキャンパスミーテ

ィングを実施し、学生の意見や要望・提

言を聞く体制を作るとともに、卒業生

に対し、学生生活の満足度やその修得

効果などについて意見、要望をアンケ

ート調査で聴取しその結果を今後の教

育や学生支援等の改善に活かす体制を

構築する。 

（エ）学生・卒業生アンケートの

実施 

35 学生からの意見・要望を汲み

上げるため、キャンパスミーティ

ングや卒業生からの意見聴取（卒

業生アンケート等）を行い、これ

らの結果から教育環境や学生支援

等の改善に向け検証し、関係部署

との情報共有を図る。 

【取組内容】 

・卒業生アンケートの回収数を向上させるため、

実施時期を卒業判定発表日から卒業式当日に変

更した。アンケート結果は、各学部の教育の自己

点検資料に活用した。なお、実施時期が３月後半

となったため、全学的な情報共有は次年度に実

施することとした。 

【成果・効果】 

・アンケート実施日の変更により、回収数が前年

度の 152件から 231件に向上した。 

・アンケート結果が、各学部の教育の自己点検資

料に活用されるなど、PDCA の一環として明確に

位置付けられた。 

【資料番号】 

35-1 卒業生アンケート集計結果 

【今後の課題・方向性】 

 卒業式で配布、回収を行う方法にしたところ、

回収数が向上したため、次年度もこの方法を踏襲

する。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・アンケート回収率及び結果も概ね良好ではあ
るが、昨年の結果に対する対策、対応に対し
ての本年の結果（改善されているか）の因果

関係はどうなっているのかの分析がなされて
いない。 

b 

 (オ)学生への情報伝達体制の整備・構

築 
安全で快適な学生生活を送ることが

できるよう、休講情報、災害情報、気候
情報、防犯情報、その他緊急を要する情
報など長野大学専用のポータルサイト
を活用して、迅速に情報を伝達する。 

（オ）学生への情報伝達体制の整

備・構築 

36 学生の災害時危機管理のため

に、新入生に向けて災害対応マニュ

アルを作成し配布する。また、新型

コロナウイルスの感染症対策等の

連絡は、危機管理の視点で状況に応

じて実施する。 

【取組内容】 

・新型コロナウイルス感染症の対応についてはポ

ータルサイトや大学ホームページより情報発信

を行った。 

・新入生学生生活ガイダンスで新入生に災害対応

マニュアルを配布した。 

・災害発生時に災害対応マニュアル通りの対応が

できるか、学生自治会の協力により、発生連絡と

学生の安否確認の実証テストを実施した。 

【成果・効果】 

・新型コロナウイルス及び災害対応に関する情報

の周知が適切に行われた。 

・実証テストの結果、安否確認が行えたのは 28名

中 16名であった。連絡のなかった学生の多くは

ポータルサイトの未確認が要因であった。 

 

【資料番号】 

36-1 長野大学ホームページ（新型コロナウイル

スに関する学生への連絡） 

36-2 災害対応マニュアル 

36-3 災害時の連絡実証結果報告 

【今後の課題・方向性】 

引き続き、感染予防について学生に周知すると

ともに、必要な情報は随時大学ホームページ等で

発信する。 

b 

（1） 

・マニュアル作成・配布、情報発信だけでな
く、実証テストを行ったことは評価できる。
その結果についての対応策を立案・実施を望
む。 

 

（3） 

・市外からの通学者のために上田市の災害マッ
プの提供も必要と考える。 

・災害対応マニュアルに係る対応の状況につい

ては、より大勢に向けた実証テストの実施を

期待したい。 

 

 b 

  



47 

 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ア 学生生活支援 

 （カ）学生支援の充実による退学率の
減少：上記の教育及び学生支援の（１）
から（３）の目標を踏まえた計画 
 
学生の退学の主な理由は、「就学意欲

を見出せないことによる学業不振」、
「メンタル上の課題」、「経済的事由」な
どとなっている。退学率の減少にかか
る基本的な対策としては、 
１）学生の授業への出席状況及び単位

修得状況の把握と面談支援、 
２）学生のメンタルを含む健康状況の

把握と相談支援、 
３）学生の生活や経済状況の把握と経

済支援制度の拡充、などを図る。 
 

（カ）学生支援の充実による退学率

の減少 

37 各学部で学生支援検討会を実施

し、個別の学生支援につなげるとと

もに、学生の状況次第で学生相談室

等も関わり、包括的支援を行う。ま

た、学生相談室と保健室が協働し、

学生の心身両面の状況の早期把握

に努める。 

【取組内容】 

・各学部で学生支援検討会を月例で実施し、その内

容は学生支援センター運営委員会で報告され、

必要に応じて学生相談室で個別支援を行った。 

・学生相談室と保健室の協働により「身体とこころ

の健康チェック」を実施し、学生の心身の健康に

関する情報収集を行った。 

 

【成果・効果】 

・学生支援検討会等、学部で問題確認され、学生相

談室に対応依頼のあったケースが 13件あり、必

要な個別支援が行われた。 

・項目 30と同じ  

 

【資料番号】 

37-1 学生支援センター運営委員会議事録（抜

粋）（31-5再掲） 

37-2 身体とこころの健康チェック結果報告

（29-1再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 身体とこころの健康チェックは学生の心身の健

康状態の問題を早期発見できるため、今後も継続

していく。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ア 学生生活支援 

 特に、「就学意欲を見出せないことに
よる学業不振」への対策としては、学生
が目標をもちながら計画的に学習でき
る制度や仕組みについて検討するとと
もに、学生がこれまでの自分について
振り返り、大学の学びや将来の進路の
方向性を主体的に考えられるような機
会について検討する。 

 
学生の計画的学習のために、 

Ａ）授業における予習・復習の重視と単
位の実質化、 

Ｂ）履修制限単位数の設定、 
Ｃ）未修得単位の追加履修（各学期の未
修得の一定単位分を次期において履
修可能にする）、 

Ｄ）アドバイザー教員による学生の出
席・単位修得状況の把握と、出席不
良・単位未修得学生の学習支援など
を行う。 

38【学生の計画的学習】 

①令和元年度より、本学において運

用を開始したＧＰＡ制度を推進

し、学期末において当該年度のＧ

ＰＡが１.５未満、かつ累計ＧＰ

Ａが１.５未満である学生の情報

を各学部の「学生支援検討会」に

開示したうえで、アドバイザー教

員により必要に応じた学生生活

指導又は履修指導を行う。 

②計画的な履修・修得を促すため

に、履修制限単位数の設定（ＣＡ

Ｐ制）を設定する。 

③ＧＰＡ制度の運用開始前に入学

した４年生以上（平成３０年度生

まで）の学生においては、各学期

で単位修得できなかった単位が

あった場合、一定の範囲（４単位

以内）で次学期に履修制限単位数

を超えて履修登録（追加）が行え

るように対応する。また、１～３

年生（令和元年度生から）の学生

においては、ＧＰＡに応じた履修

上限単位数を設定しＧＰＡが２．

０未満の学生は履修追加を認め

ないなど、学生の計画的な履修と

確実な単位修得を促す。 

【取組内容】 

(1) アドバイザー教員による学修指導 

・各学部教授会において学生支援検討会を開催し、

ＧＰＡを活用して、学生の単位修得状況、成績状

況、出欠状況等を確認し、支援が必要とされる学

生の状況について学部内で共有した。 

・学生の支援方針について、アドバイザー教員によ

るフォローを基本としながら、学部として方針

を確認し、学生の指導・支援にあたった。 

(2) ＣＡＰ制度の運用 

・計画的な履修・修得を促すために、履修制限単位

数の設定（ＣＡＰ制）を設定し、運用した。 

(3) 履修追加への柔軟な対応 

・ＧＰＡ制度の運用開始前に入学した 4 年生以上

の学生においては、各学期で単位修得できなか

った単位があった場合、一定の範囲（4単位以内）

で次学期に履修制限単位数を超えて履修登録が

行えるように対応した。 

・1～3 年生の学生においては、ＧＰＡ2.0 以上の

学生は履修上限単位数を緩和した。 

 

【成果・効果】 

・ＧＰＡに基づく、合理的な学修指導・支援体制の

枠組みが整った。 

 

【資料番号】 

38-1 ＧＰＡに応じた履修上限単位数の設定 

（学修ガイド抜粋） 

38-2 履修ガイダンス資料（抜粋） 

 

【今後の課題・方向性】 

ＧＰＡをもとにした標準的な学修指導・支援の

枠組みを活用し、合理的に学生への指導・支援を

図る。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ア 学生生活支援 

 また、学生の主体的学習のために、 
Ａ）これまでの自分の生き方について
対話の中で振り返り、これからどの
ように生きていくのか（ないし仕事
をしていくのか）を協働で考える「全
学共通ゼミナール（初年次ゼミナー
ル）」、 

Ｂ）協働作業や対話の中から多面的な
視点で物事を考え、今後の方向性や
自らの仕事のありようについて考え
る「ゼミナール、実習・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」、 

Ｃ）地域（社会、企業・組織）の現状を
捉えて、地域をこのようにしたいと
いうことについて、地域住民、地域企
業・組織と学生とが協働で考える「プ
ロジェクト」などを推進する。 

39【主体的な学習の実施】 

①各学部においては、初年次ゼミナ

ールを必修科目として設定し、

「地域協働型教育」の実践や「対

話的討論」「文献研究」などを行う

ことにより、主体的、能動的な学

びを習得できる教育を展開する。 

②学生が主体的、能動的に学びを進

め、今後の進むべき方向性や自ら

の仕事のありようについて考え

るために、アクティブラーニング

を取り入れた授業の展開や、各ゼ

ミナールでのプロジェクト、実

習、インターンシップを推進す

る。 

【取組内容】 

①初年次ゼミナールの必修開講 

・各学部において、新型コロナウイルス感染症の状

況に配慮しながら、初年次ゼミナールを必修科

目として設定し、「地域協働型教育」の実践や「対

話的討論」「文献研究」などを行うことにより、

主体的、能動的な学びを習得できる教育を展開

した。 

・各学部の初年次ゼミナールの学修活動は成果を

とりまとめ、半期ごとに報告会を開催し学部内

での共有を図った。 

② 専門教育でのアクティブラーニングの推進 

・学生が主体的、能動的に学びを進め、今後の進む

べき方向性や自らの仕事のありようについて考

えるために、アクティブラーニングを取り入れ

た授業の展開や、各ゼミナールでのプロジェク

ト、実習、インターンシップ等を推進した。 

・社会福祉学部においては主に福祉実習、企業情報

学部ではプロジェクト研究、環境ツーリズム学

部では専門ゼミナールを通じて、専門教育での

アクティブラーニングを推進した。 

・３学部共通科目として正課「インターンシップ」

プログラムを開講し、職業観の養成を図った。 

・学生の主体的な学びを促進する授業実践につい

て、教育実践交流広場で共有した。 

 

【成果・効果】 

・初年次ゼミナールの必修開講により学生の主体

的な学びが促進されているとともに、ホームル

ーム的な位置づけをもつことから、学生へのき

め細かな対応が実現されている。 

・専門ゼミナール報告会、プロジェクト研究報告

会、インターンシップ報告会等の開催を通じて、

教育・学修成果の共有が図られることで、主体的

学びが促進されている。 

・各学部の学びに応じたアクティブラーニング科

目が主要科目として設定されることで、それら

の試行錯誤によるノウハウが蓄積され、各学部

における教育・学修メソッドの体系化が進展し

ている。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・特にインターンシップについては、参加企
業・団体も多くなってきているように見受け
られる。地域に根ざした大学として、地域企
業や団体との連携を更に強めることを望む。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ア 学生生活支援 

    

【資料番号】 

  39-1 初年次ゼミ関連資料（抜粋） 

39-2 プロジェクト研究発表会（一部） 

39-3 専門ゼミ報告会プログラム 

39-4 実習報告会概要（社会福祉基礎実習、相談

援助実習、精神保健福祉援助実習）（7-3再

掲） 

39-5 インターンシップ関連資料 

39-6 教育実践交流広場（主体的学び）資料 

 

【今後の課題・方向性】 

引き続き、本学の教育内容を充実させ、学生の

主体的・能動的な学習を推進し、修学意欲を喚起

する。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

イ 経済的支援 
 

中期目標 経済的に困窮している学生に対する支援や、学生の学修意欲を喚起するための経済的支援を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 経済的支援 

学生の学修意欲を喚起するため、特

待生制度の充実を図るとともに、罹災・

災害等にみまわれた学生や生活に困窮

した学生への経済支援制度・奨学金の

充実を図り、経済的理由による退学者

の減少に努める。 

そのため、他の公立大学の取り組み

状況を調査検討し、合わせて学生の経
済状況の把握に努め、経済支援制度・奨
学金を開学後早期に確立する。 

40 「高等教育の修学支援新制度」

について、学生に漏れなく周知を図

りながら、該当者が確実に申請でき

るよう支援を行う。 

また、学修意欲の高い学生の活動支

援の充実のため、引き続き特待生制

度を実施する。また、新設した大学

院の学生に対しても、特待生制度が

適用されるよう制度の見直しを行

う。 

【取組内容】 

・「高等教育の修学支援新制度」については、説明

会等の開催により漏れのないよう周知に努め

た。 

・特待生制度については規程のとおり実施した。ま

た、大学院生の特待生について規程を制定し、次

年度より運用することとなった。 

 

【成果・効果】 

・修学支援新制度の採用者は延べ 178 名となり、

適切な周知が行われた。 

・特待生制度に合計 87名の応募があり、その中か

ら規定に基づいた審査の果、12 名を採用し学修

意欲の高い学生を支援した。 

・大学院生の特待生に関する制度が整理された。 

 

【資料番号】 

40-1 高等教育の修学支援新制度申請手続き説

明資料 

40-2 令和 3年度給付奨学金【予約採用】説明会 

40-3 令和 3年度給付奨学金【在学採用】説明会 

40-4 特待生の選考について 

40-5 長野大学大学院特待生規程 

 

【今後の課題・方向性】 

 修学支援新制度については、在学生の約 12％が

採用されており学生にとって重要な制度のため、

今後も漏れのないよう支援を行う。 

 

a 

（1） 

・高等教育の修学支援新制度の周知と実際の採
用者、更に特待生制度の応募も多くある等、
十分機能していると評価する。 

a 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

ウ 障がいのある学生支援 
 

中期目標 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき適切な対応をとり、障がいのある学生などに対する支援を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ウ 障がいのある学生支援 

 障がいのある学生に対するノートテ

イク等による情報保障に加え、障害を

理由とする差別の解消の推進に関する

法律に基づき適切な運用を行う。 

 

41 「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律」で定められて

いる合理的配慮や、障がいのある学

生の多様なニーズに対応するため、

教職員対象の研修会等を実施し、教

職員の見識を深め、支援力向上を図

る。 

また、聴覚障がいのある学生を支

援するため、ノートテイカーの能力

向上に向けた勉強会を実施する。 

【取組内容】 

・「障害のある新入生ガイダンス」「障害のある学生

との懇談会」「ノートテイクワークショップ・懇

談会」を実施し、障がいのある学生の支援を行っ

た。 

・「ノートテイカー養成講座」を 2回実施し、前学

期は学生 23 名、後学期は 16 名の参加を得た。

また、聴覚障がいの情報保障を担うアプリ「UDト

ーク」支援者養成講座・講習会を 3回実施した。 

・「バリアフリーキャンパスを目指して」（障害学生

支援制度パンフレット）を改定し、大学ホームペ

ージに公開し、新入生と教職員へ配布するなど

周知を行った。 

 

【成果・効果】 

・各種懇談会、研修会等を障がいのある学生、教職

員及び支援学生に実施し、障がいのある学生と

支援者の相互理解、支援者のスキル向上等に寄

与した。また、教職員の見識を深めることにも役

立てた。 

・「障害のある新入生ガイダンス」対象者：3名 

・「障害のある学生との懇談会」参加者：前学期 学

生 21 名、教職員 2 名、後学期 学生 28 名、教

職員 2 名、後学期については障がいのある学生

に将来を見据えることを促す目的で、社会で活

躍する障がいのある卒業生を招いて講話を行っ

た。 

・「ノートテイクワークショップ・懇談会」参加者：

前学期 テイカー23 名教職員 1 名 後学期 テイ

カー5名、利用学生（聴覚障がい）1名、教職員

2名 

・「UDトーク支援者養成講座・講習会」参加者：（4

月）学生 31名、教職員 2名（9月）学生 9名（2

月）学生 8名 

 

a 

（1） 

・それぞれの取組が確実に行われ、細かな配慮

等も行われていることを評価する。 

 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ウ 障がいのある学生支援 

   【資料番号】 

41-1 障害のある新入生ガイダンス資料 

41-2 障害のある学生との懇談会 開催結果 

41-3 ノートテイクワークショップ・懇談会 

開催結果 

41-4 UDトーク支援者養成講座募集案内 

41-5 ノートテイカー養成講座募集案内 

41-6 障害学生支援パンフレット「バリア 

フリーキャンパスを目指して」 

【今後の課題・方向性】 

聴覚障がいのある学生への支援としてアプリを

活用した支援に力を入れているが、今後も継続し

て取り組んでいく。 

 

 

 

 また、「障がいのある学生との懇談

会」を年２回開催し、そこで出された支

援内容や施設設備（バリアフリー）に対

しての意見や要望を吸いあげ、学生支

援体制の充実を図る。 

42 「障がいのある学生との懇談

会」は聴覚障がいのある学生が多い

現状を踏まえ、適切な形で実施す

る。 

【取組内容】 

・「障害のある学生との懇談会」を前学期・後学期

共に実施した。前学期については、昨年度はコロ

ナ禍で実施できなかった障がいのある学生の避

難訓練を実施した。 

また、学生から「同じ障がいのある卒業生か

ら話が聞きたい」との要望が昨年度に実施した

際にあり、後学期に開催した懇談会ではデフサ

ッカー（聴覚障がい者によるサッカー）の日本

代表選手であり、社会人としても活躍している

卒業生も招き、講演を行った。 

【成果・効果】 

・前学期の避難訓練については、支援機器が使えな

い状況を想定して訓実施し、障がいのある学生

の避難方法について確認された。後学期の卒業

生の講師を招聘した懇談会は、社会に出てから

障がいによる困難をどのように乗り越えてきた

か等の経験談についてお話いただき、参加学生

（障がいのある学生、ノートテイカー等）からの

アンケートにより満足度が高かったことが伺え

た。 

【資料番号】 

42-1 障害のある学生との懇談会開催結果（41-

2再掲） 

42-2 障害のある学生との懇談会質問に対する

回答 

【今後の課題・方向性】 

支援者と被支援者の意見交換は重要でありこと

から、引き続き障がいのある学生との懇談会は定

期的に行っていく。 

b 

（1） 

・41 とあわせて、定期的な懇談会の開催等、適

切な取組がなされており、障害のある方に対

する支援体制が充実していると判断した。 

 

a 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

エ 就職支援 
 

中期目標 
インターンシップや実習等の強化、拡充を図るとともに、卒業生の就職後のフォローを行うなど、企業・組織との連携強化により就職先を拡大させ、就職決定率及び地域内就職率（上田地

域定住自立圏域内就職率）を向上させる。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 （ア）就職指導体制の整備 
 大学卒業後の就職・進学の方向性を

自覚的・主体的に考えられるよう、ま
た、卒業生に対する就職者・進学者の割
合を高めるよう、さらに、地域内就職者

の割合を高めるよう、これまで展開し
てきた特別コース※を推進していくと
ともに、低学年からのキャリア教育の

強化や、個々の学生の資質、希望を的確
に把握し、指導する体系的な体制を整
備する。 

 

（ア）就職指導体制の整備 

43  学生が低学年のうちから、自己

の将来を意識し、方向性を定め、就

職の目標に向けた具体的な準備や

取組みができるような就職活動指

導を行うことにより、就職決定率及

び卒業生に対する就職者・進学者の

割合等の目標を達成する。 

また、引き続き、関係する諸事業

（インターンシップ等の職業観養

成科目、試験対策等の講座、ガイダ

ンスやセミナー等の就職支援イベ

ント）の内容の見直しと拡充を図

る。 

 

【取組内容】 

・低学年を対象として、将来に向けて具体的に取り

組めるよう学年ごとにキャリアガイダンスを実

施した。また、大学院進学を考える学生向けに大

学院合格者報告会を開催し、4年生が下級生に対

して、進学のきっかけや学生生活の様子、受験勉

強に向けたアドバイスを行った。 

・募集しても最少催行人数を満たさず、開講できな

い資格取得講座があったため、学ぶ意欲のある

学生を支援するために講座の見直し、専門業者

による Web講座に切り替えた。 

 

【成果・効果】 

・低学年を対象とした意識づけのキャリアガイダ

ンスを実施し、進学を考える学生向けに大学院

合格者報告会を開催するなど、毎年の積み重ね

により、卒業生に対する就職者・進学者の割合が

公立化後、最も高い割合（96.2％）となった。 

・資格取得講座の見直しを行った結果、最少催行人

数がなくなり、学習を希望するすべての学生に

学習の機会を提供することができた。Web講座で

は 59名の学生が資格取得を目指し、行政書士等

に合格を果たした。 

 

【資料番号】 

  43-1 1年生ｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（資料・ｱﾝｹｰﾄ結果） 

43-2 2年生ｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（資料・ｱﾝｹｰﾄ結果） 

43-3 3年生ｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（資料・ｱﾝｹｰﾄ結果） 

43-4 大学院合格者報告会（説明資料） 

43-5 令和 3年度卒業者の進路決定状況 

43-6 Web資格講座（学生案内・受講者数） 

【今後の課題・方向性】 

 学生が不安を取り除き、主体的に考え、活動で

きるようこれまでの取組を継続する。令和 4年度

はガイダンス回数を見直す。 

a 

（1） 

・1 年時より順次ガイダンスが行われ、就職指
導体制に取り組まれている。 

 

（3） 

・アンケートに回答した者の数しか示されてい
ないが、1 年生 53 人、2 年生 64 人というの
は 2 割にも満たない数である。45 番をみると
参加者が書かれているが、回収率が低いので
なんらかの工夫が必要であると考える。 

・Web 講座も全学生に占める割合では 4％程度

にとどまっている。学生への周知を積極的に

図られたい。 

・アンケートから就職活動に対する不安をもつ

学生が多くいる。ガイダンス等の支援内容を

充実させ、学生の不安を解消して就職への支

援につなげてほしい。 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 具体的には、 

１）低学年からの企業・組織・地域社会

の課題発見・問題解決型のゼミナー
ルやプロジェクトの推進、 

 

44  【課題解決型プロジェクトの推

進】 

企業、自治体、団体、住民と連携し

た課題解決型のプロジェクトを継

続し、各教員の取組の推進を図る。 

【取組内容】 

・企業、自治体、団体、住民と連携した課題解決型

のプロジェクトを推進した。具体的取組例は以

下のとおりである。 

〇食品会社との協働による商品開発 

〇親子で学ぶ道徳ワークショップ“泣いた赤鬼 

を読む” 

〇日本遺産塩田カルタ作成 

〇地域マネジメントプロジェクト（ﾀｳﾝ誌作成） 

〇ため池プロジェクト（塩田平ため池群を利用 

する水鳥、土毛を利用する植物の解明）等 

 

【成果・効果】 

・各教員が取り組む課題解決型プロジェクトの推

進により、地域の様々な業界、企業等との協働に

より事業・商品・サービスなどの検討を通して、

学生が多様な業界・企業等を理解する機会にな

ると同時に、事業や業務の今後の展開を具体的

に考えることができ、将来の仕事をイメージす

るきっかけとなっている。 

 

【資料番号】 

 44-1 2021年度地域協働活動取組状況（10-2再

掲） 

44-2 ゼミ成果物例（タウン誌） 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、課題解決型プロジェクトを推進し、学

生が社会と関わることを通して、将来の仕事をイメ

ージするきっかけとしていく。 

 

a 

（1） 

・各プロジェクトは地域性もあり学生の社会体
験を通して、企業・組織・地域社会の課題発
見・問題解決も経験でき、十二分に効果が出
ていると評価できる。 

 

（3） 

・これらの経験が就職に直接つながらなくて
も、将来の仕事選択に繋がっていくことを期
待したい。 

・連携先に偏りがある。特に、上田市の特徴で
ある製造業との連携の充実に期待したい。 

 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ２）学生の職業観を低学年から段階的
に養成するキャリア教育（職業観養
成科目）及びキャリアディベロップ

メントプログラム（採用試験・検定試
験対策講座）の整備、 

 

45【キャリアガイダンス及び資格取

得講座等の実施】 

①職業観養成科目「キャリアデザイ

ン論」「職業選択と生き方」「若者と

労働」や、低学年を対象としたキャ

リアガイダンスを通じて、学生の

職業観の醸成を図る。 

②特別コースや各種試験（資格・検

定の取得、国家試験等）の合格に向

けたキャリアデベロップメントプ

ログラムについては、学生のニー

ズを確認し、必要に応じて内容の

見直しを行う。 

③オンラインによるキャリア講座

を始動する。 

【取組内容】 

①正課の職業観養成科目（福祉の仕事）にキャリア

職員が参加するなど、正課の授業と正課外のキ

ャリアガイダンスを通じて学生の職業観醸成に

取り組んだ。また、1,2年生を対象としたキャリ

アガイダンスを開催し、低学年のうちからキャ

リアを考える機会とした。 

②公務員特別講座受講者数は、1年生 101名、2年

生 45 名、3 年生 49 名、4 年生 49 名と前年に比

べ 1年生の受講が多かった。 

なお、教員採用試験対策講座は、催行最少人数が

集まらず未開講となった。対策講座は今年度で

終了し、今後は、信濃教育会の信州教師塾等を活

用しながら教師を目指す学生を支援することと

した。 

③キャリア講座の実施を見直し、専門業者による

Web講座に切り替えた。 

・Web講座受講者数 59名 

【成果・効果】 

①キャリアガイダンスには、1年生 175名、2年生

209名が参加し、将来を考える機会となり、正課

の授業とあわせて学生の職業観の醸成が図れて

いる。 

②4 年生で公務員講座を受講した 49 名のうち、33

名（67.3％）が公務員として就職した。また、教

員採用試験対策講座は開講できなかったが、教

員の現役合格者は教職課程を履修した 14名のう

ち 3名（21.4％）だった。 

③専門業者による Web 講座に切り替えた結果、学

生に豊富な種類の資格講座（全 25種）を低廉な

価格（受講料税込 11,000円、テキスト代別）で

提供できるようになり、行政書士等に合格した 

【資料番号】 

45-1 授業科目「福祉の仕事」就職状況等説明資料 

45-2 1年生キャリアガイダンス（資料・アンケー

ト結果）（43-1再掲） 

45-3 2年生キャリアガイダンス（資料・アンケー

ト結果）（43-2再掲） 

45-4 公務員特別コース受講者数 

45-5 Web資格講座（学生案内・受講者数）（43-6再

掲） 

【今後の課題・方向性】 

 公務員講座について、講座内容や実施方法等に

ついて、今後に向けて見直しを行う。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・大学側と業者の位置づけをしっかりと区分け
して、より効果的な取組になるよう期待す

る。 

b 
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 中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ３）学部の特性を踏まえたインターン
シップ先（実習先）の開拓と実習内容

の拡充、 

 

46【インターンシップの充実 】 

①実習を通して働く意味を考え、職

業選択に役立てるといった本来

のインターンシップの目標が達

成できるよう企業との連携を深

める。 

②正課外のオンラインインターン

シップの実施状況を確認しなが

ら、コロナ禍における正課のイン

ターンシップの実施方法につい

て検討を進める。 

③商工会議所、企業等と連携し、イ

ンターンシップ協定先の件数を、

現在の１０件から３件増やし１

３件にする。 

④地元関係団体と連携し、低学年の

うちから地元企業を知る機会を

設定する。 

⑤インターンシップガイダンスを

開催し、長野県インターンシップ

制度等を活用した県内及び海外

での就労体験の機会を提供する。  

【取組内容】 

①正課のインターンシップ受入企業には事前の説

明を通して、本学の教育の目的をご理解いただ

くとともに企業との関係性の維持に努めた。 

②正課のインターンシップは、コロナ禍において

も、科目目標や教育的効果等を考慮し、授業運

営の基本方針として受講者数の制限と実施場

所、期間を制限することで、対面により実施し

た。 

③インターンシップ受入企業と関係性を深め、新

たに 3件の協定を締結し、協定先の件数を 13件

とした。 

④長野県中小企業団体中央会と連携し、2,3年生を

対象に地元企業の若手社員との交流会を開催し

た。若手社員がその企業を選んだ理由や就職活

動についてアドバイスをもらう等交流を深め、

地元企業を知る機会を提供した。 

⑤6 月に夏の正課外インターンシップに関するガ

イダンスを開催した。また、県内企業のインタ

ーンシップ情報として、信州産学官連携インタ

ーンシップ制度を学生に周知した。（海外インタ

ーンシップはコロナ禍の影響により中止） 

 

【成果・効果】 

①受入企業への事前説明により、実習を通じて働

く意味を考え職業選択に役立てるというインタ

ーンシップ本来の目的をご理解いただき対応い

ただいた。インターンシップ報告会への参加等

により企業との良好な関係性を維持した。 

②正課のインターンシップは、大きな問題がなく

対面で実施することができたため、今後も引き

続き対面で実施することとした。 

③インターンシップ協定を締結した企業 3 社は、

すべて令和 4 年 3 月卒業生の就職決定先企業で

もある。インターンシップのみならず、その後の

就職にも繋がる取組となった。 

b 

（1） 

・インターンシップ協定先も多少増えてきてお

り、それがそのまま就職先に繋がる（これが

良いことかは別として）等評価はできる。ま

た、企業の若手社員の話しを聞くイベント等

就業を身近なものにする取組がなされ、参加

学生の評価も大方良好で評価できる。更なる

取組に期待する。 

 

（3） 

・正課のインターンシップ、正課外のインター
ンシップの対象企業について、大学がこのよ

うな事業を行っていることの周知が不足して
いるように感じる。本地域の経済団体への正
式なアプローチと、打ち合わせを重ねること

で、多くの企業が手を上げるはずである。更
なる取組を望む。 

b 
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 中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

   ④若手社員の話を聞くことで、企業や働くことを

より身近に感じてもらい、参加した多くの学生

が満足した結果となった。（満足 66.7％、やや満

足 33.3％、やや不満、不満共になし） 

⑤インターンシップガイダンスに参加した学生の

32.3％が「非常に良かった」45.2％は「良かった」

と回答し高い満足度を維持した。" 

 

【資料番号】 

46-1 インターンシップ Web報告会プログラム 

（25-1再掲） 

46-2  インターンシップ協定締結企業一覧 

46-3  若手社員との懇談会（参加企業・学生ア 

ンケート結果） 

46-4 正課外インターンシップガイダンス(資 

料・アンケート結果) 

46-5 インターンシップマナー講座(資料・アン 

ケート結果) 

 

【今後の課題・方向性】 

引き続き、これまで実施してきた事業を継続し、

信州産学官連携インターンシップ（長野県主催）に

ついても、これまで以上に積極的に学生に推奨す

る。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ４）学生が進路に向けた活動時に就職
活動に注力できるような学生の履修
支援体制の整備、 

 

47【履修支援の整備】 

学生が自身の成績を把握し、将来

を意識して、目標を持って学びや生

活ができるようにするために、ＧＰ

Ａ制度を活用（大学院進学及び企業

の大学推薦）した履修支援を行う。

また、学生には、ガイダンスや個別

面談での意識づけを行う。 

【取組内容】 

・3 年生の初回面談では必ず単位の修得状況を確

認し、面談の中で学生生活と成績、就職は関連し

たものであることを確認した。 

・大学院の合格者報告会においても、大学院進学の

推薦には GPA を活用していることを伝え、数値

目標を示しながら学生への意識づけを行った。

また、キャリアガイダンスにおいても単位修得

の重要性について注意喚起を行った。 

・企業への大学推薦の基準に GPAを活用した。 

 

【成果・効果】 

・企業等への推薦基準に GPA が使用されることが

学生に浸透し、学生の意識が高まった。 

・4 年間での卒業率が各学部とも前年に比べて向

上した。 

（社会福祉学部 91.1％→93.5％、環境ツーリズ

ム学部 83.5％→89.3％、企業情報学部 86.1％→

90.7％） 

 

【資料番号】 

  47-1 GPA活用資料（上越教育大学大学院・日置

電機推薦） 

47-2  4年間卒業率推移 

 

【今後の課題・方向性】 

 これまで以上に大学教育センターとキャリアサ

ポートセンターが連携し、学生がそれぞれ将来に

向けて目標をもち、段階的に知識・能力・態度の涵

養を図ることができるよう履修支援の体制及び方

策を検討する。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ５）学生が進路を選択・開拓する上で有
用な就職活動ガイダンス・就職活動
ゼミナール（採用担当者・実務家の招

聘による職業観の養成、業界・企業・
事業・仕事の理解、コミュニケーショ
ン能力やマナーの涵養、自己紹介書

の作成支援、面談練習支援）の実施、 

 

48【きめ細かな就職支援の実施】 

① 学生が苦手とするマナー等につ

いては、丁寧に支援を行う。また、

オンラインに対応した講座も開

講する。 

②キャリアガイダンス、就活ゼミナ

ールでは、就職活動に関する知識

や技能に偏ることなく、学生が自

身の生き方を考え、目標をもちな

がら就職活動を進めることがで

きるように支援する。 

③学生にとって身近な卒業生や、採

用担当者を招聘する機会を設け

る。 

【取組内容】 

①マナー講座は密にならないよう人数を分散し、

対面で 3回実施し合計 58名が参加した。また、

就職試験でオンライン面接が一般化しているこ

とから、就活ゼミナールにオンライン面接の対

策を新たに追加した。 

②キャリアガイダンスでは、就職活動の技能に偏る

ことなく、学生自身が自分の将来を考えることが

できる内容とした。 

③就活ゼミナールでは、採用担当者 3名を招聘し、

就職活動の一般論だけでなく個別、具体的な話を

直接聞く機会を設けた。 

 

【成果・効果】 

①学生アンケ―トの結果、マナー講座の満足度は、

「大変満足」が 73%、「満足」が 27%、オンライン

面接講座は、「大変満足」が 22.2%、「満足」が 77.8%

となり、学生から好評を得ることができた。 

②キャリアガイダンス後の感想として、「せっかく

の大学生活なので自分にとことん向き合ってや

りたいことをはっきりさせていきたいと思っ

た。」「今するべき最も大切なことは、仕事をする

意義を考え、仕事を選ぶ際の価値観を明確にして

いくということ。そして、『仕事も含めてどのよう

に生きていきたいか』を考えるのは自分自身であ

るということ。」などがあり、自分自身について見

つめ直す契機となった様子を伺うことができた。 

③採用担当者の話を聞くことを通して「常に目的や

目標を持ち自分の目指す姿を想像しながら働き

たいと思った」などの感想があり、学生に将来を

問いかける機会となった。 

 

【資料番号】 

48-1 マナー講座（アンケート結果・資料） 

48-2 就活ゼミ資料（Web面接準備講座） 

48-3 就活ゼミ資料（遠距離就職、内定者就活体 

験、グループディスカッション） 

48-4 就活ゼミ資料（採用担当者の視点）、アン 

ケート結果 

48-5 キャリアガイダンスの学生の感想（抜粋） 

【今後の課題・方向性】 

  引き続き、就職活動の不安を取り除き、前向き

に就職活動を行えるよう支援を継続する。 

a 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ６）上田地域定住自立圏域をはじめと
する県内の企業・組織を招聘した合

同企業説明会（業界・仕事研究セミナ
ー）及び個別企業説明会の実施、 

 

49【企業説明会等の開催】   

①「業界・仕事研究セミナー」、「個

別企業説明会」を開催する。業界・

仕事研究セミナーにおいては、学

生が業界・企業・事業・仕事など、

広く理解することや、各学部の学

びを重視した内容や構成に努め

る。県外出身の学生が増加したこ

とを受けて、開催方法や内容は必

要に応じて見直す。個別企業説明

会においては、県内及び上田地域

定住自立圏域内の企業、組織を招

聘し、学生に地元企業の魅力を伝

える。 

②地元企業への学生の認知度向上

を図るため、上田地域定住自立圏

域内の商工・経済団体等との連携

により、学生の地元企業見学会等

を開催するとともに、上田信用金

庫と連携し、地元企業の説明会等

を開催する。 

【取組内容】 

①・3年生を対象に、業界・仕事研究セミナーを対

面で開催した。参加企業は県内に営業所や事業

所のある企業とし、県外出身者の増加に配慮し

て、県外にも拠点のある企業も招聘した。（上田

地域定住自立圏内に本社のある企業の割合

33.3％）また、実施方法を見直し、最大 8社（前

年度 4社）の企業と面談ができるよう改善した。 

・長野県中小企業団体中央会と連携し「若手社員と

の交流会」を開催し、3学部の 2年生と 3年生 30

人が参加した。 

・4 年生を対象とした学内単独企業説明会を企画

し 64社からの申込があった。その他、学生が希

望する企業については、直接企業に連絡を取り、

個別に単独企業説明を行ってもらうよう調整

し、学生の就職活動を支援した。 

・福祉版の業界・仕事研究セミナーを開催した。参

加団体は地方公共団体、病院、施設の 8団体で、

53 名の学生が参加した。説明会終了後に、大学

と参加団体の意見交換会を実施した。 

②企業見学については、新型コロナウイルス感染

症の影響により、企業でも外部からの受け入れ

については慎重な対応が求められたため実施で

きなかったが、企業からのインターンシップ情

報、説明会情報等をすべての学生に提供し、地元

企業への認知度向上を図った。 

 

b 

（1） 

・企業見学については新型コロナウイルス感染
症の影響で未実施だが、相応の進捗と判断す
る。 

学生の希望が多いので、出来る範囲の改善を
行った上で、継続を希望する。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

   【成果・効果】 

①業界・仕事研究セミナーに参加した学生の満足

度は、「大変満足」が 38.6％、「満足」が 52.6％、

「普通」が 8.8％であった。福祉版業界・仕事研

究セミナーでも、「大変満足」が 38％、「満足」

が 60％、「普通」が 2％とほぼ同数となり、実施

の効果が確認できた。その理由として、「就活に

対して早く行動しようという焦りがあったが、

今回様々な企業の方のお話を聞いて自分の就活

について見つめなおすことが出来たから。」「多

くの企業を見ることが出来て非常にためになっ

たから。ネットの情報だけでは分からないよう

なことも分かったから。」「どの業界も充実した

時間で、大変多くのことを学べた。自分の就職の

方針が決まった気がした。」（以上、企業を中心と

した業界・仕事研究セミナー）、「様々な職種があ

り、自分が聞いたことのない分野についても説

明を聞くことが出来たから。」「全体説明会と個

別説明に分けられていたことで、学生が聞きた

いことの選択肢が出来、有意義な時間になった」

（福祉版業界・仕事研究セミナー）等の意見がみ

られた。 

②企業から連絡のあった情報がすべて学生に周知

されることで、県内企業への認知度向上が促進

された。  

 

【資料番号】 

  49-1 業界・仕事研究セミナーの開催について

（案内文） 

49-2 業界・仕事研究セミナー（学生アンケート 

結果） 

49-3 業界・仕事研究セミナー（企業アンケート 

結果） 

49-4 【福祉版】業界・仕事研究セミナー（実施 

案内・学生アンケート結果） 

49-5 若手社員との懇談会（参加企業・学生アン 

ケート結果）（46-3再掲） 

49-6 学内単独企業説明会（企業一覧） 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、地域企業の説明会や見学会等を実施

し、学生の地域内企業の認知度向上を図る。 

また、学生の参加を促すため、工夫する。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ７）学生の大学院（修士課程）進学に向
けたアドバイザー教員による研究計

画策定支援、口頭試問対策支援及び
専門試験対策支援の実施、 

 

50【大学院進学支援】  

①大学院の進学に向けたアドバイ

ザー教員による学生への研究計画

策定支援、口頭試問対策支援及び

専門試験対策支援を行う。 

②大学院合格者報告会を開催し、進

学を目指す学生へ低学年から情報

を提供する。 

③本学大学院を目指す学生に対す

る支援を行う。 

【取組内容】 

①進学希望者にはアドバイザー教員の指導によ

り、個別に試験対策を実施した。 

②大学院合格者による報告会を開催し、大学院進

学決定者 3名から進学を目指す学生へ、体験談と

アドバイスを行った。 

③併せて入試委員の教員から本学大学院の説明を

行い、入学試験筆記試験の免除等、内部進学のし

やすさなどについても情報を提供した。 

 

【成果・効果】 

①試験対策の結果、6名が大学院に合格することが

できた。 

②合格者報告会の初年度は 9 名、2 年度は 12 名、

今年は 15名と年々参加者が増えている。また、

この報告会に参加した学生のうち 4 名が大学院

への進学が決定した。 

③内部進学については、これまで充分な周知がな

されてこなかったことから、今年度から説明の機

会を設け情報を提供した。 

 

【資料番号】 

  50-1 大学院等進学者一覧 

50-2 大学院合格者報告会（説明資料）（43-4再 

掲） 

50-3 大学院合格者報告会（学生感想） 

 

【今後の課題・方向性】 

これまでの取組を継続する。 

 

a 

（1）（3） 

・ｂ評価の昨年に比して大きな進展、実績は見

られない。また、内部進学の確保が今後の課

題であり、ｂ評価とした。 

 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ８）アドバイザー教員及びキャリアカ
ウンセラーによる学生の就職・進路
にかかる状況把握と相談支援体制の

強化、などを図る。 

 

※特別コース：資格の取得（TOEIC、

中国語検定等）や採用試験合格（公務
員等）に向けて、低学年から取り組む
学部横断型のコース 

51【相談支援の充実】 

①就職活動を行う学生の状況把握

とそれらを踏まえた動機形成、各

種案内、面談対応などのキャリア

支援を行う職員を適切に配置す

る。 

②教職員相互に連携しながら、就職

決定までの定期的な学生の状況

を把握するとともに、学生の質の

変化に対応するため、学生が求め

る確実な支援となるよう、学生ア

ンケート等から検証する。 

【取組内容】 

①学生の状況把握は、学部教員の協力を得て行い、

得られた情報により、就職未決定者に対する個別

支援などを行った。 

②令和 3年度卒業生はコロナ禍で活動が制限され、

アルバイトができず、ゼミナール以外の先輩との

交流もほぼなかった。そのため、先輩の活動状況

を知る機会が減少し就職活動に対する不安が増

大したため、就活ゼミナール等のアンケートで聴

取した情報や疑問について、可能な限りゼミナー

ル内で情報を共有した。   

 

【成果・効果】 

①教員からの情報提供で紹介された就職未決定の

学生（3名）は、いずれもその後の個別支援によ

り、就職が決定するなど、教職員相互の連携によ

り学生の活動状況の把握が促進された。 

②アンケートで得られた情報を全体の情報共有や

個別支援に適切に活用することで、学生の就職

活動に対する不安の軽減につなげた。 

 

【資料番号】 

  51-1 就活ガイダンス（学生の質問への回答） 

51-2 就活ゼミ（学生の質問への回答） 

51-3 学生情報収集のための教員への依頼文書 

 

【今後の課題・方向性】 

教職員が活動状況を把握できない学生は、学生

の携帯電話や自宅の固定電話でも連絡が取れない

場合が多く、今後の課題としてあげられる。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 （イ）企業・組織との連携強化による地

域人材の育成と輩出 
【地域が求める人材の育成に向けた取組】 

就職支援については、社会に有用な

事業を展開する地域内・地域外の優良

企業・組織を特定し、学生に対して適宜

紹介するとともに、学生がそれら企業

や事業・仕事の特徴などを理解し、効果

的な就職活動が展開できるように支援

する。 

特に、地元企業・組織（国際的な事業

を展開する企業・組織を含めて）につい

ては、ヒアリング調査や卒業生との繋

がりを強化するなど、地元企業・組織が

求める人材像（能力・資質）を定期的に

確認して可能な限り教育内容や、ディ

プロマポリシー、カリキュラムポリシ

ー、アドミッションポリシー等に反映

する。 

（イ）企業・組織との連携強化によ

る地域人材の育成と輩出 

52【企業情報の収集と学生への提

供】  

①地域社会の人材ニーズを教育活

動に反映するため、大学入試説明

会や高校訪問における情報交換、

業界・仕事研究セミナー、個別企

業説明会、インターンシップ報告

会等で情報交換を行う。これらの

情報交換を通して、企業・団体な

ど地域社会で必要とされる「知

識・能力・姿勢等」を把握する。 

②収集情報は、関係部署で共有し、

必要に応じて教育内容等に反映

させる。 

③地元企業のインターンシップ説

明会を開催し、学生が低学年のう

ちから地域の企業・団体等の事業

や業務の内容を理解できる機会

を提供する。 

【取組内容】 

①業界・仕事研究セミナー等で企業・団体等が求め

る人材像についてアンケート調査や聞き取り調

査を実施した。その結果、多くの企業・団体等が、

「幅広い教養を身につけた人材」、「論理的思考

ができ課題発見能力を備えた人材」、「既成概念

にとらわれず、チャレンジ精神を持つ姿勢」を求

めていることを確認した。 

②収集した情報は関係部署で共有し、大学教育セ

ンターでは、教養教育の改革の方向性との整合

性を確認した。 

③インターンシップについては、すべてのインタ

ーンシップ情報をデータで学生に提供した。ま

た、説明会を希望する企業にはその機会を提供

した。 

 

【成果・効果】 

①社会が求める人材を学生に伝えることで、学生

が今後の取組等について考えることを促進し

た。 

②共有した情報は、教養教育の改革を推進させる

裏付けとなった。 

③学生には地元企業を知る機会を、企業には説明

会の機会を提供することでインターンシップの

推進が図られた。 

 

【資料番号】 

52-1 業界・仕事研究セミナー（企業アンケート 

結果）（49-3再掲） 

52-2 求める人物像に関する企業ｱﾝｹｰﾄ結果 

 

【今後の課題・方向性】 

  地域が求める人材を確認し、必要に応じて教育

内容に等に反映させる。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・求める人物像に関する企業アンケートは継続

的に実施することを希望する。 

・③について、更に多くの地域企業とのコミュ
ニケーションをとり、学生に紹介し、企業に
は長野大学の特色、特性を知らしめることが

重要であり、公立大学の責務でもあると考え
る。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 また、地元企業・組織でのインターン
シップや実習等の就業体験の機会・内
容を拡充し、学生の業界や企業、事業及
び仕事などへの理解を深めるととも
に、学生が地元で生きることの意味を
実感できるように支援する。 

 
【地元企業・組織との連携による教育
の充実】 
現在試行的に進めている地元企業・

組織との産学協同プロジェクトをさら
に拡充し、学生が企業や組織とともに
事業開発や商品開発等に取組むことに
より、職業観や勤労観、さらには職業人
として必要な知識・能力・姿勢を習得で
きるように支援する。また、上記のイン
ターンシップ（海外インターンシップ
を含む）や実習等の受入先を新規に開
拓するなど、地元企業・組織との連携に
よる教育を充実させ、共に学生を育成
するシステムを構築する。そして、この
ような地域協働型教育により、地元で
生きることを重視する学生が、実際に
進路選択ができるように、県内及び上
田地域定住自立圏域内の企業・組織を
招聘した「合同企業説明会（業界仕事・
研究セミナー）」や、「個別企業説明会」
を実施する。 

53【地域と連携した学生育成】   

①産学連携プロジェクトは、現在連

携している企業等との関係性の

強化や、継続的な事業展開への思

考といった関係深耕や継続性の

視点を重視し、教育内容の充実を

図る。 

②福祉実習報告会、インターンシッ

プ報告会、業界・仕事研究セミナ

ー、企業説明会、企業見学会（職

場見学会）の開催は、学生が地元

企業・団体等を知るための重要な

機会と位置づけ、学生が将来の生

き方を考え、業界・企業・事業・

仕事を具体的にイメージできる

ような内容にブラッシュアップ

する。 

③学生育成のため企業等の関係者

との意見交換の場を設定する。 

【取組内容】 

①協働する企業・団体等との関係深耕や継続性の

視点も重視しながら、地域と連携したプロジェ

クトを 113件推進した。「上田で働く人を通して

上田の魅力を探求する」ことをコンセプトにゼ

ミで継続的に取り組むなど、教育内容の充実を

図った。 

②業界・仕事研究セミナーでは、学生の視野拡大の

ため、実施方針を見直し、最大 8 社（前年度 4

社）の企業から話が聞けるようにした。また、参

加企業（33社）に就職を決定した 4年生は 14名

だった。他にも以下のとおり、各種報告会や説明

会を開催した。 

・福祉実習報告会（オンライン）/実習担当者 33名

参加 

・インターンシップ報告会（オンライン）/参加企

業 20社程度 

・長野県中小企業団体中央会と連携した「若手社員

との懇談会」/参加企業 12社（うち卒業生 5名）

※4年生の就職説明会から、若手社員との懇談会

へ内容を見直した。 

・学内個別企業説明会の開催 64社 

・上田職業安定所、上田職業安定協会等の就職イベ

ント（合同企業説明会、インターンシップ説明会

等）への学生参加の促進を行った。インターンシ

ップ説明会には本学の学生が 40名参加した。 

③福祉版業界・仕事研究セミナーの終了後に、参加

団体と人材育成について意見交換を行った。 

 

【成果・効果】 

①多様なプロジェクトの展開により、協働する企

業・団体等との関係深耕や継続性が図られた。ま

た、ゼミにおいても、学生の職業観養成が促進さ

れ、地元企業について理解を深めることにつな

がった。 

②各種イベントを通して学生が地元企業を知り、

自身の将来を考える機会となっている。さらに

懇談会での交流は学生の視野を広げている。 

③福祉実習の受け入れ先として関わっている団体

と、人材の育成の観点から意見交換ができたこ

とは有益な機会であり、それぞれの役割分担や

協働など、今後に向けてより連携を深めるきっ

かけとなった。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（2） 

・産学連携プロジェクトは、多くの企業団体等
との関りから地域協働活動取組が行われてい
ることを評価する。また、各種イベントは学
生が仕事を具体的にイメージできるような内
容になっている。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

    

【資料番号】 

53-1 2021年度地域協働活動取組状況（10-2再 

掲） 

53-2 業界・仕事研究セミナーの開催について 

（案内文）(49-1再掲) 

53-3 【福祉版】業界・仕事研究セミナー（実施 

案内・アンケート結果）(49-4再掲) 

 

【今後の課題・方向性】 

  業界仕事研究セミナー等のイベントは、対面で

実施することの有効性を確認したことから、引き

続き、対面で実施していく。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

 エ 就職支援 

 【地元企業・組織の魅力を伝える】 

地元の企業・組織訪問を実施し、求人
や求める人材像（知識・能力・姿勢・態
度等）にかかる情報収集をするととも

に、学生にそれらの情報を適時提供す
る。 

また、本学教職員とともに、旧学校法

人の同窓会、卒業生などの協力を得て、
積極的に企業・組織開拓をする。 

関連して、就職情報に精通したカウ

ンセラーを配置し、きめ細かな就職支
援を行う。 

大学独自の「合同企業説明会（業界・

仕事研究セミナー）」、「福祉の職場説明
会」や懇談会を開催し、地元企業や組織
（社会福祉法人等）の魅力を学生に伝

え、県内及び上田地域定住自立圏域内
（上田市、東御市、青木村、長和町、坂
城町、立科町、嬬恋村）への高い就職率

を目指す。 

54【学生への地元企業の魅力伝達】 

①企業訪問及び企業等が来学した

際に、求める人材像等を確認し、

キャリアガイダンス、個人面談、

就活ゼミナール等で学生に情報

を提供する。  

②就職活動を行う学生の状況把握

とそれらを踏まえた動機形成と

しての各種案内、面談対応などの

キャリア支援の際に、積極的に地

元企業の魅力を伝える。 

③県内、及び上田地域定住自立圏域

内の企業、団体等を招聘し、地元

企業の魅力を伝えるとともに、上

田地域定住自立圏域内の商工・経

済団体等と連携した、地元企業見

学会等を推進することにより、地

元企業への認知度向上を図る。 

【取組内容】 

①求人に訪れた企業について収集した情報は、就

活ゼミや個人面談で学生に提供した。 

②面談の際に上田職業安定協会作成の上田地域企

業ガイドを渡し、仕事内容や先輩情報、その企業

の魅力について紹介したほか、インターンシッ

プや合同企業説明会、個別企業説明会への参加

を促すなど、学生の状況に合わせて案内した。 

③長野県中小企業団体中央会との連携による「若

手社員との交流会」で県内企業を招聘し、若手社

員から働き甲斐や企業の魅力を伝える機会を設

けた。ここからインターンシップに繋がった学

生が 3名いた。 

上記以外でも、インターンシップや業界・仕事

研究セミナー、就活ゼミナール（地元企業の採

用担当者の招聘）等を通じて地元企業の認知度

向上を図った。 

 

【成果・効果】 

①学生への情報提供の結果、エントリーや採用に

繋がった例が 17件あった。 

②長野県内就職者のうち県外出身者の割合が、

2019 年度 10.2％、2020 年度 22.5％、2021 年度

31.7％と増加している。 

③「若手社員との交流会」での交流をきっかけに参

加企業への就職が決定した学生が 1名いたほか、

3 名の学生がインターンシップにつなげるなど

の効果が見られた。 

 

【資料番号】 

  54-1 業界・仕事研究セミナー（学生アンケート 

結果）（49-2再掲） 

54-2 【福祉版】業界・仕事研究セミナー（実施 

案内・アンケート結果）（49-4再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

引き続き、地元企業・組織等の魅力を学生に伝

え、地域内就職率の向上に取り組む。 
 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（2） 

・地域内就職率の向上、特に県外出身者の割合
の増加は大変評価できる。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

 エ 就職支援 

 （ウ）企業・組織等アンケートの実施  

採用いただいた企業・組織等に対し、

本学卒業生の印象、本学に求めるもの

などについてアンケート調査を行い、

教育内容の改善に役立てる。 

また、公務員試験合格や教員免許取

得、国際的職業人の育成等に向けたキ

ャリアディベロップメントプログラム

を計画・策定し、各種試験・資格対策講

座を企画・運営する。 

（ウ）企業・組織等アンケートの実

施      

55 ①教育内容の改善や就職支援等

に役立てるため、企業・団体等に

対し、本学に求めるものなどにつ

いての聞き取りを進め、引き続き

アンケート調査を実施する。 

②企業等から聴取した内容につい

ては関係部署で共有し、学部教育

への反映について検討する。 

③卒業生の企業等への在籍（定着）

状況を確認するために、新たに調

査を実施する。また、企業等の卒

業生に対する評価や学生に求め

るものなどについて新たに調査

を実施する。 

【取組内容】 

①②各種アンケートを実施し、本学の教養教育の

目指す方向と企業・団体の求める人材に差異がな

いことを確認した。 

③卒業生の在籍状況調査と卒業生に対する評価や

学生に求める能力等について調査を実施した。そ

の結果、福祉分野の専門性を除くと、コミュニケ

ーション能力や積極性・主体性、誠実・素直な態

度が上位に挙がった。 

 

【成果・効果】 

①②企業・団体の求める人材を確認しながら、教育

改革を進めることができている。 

③卒後 3 年以内の離職率は企業で 32.1％、医療・

福祉で 35.4％、全体で 33.1％だった。これは、厚

生労働省発表の数字（31.2％）を 1.9ポイント上

回る結果となった。本学の卒業生の印象は、「大変

良い」・「良い」を合わせて 88％となり概ね高い評

価を得ることができた。 

 

【資料番号】 

55-1 在職状況調査結果(2018年 3月卒業生) 

55-2 長野大学卒業生についてのアンケート結 

果（2018年 3月卒業生） 

55-3 求める人物像に関する企業アンケート結 

果（52-2再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

  卒業生の評価について、企業へのアンケート調

査を継続して実施し、教育内容の改善を図る。 
 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・離職率に関してはもう少し慎重に見る必要が

ある。特に企業アンケートは約半数が未回答

であり、回答しない企業により多くの離職者

がいる可能性も否定できないため、企業の中

でどのような分野が高くなっているのか等、

可能であればもう少し詳細な分析も今後必要

であると考えられる。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 学生支援に関する指標 

◇就職決定率（就職者数÷就職希望者

数×１００）：９５％以上 

 

◇卒業生に対する就職者・進学者の割

合（（就職者数＋進学者数）÷卒業生

数×１００）:創設後、３年後の令和

元年度までに公立大学同系統の数値

（８８.８％）以上をめざす。 

＜参考＞ 

公立大学同系統の「卒業生に対する

就職者の割合」は、８８.８％（出典：

大学の真の実力情報公開 BOOK ２０

１６） 

 

◇その他、学生支援に関しては、以下の

指標等も設定し、学生支援の方策の

有効性を評価する。毎年度、各指標の

結果を分析し、翌年度の年次計画に

改善策を盛り込む。 

 

◇退学率（年間退学者数÷在学者数×

１００） 

 

◇地域内就職率（地域内就職者数÷就

職数×１００） 

【1】学生支援に関する指標 

ア 就職決定率（就職者数÷就職希

望者数×１００）：９５％以上      

イ 卒業生に対する就職者・進学者

の割合（（就職者数＋進学者数）÷

卒業生数×１００）: ８８.８％

以上（公立大学同系統の数値） 

＜参考＞公立大学同系統の「卒業生

に対する就職者の割合」は、８８.

８％（出典：大学の真の実力情報

公開 BOOK ２０１６） 

ウ その他、学生支援に関しては、

以下の指標等も設定し、学生支援

の方策の有効性を評価する。毎年

度、各指標の結果を分析し、翌年

度の年次計画に改善策を盛り込

む。 

（ア）退学率(令和２年度数値以下) 

（イ）長野県内就職率（長野県内出

身者の割合を上回ることを

目標に） 

（ウ）上田市内 (上田市内出身者

の割合を上回ることを目標

に) 

（エ）定住自立圏域内(定住自立圏

内出身者の割合を上回るこ

とを目標に)  

（オ）Ｉターン（長野県外出身者が

長野県内に就職）就職者数

（２５％以上を目標に） 

※Ｕターン（長野県外出身者が出

身地に戻り就職）就職者数などの

目標については、状況を確認しな

がら次年度以降に設定する。 

【取組内容】 

◇就職決定率 98.6％（令和 4年 5月 1日現在） 

◇卒業者に対する就職者・進学者の割合 96.2％

（令和 4年 5月 1日現在） 

◇その他、学生支援に関する指標として、以下の

2つを設定した。 

（ア）退学率 1.37％（令和 2年度：1.99％） 

（イ）地域内就職率 

①就職者のうち長野県内に就職した者 42.7％（就

職希望者のうち県内出身者の割合 35.1％） 

②就職者のうち上田市内に就職した者 11.7％（就

職希望者のうち上田市内出身者の割合 6.2%） 

③就職者のうち定住自立圏域内に就職した者

13.1％（就職希望者のうち定住自立県内出身者

の割合 9.8%） 

④Ｉターン（長野県外出身者が長野県内に就職）

就職者数（２５％以上を目標に）46名

（20.4％） 

 

（参考：令和 2年度実績） 

 ・就職決定率 99.0％ 

 ・卒業者に対する就職者・進学者の割合 90.2％ 

 

【成果・効果】 

就職を取り巻く厳しい環境下、就職決定率は

98.6％、卒業者に対する就職者・進学者の割合は

96.2％と、「就職」に関する目標値を上回ることが

できた。また、「退学率」についても目標を達成す

ることができた。「その他の指標」として設定して

いる「地域内就職率」については、いずれも出身者

の割合を上回る結果となった。また、Ｉターン（長

野県外出身者が長野県内に就職）就職者数は 46名

（20.4％）と目途としている 25.0％には届かなか

ったが、高い数値となった。 

 

【資料番号】 

  【1】-1 令和 3年度卒業者の進路決定状況（43-

5再掲） 

【1】-2 2021年度退学・除籍者数と理由 
 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・「概ね目標の数値は達成したが、全体として
は県内への就職者は昨年の 56.9%を下回る厳
しい結果となった。」（42.7％）とある。域
外からの学生が県内に就職する選択が減って
いるということであり、これは県内・域内企
業の魅力が足りないのか、それとも学生への
県内・域内企業の情報発信がまだまだ足りな
いのか、その他に原因があるのか十分に検証
し、その結果に基づき就職支援活動の見直し
につなげてほしい。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

   【今後の課題・方向性】 

概ね目標の数値は達成したが、全体としては県

内への就職者は昨年の 56.9%を下回る厳しい結果

となった。 

「業界・仕事研究セミナー」や「企業説明会」

等の企画・運営について従来以上に検討してい

き、上田市内・定住自立圏内出身学生だけでな

く、県外出身の学生が県内企業・地域企業に就職

するよう促す。また、学生支援に関する指標の目

標を達成するために、学生が将来に向けて目標を

もち、計画的に単位を修得し、適切なタイミング

で就職活動をし、就職が決定できるようなキャリ

ア教育等の支援体制をさらに整備する。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

中期目標 入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を示し、知識偏重でなく、様々な能力や意欲・適性を多面的・総合的に評価する入試を実施する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生の受け入れ 

 （ア）学部の入学者受け入れ方針（アド

ミッション・ポリシー）を明確に位

置づけ、受験生が理解し、目的意識

をもって志願できるように努め

る。 

 

 

56 (ア)コロナ禍における受験生の

動向を把握するとともに、本学の魅

力を伝え、アドミッションポリシー

を理解してもらえるよう、これまで

以上に対面による学生募集の機会

(入試説明会等)を充実させる。 

【取組内容】 

・対面による学生募集は、県内を中心に高校訪問を

実施するとともに、近隣高校で面接型試験の志

願者が確認できた場合は、当該高校に出向きガ

イダンス等を開催し、模擬面接ワークシートに

基づく指導・助言を行った。 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大下では、オ

ンラインによる説明会を開催した。 

・説明会等では、地域協働型教育の事例や Web で

の情報発信を伝え、本学の特徴や魅力を理解し

てもらうよう努めた。 

 

【成果・効果】 

・近隣高校（東信地域）からの志願者数が、143人

から 160人に増加した。 

・コロナ禍の状況に応じた学生募集活動が展開で

きており、オンライン説明会に関するアンケー

ト結果では参加者から一定の評価を得られてい

る。 

 

【資料番号】 

  56-1 2022(令和 4)年度 入学者選抜要項 

56-2 2022(令和 4)年度 入学試験実施結果 

56-3  進学相談会実績表 

56-4 県内高校別志願者・入学者一覧 

56-5 模擬面接ワークシート（抜粋） 

 

【今後の課題・方向性】 

 受験生が目的意識をもって志願するように、大

学入試説明会等で本学の学生受け入れ方針に関す

る説明を充実させる。 

a 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生の受け入れ 

 （イ）高い目標をもって、勉学に取り組

む意欲があり、本学で培った知識

や技術を活かし、地域社会に貢献

しようという志のある者を積極的

に受け入れる。 

57(イ) コロナ禍の状況に配慮し、

リモート等を駆使したオンライン

による広報活動を充実させ、大学紹

介の動画配信など、県外の受験生に

も対応できる学生募集活動を展開

し、意欲のある人材を積極的に受け

入れる。 

【取組内容】 

・依頼があった高校に対しオンラインでの大学・入

試説明を実施するとともに、株式会社フロムペ

ージ主催によるオンライン授業、研究室訪問、大

学説明（夢ナビライブ）により大学の学びの紹

介、大学・入試概要説明などを実施した。これら

の広報活動において動画を有効活用した。 

【成果・効果】 

・オンラインによる説明会の実施や動画を活用し

た大学紹介等多様な広報活動の展開により、高

校側からの信頼・結びつきが強化された。 

・県内、県外共に志願者増を目指したが、結果とし

ては、昨年度より県内志願者が 16名増加、県外

志願者が 83名減少となった。 

 

【資料番号】 

57-1 2022（令和 4）年度入学者選抜要項（56-1再

掲） 

57-2 2022（令和 4）年度入学試験実施結果（56-

2再掲） 

57-3 進学相談会実績表（56-3再掲） 

57-4 夢ナビライブ（長野大学教員によるミニ講

義） 

57-5 入学試験志願者と入学者の属性 

 

【今後の課題・方向性】 

 総合型選抜、学校推薦型選抜において、意欲があ

り多様な能力を持つ学生を受け入れる。 

 

a 

（1） 

・志願者数、特に本年は県外志願者が減ってい

ることから b 評価とした。 

 

（2） 

・コロナ禍、またスマートフォンによる情報取

得の社会の流れからオンラインによる広報活

動が充実している。 

 

（3） 

・県外志願者減の原因を検証して、対策を打っ
ていく必要がある。 

・コロナ禍が続く状況だからこそ、強みとなる
点を打ち出すことに期待する 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

 イ 入学者選抜 

 （ア）一定の基礎学力を備え、かつ学ぶ

意欲の高い学生を確保するため、

主体性・協働性・思考力・判断力な

ど多面的、総合的に評価し、選抜で

きる入試制度（調査書の活用、資

格・検定試験の活用など）を実施す

る。 

 

58 (ア)多様な学生を受け入れる

ため、令和３年度の入試状況及びコ

ロナ禍における受験生の動向を踏

まえながら、本学が求める学生を選

抜できるよう学生募集活動を推進

し、特徴ある入試を実施する。 

【取組内容】 

・コロナ禍の状況下、高校の進路指導教員の来学が

困難な時期にはオンラインでの説明会を開催し

た。また、入試は新型コロナウイルス感染症に配

慮した入試を実施し総合選抜型入試では昨年度

に引き続き、受験生の「努力のプロセス」を評価

した。 

・大学入学共通テストの本試験及び追試験を受験

できなかった受験生のための受験機会確保につ

いて、３月２２日に特例的試験を実施すること

を決定し、準備を進めた。 

 

【成果・効果】 

・コロナ禍においても限られた人員で、学生生募集

要項に基づき入試を実施し、中期計画に掲げる

目標数値（一般選抜の募集人員の 5 倍の志願者

確保）を達成した（一般選抜志願者 1,307名、志

願倍率 6.9倍）。 

・特例的試験の対象者はなく、実施はなかった。

   

 

【資料番号】 

58-1 2022(令和 4)年度 入学者選抜要項（56- 

1再掲） 

58-2 2022(令和 4)年度 入学試験実施結果 

（56-2再掲） 

58-3 大学・入試説明会資料 

58-4 大学・入試説明会アンケート結果（一部） 

（27-1再掲） 

58-5 受験機会確保に関する周知文 

56-6 「努力のプロセス等の活動報告書」様式 

 

【今後の課題・方向性】 

 選抜試験において、調査書や業績書などを活用

し、多面的な評価を行う。 

 

a 

(1) 

・コロナ禍において、オンライン説明会を開催す

るなど、学生募集に努めている点は、評価する

が、顕著な成果は出ていないと判断し、b 評価

とした。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

 イ 入学者選抜 

 （イ）学ぶ意欲の高い受験生を安定的

に確保するため、入試の動向や入

学後の学生の状況を確認しなが

ら、ＡＯ入試、推薦入試、一般入試

の募集人員の配分や試験内容を適

宜見直す。 

 

59 (イ)前年度の入試改革やコロ

ナ禍で大きく変化した令和３年度

入試の結果について、分析を行い、

意欲の高い学生を確保できるよう

各入試区分の募集定員や入試内容

を改めて検討する。 

【取組内容】 

・令和 3 年度入試環境の振り返りと志願者追跡に

関する分析を行い、学内で報告会を開催した。 

 

【成果・効果】 

・分析の結果、志願者の確保に向け Web を中心と

するダイレクト広報の実施や、動画コンテンツ

の重要性が明らかになり、ホームページの内容

や動画配信の充実につなげた。 

 

【資料番号】 

59-1 入試区分別地域別入学者推移 

59-2 2021年度入試環境の振り返り 

59-3 2021年度志願者追跡調査報告書 

 

【今後の課題・方向性】 

 分析結果を検証し、入試区分ごとの募集人員の

検討や、次期中期計画に向けた入試制度の見直し

を行う。 

b 

（1） 

・国公立大学は、第一志望の受験生がほとんどで

ある一般選抜前期を重視し、個別学力試験を実

施している。その一般選抜前期の実質倍率（受

験者÷合格者）は、ここ数年、大きく下がって

いる傾向がみられ、もはや、実質倍率を見る限

り、公立化のアドバンテージはなくなっている

厳しい状況である。この状況を改善するため、

学部学科再編に併せて前期への個別学力試験

の導入や前期、中期の定員の見直しに関する議

論を早急に進めるべきである。 

 

【実質倍率 実績】H30：2.34 倍 → R1：2.45 倍 

→ R2：1.72倍 → R3：2.44倍 → R4：1.41倍 

特に R４は社会福祉学部で 1.31 倍、環境ツ

ーリズムで 1.29倍とかなり厳しい状況になっ

ている。 

 

・一般選抜前期の募集人員が 109名に対して、そ

の 2倍以上の 234名の合格者数を出しているこ

とから、早急に前期と中期の募集人員の見直し

等を含めた検討が必要である。 

・入試内容の変更は直ちに実施できるものではな

いが、実質倍率の改善に向けた検討に取り組

み、入試を早急に見直すべきと考える。 

c 

 （ウ）入試の実施にあたっては、受験生

のニーズに対応し、適切な地方入

学試験会場を設定する。 

60 (ウ)地方会場における入試の

実施にあたっては、地元志向・安全

志向と言われていた令和３年度入

試状況、これからの動向を踏まえ、

適切な地方入試会場を設定する。 

【取組内容】 

・地方会場については、地方で入試を実施する際の

人件費、会場使用費等に見合った受験者数が確

保できるのか、費用対効果を踏まえて検討を進

めた。 
【成果・効果】 

・過去 5年間の地方会場毎の各都道府県別志願者、合

格者、入学者、会場別収支に関するデータをまとめ

た資料が作成され、具体的な検証が行われた。 

・費用対効果、志願者確保の観点から資料を検証した

結果、会場毎の都道府県別志願者の動向等、引き続

き実施する地方会場見直しのための資料として有

為なデータを入手した。 

【資料番号】 

60-1 一般選抜（中期日程）実施態勢 

60-2 一般選抜（中期日程）地方試験会場別志願者数 

60-3 一般選抜（中期日程）地方試験会場別収支概要 

【今後の課題・方向性】 

 地方会場における志願者数の推移を検証し、会場数

の見直しを行う。 

a 

（1） 

・取得したデータに基づき、適切な地方入試会

場を設定するのは今後であり、その結果を得

られた上での評価が妥当であると判断し b評

価とした。 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
独創的な研究や新たな産業を生み出す芽となるような研究活動を尊重しつつ、積極的に地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と連携した地域協働による共同研究を推進し、その研究活動や研

究成果を積極的に発信する。併せて、上田市が抱える政策課題に即した研究に積極的に取り組み、具体的な提言を行う。 

また、学術研究の質を高め、高いレベルでの知的貢献が可能となるよう教員が研鑚を重ねるとともに、教員の研究業績を評価する体制を構築し、研究水準の向上を図る。 
 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 

 ア 研究水準の向上 

 地域を研究の主題とする大学を目指
し、学術研究はもとより、新たな産業の
芽を生み出すなど、地域に貢献する研

究活動や研究成果を社会に発信しつ
つ、積極的に地域住民や企業、行政、Ｎ
ＰＯ等と連携し、本学教員を中核とし

た地域協働による共同研究を推進す
る。 

61 ①長野大学研究助成金制度につ

いては、学長裁量で配分できる競

争的研究費に位置付け、さらに拡

大を目指すとともに、研究成果発

信の取組を強化する。また、地域

連携による共同又は受託研究を

推進する。 

②財務省から管理委託契約を受け

ている土地、建物等の取得を目指

し、淡水生物学研究所として本学

附属機関に位置付けて開設する。

研究所の基本構想の実現に向け

た事業を開始し、共同利用施設と

しての環境整備を進める。 

 

【取組内容】 

①・長野大学研究助成金制度を学長裁量経費に位

置づけ、学長のイニシアティブのもとで共同研

究を推進した。採択件数は 11件 3,842,060円と

なった。 

・研究助成金制度による研究成果は、長野大学紀要

や大学ホームページで公開した。 

・（株）コーセーとのメイク・レンダリングシステ

ムに関する受託研究、長野県上田地域振興局の

農業資産の魅力度アップ事業の受託事業を推進

した。 

 

【成果・効果】 

・前年度 14件から採択件数が減少したが、前年度、

準備研究部門の採択者 4名が科研費に採択され、

外部資金の獲得につながった。 

・本学の研究成果が紀要掲載や大学ホームページ

で公開され、情報発信が推進されている。 

・受託研究、受託事業が展開され、（株）コーセー

との受託研究では、メイク・レンダリングシステ

ムに関する研究が着実に推進され、特許の共同

出願につなげることができた。また、長野県上田

地域振興局との受託事業において、稲倉の棚田

の農業資産の魅力アップ体感プログラムを開発

することにより、上田地域の魅力発信に貢献し

た。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（2） 

・淡水生物学研究所が計画通り設置され、幅広

く広報されたことは年度目標でもあり、結果

を評価する。 

 

（3） 

・淡水生物学研究所が共同利用施設として発展

するための環境整備を進めるとともに、学内

外の広い範囲での利用が進むことを望む。 

・R3 年度年度計画では「研究力強化の拠点」

（重点事項「大学運営の改善」の項）と位置

づけている淡水生物学研究所の記述が R4 年度

年度計画において明記されていない。 

淡水生物学研究所については、その位置付け

（理工系学部や既存学部との関係性や研究機

関としての独自性・重要性等）や基本方針を

内外に明確に示すべきと考える。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 

 ア 研究水準の向上 

   【資料番号】 

 61-1 令和 3年度長野大学研究助成金審査結果 

61-2 長野大学紀要 152号 43巻第 2号 

61-3 委託研究完了報告書（コーセー） 

61-4 農業資産の魅力度アップ事業生態系体感 

プログラム構築業務報告書 

  

【今後の課題・方向性】 

今後も、長野大学研究助成金を活用した研究活

動の推進に取り組み、予算の見直し地域協働によ

る共同研究の推進、研究成果の地域への還元を図

る。 

 

②＜淡水生物学研究所＞ 

【取組内容】 

・令和 3 年 4 月に淡水生物学研究所を設立し、財

務省から管理委託契約を受けていた土地、建物

等を 8月に正式取得した。 

・研究所の基本構想の実現に向けた事業には「学術

研究の大型プロジェクトの推進」を掲げており、

令和 3 年度は水産庁ウナギ国際資源事業

（53,743,308 円）に加え、国土交通省河川生態

FS研究（4,990,700円）を推進した。 

・研究所の正式取得に合わせ、11 月に長野大学淡

水生物学研究所開所式を開催した。 

・研究所の取得後、速やかに、大学ホームページに

研究所の概要を紹介するとともに、水産庁ウナ

ギ国際資源事業及び国土交通省河川生態 FS研究

における研究活動・成果を随時広報した。 

 

【成果・効果】 

・研究所設立時に、事務局組織として学務グループ

「淡水生物学研究所担当」を設置し、研究所の共

同利用施設に向けた環境整備が進められた。 

・開所式には学内外の関係者 25名が出席した。開

所式の模様はオンラインで配信し、再生回数は

約 200回となった。 

・研究所の研究活動・成果の発表や各媒体による広

報（計 15件）を通して、研究所の活動が幅広く

周知された。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 

 ア 研究水準の向上 

    

〇査読付き論文：4報（英文） 

〇学会発表：1回（英語） 

〇紀要・報告書等：4報（英文 1、和文 3） 

〇講演：2回（日本語） 

〇プレスリリース：4件 

〇ネット・TV報道：3件 

〇新聞記事：5件 

 

【資料番号】 

61-5 長野大学ホームページ（淡水生物学研究 

所開所式 開催報告） 

61-6 信濃毎日新聞記事（淡水生物学研究所開 

所式） 

61-7 水産資源調査・評価推進委託事業委託費 

の配分通知 

61-8 水産関係民間団体事業補助金の配分通知 

61-9 河川生態 FS研究決定通知 

61-10 論文等詳細 

 

【今後の課題・方向性】 

・基本構想の実現に向けた事業と共同利用施設と

しての環境整備を推進する。 

・研究所運営における規程等の整備を行う。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 

 イ 研究活動の活性化と研究成果の普及 

 （ア）研究における自己点検と教員同
志の相互研鑽の場として「研究交

流広場」を実施する。 

（イ）「科学研究費補助金」等競争的外
部資金の申請数を増加させる。 

（ウ）教員の研究活動や研究成果、論文
等の実績について、研究分野の特
性を踏まえながら教員の業績を管

理する体制（教員の研究成果を電
子データとしてデータベース化
し、保存、公開する）を構築し、ホ

ームページ等を通じて公表する。 

（エ）教員の研究活動の奨励と、研究水
準の向上を図るため、教員表彰制

度に加えて、国内・国外研修・留学
などサバティカル制度（教員が一
定期間研究に専念する研修制度）

の利用を活性化させるとともに、
研究費等の充実などインセンティ
ブが働く評価制度を構築する。（令

和元年度～） 

62 ①科学研究費補助金にかかる専

門家による勉強会を開催し、希望

する教員に対して個別面談、申請

書添削の支援を実施し、「科学研

究費補助金」等競争的外部資金の

申請数を増加させる。 

②教員の研究活動や研究成果、論文

等の実績把握のため、紀要を発行

する。 

③教員業績の管理、発信にかかる課

題を整理し、教員業績の把握に努

める。 

【取組内容】 

①教員の競争的外部資金新規申請率を向上させる

ため、希望する教員に対して個別面談 10名、申

請書添削 6名の支援を実施した。 

②教員の研究活動や研究成果、論文等の実績把握

のため、紀要に研究成果を掲載して発行すると

ともに、大学ホームページのリポジトリ―に掲

載して周知した。 

③教員業績評価制度を実施し、教員業績の把握を

行った。また、業績評価に基づく学長表彰制度を

構築し、更なる研究支援を実施する体制を整備

した。 

 

【成果・効果】 

①競争的外部資金の申請率は、50.8%(32件(科研申

請含む)/教員 63 名)となり、中期計画に掲げる

目標数値 43.5%以上は達成したが前年度 57.6％

を下回る結果となった。科研費の採択件数は 16

件中 4 件、採択率 25％となり、昨年度に引き続

き、公立大学の平件採択率 25%を達成した。 

②教員の研究成果を紀要や大学ホームページ等で

公開したことにより、研究広報の充実を図るこ

とができた。 

③教員業績評価と学長表彰の実施により研究費の

インセンティブが働く評価制度が構築され、研

究支援体制が強化された。 

 

【資料番号】 

62-1 令和 3年度科研費申請者・採択状況一覧 

62-2 科研費専門家による面談、添削指導実施 

状況 

62-3 競争的外部資金申請状況（科研以外） 

62-4 長野大学紀要 152号 43巻第 2号（61-2再 

掲） 

62-5 教員年度別業績評価関連規程 

62-6 長野大学学長表彰要綱 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、競争的外部資金の申請率の向上と研

究成果の把握、公表の促進を図る。 

b 

（1） 

・科学研究費補助金の申請率が昨年度よりも下

がったものの、目標にたいしては達成してお

り順当と評価する。 

 

（3） 

・教員業績については、単著、共著、論文、そ

の他の執筆、マスコミ取材等を毎年まとめて

公表すべきである。 

・理工系学部の設置方針を踏まえれば、今後、

研究力の把握、評価について本格的に取り組

むことが求められる。 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（２）研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
教員が社会の研究に対する要求をくみ取り、地域と関わりながら研究を進め、より積極的・主体的に研究に向き合えるような研究環境を整備するとともに、組織的に競争的外部資金の獲得

に向けた取組を推進する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

 

区分 

（２）研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 研究支援体制の強化 

 「科学研究費補助金」等競争的外部資

金の新規申請率を向上させるため、外

部研究資金の募集情報を積極的に収

集、教員に迅速に提供し、申請に当たっ

ての内容説明や申請書類作成支援を行

うなど、応募に当たっての関連情報の

提供やアドバイス等研究支援の体制を

強化する。 

また、研究資金の獲得者や応募者に対

して、インセンティブ(学長裁量経費等
の配分など)を与える制度を創設する。 

これらによって、外部資金の新規申請

件数・獲得件数増を働きかけ、公立大学
の新規申請率平均（４３．５％）以上を
目指す。（令和３年度） 

63 教員の競争的外部資金新規申

請率を向上させるため、科学研究費

補助金にかかる専門家による勉強

会を開催し、希望する教員に対して

の個別面談、申請書添削等の支援を

実施する。 

項目 62再掲 

 

b 

 

b 

 イ 公的研究費の管理・監査のガイドラインに係るコンプライアンスの徹底 

 文部科学省が示す「研究機関におけ

る公的研究費の管理・監査のガイドラ
イン」を遵守し、学内の公的研究費の管
理・監査のガイドラインに係るコンプ

ライアンスの徹底を図る。 

64 専門家によるコンプライアン

ス・研究倫理研修会を今年度も継続

的に開催するなど、コンプライアン

ス啓発に関する情報を学内で共有

し、高い倫理観の醸成に積極的に取

り組む。 

【取組内容】 

・専門家によるコンプライアンス・研究倫理研修会

をオンライン動画で配信し、学内の公的研究費

の管理・監査のガイドラインに係るコンプライ

アンスの徹底を図った。 

・教員の利益相反に係るマネジメント体制の構築

や厚生労働科研等の外部資金応募条件を整備す

るため、利益相反マネジメント規程を制定し組

織体制を整備した。 

・学生に対しても、ゼミナール等の授業を中心に研

究倫理パンフレットを活用し、研究倫理意識の

醸成を図った。 

 

【成果・効果】 

・コンプライアンス・研究倫理研修の研究者の研修

受講率 100%を達成し、研究不正の防止と意識向

上が図られた。 

 

a 

（1） 

・継続的な取組が求められる項目であり、b が

相応であるとした。 

 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

 

区分 

（２）研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 イ 公的研究費の管理・監査のガイドラインに係るコンプライアンスの徹底 

    

【資料番号】 

 64-1 コンプライアンス研修資料 

64-2 公立大学法人長野大学利益相反マネジメ 

ント規程 

64-3 学生向け研究倫理パンフレット 

 

【今後の課題・方向性】 

今後も継続し、コンプライアンス・研究倫理の

研究者の研修受講率 100％を目指して、コンプラ

イアンスの徹底に取り組む。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 

地域活性化につながる連携活動を行うほか、大学の有する専門知識や技能を活かしたシンクタンク機能を発揮して、市や地域の課題解決に取り組み、もって、地域産業の振興や創業支援

による雇用創出と若者の定着を推進する。 
また、社会人を積極的に受け入れ、社会人が体系的に学べる機会を提供するほか、公開講座を開催するなど、市民サービスの充実を図る。 
さらに、上田市が設置した「まちなかキャンパスうえだ」を活用し、他大学や商店街等と連携した事業を実施することで、地域活性化と新たな事業展開につなげるほか、市が推進する「学園

都市づくり」のため、市内の高等教育機関等と連携を図り、その中核的な役割を担う。 
 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域づくり総合センター」の創設と「地域課題の解決システム」の構築 

 （ア）平成２９年度に「地域づくり総合

センター」を創設し、理事長及び学

長のリーダーシップのもと、地域

の課題解決に取組む体制をつく

る。 

 

65 （ア）地域づくり総合センター

の意義や役割を伝える案内書や年

報、具体的な取り組みを紹介する広

報紙（センターニュース）を発行す

るとともに、ホームページからの情

報発信を充実させる。特に、本学で

取り組んでいる地域協働型の活動

情報を集約・可視化し、積極的に発

信する。 

【取組内容】 

・地域づくり総合センターの意義や役割を伝える

案内書（改訂版）を発行し大学ホームページ等で

広報した。また、前年度の活動を報告する「地域

づくり総合センター年報」を作成するとともに、

具体的な取組を紹介する広報紙「センターニュ

ースレター」を発行し大学ホームページで広報

した。 

・ゼミ活動等で取り組む地域協働活動の可視化対

策の一環として、地域協働活動の情報を継続し

て集約し、大学ホームページを活用した情報発

信や情報共有に取り組んだ。（活動集約件数：113

件） 

 

【成果・効果】 

・地域づくり総合センター年報、センターニュース

等を活用した広報の推進により、センターの意

義や役割の普及・拡大が推進された。 

 

【資料番号】 

  65-1 地域づくり総合センター案内書 

65-2 地域づくり総合センター年報 

65-3 地域づくり総合センターニュースレター 

（11-5再掲） 

65-4 2021年度地域協働活動取組状況（10-2再 

掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 今後も、地域づくり総合センターの意義や役割

の普及啓発をさらに図り、地域連携を強化する。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・市民や企業（学生ではない一般の方々）等に

とって、大学との関わり（受験や学生の目線

ではない）の一番の窓口として「地域づくり

総合センター」を位置付けるとするならば、

大学ホームページにおいて「地域づくり総合

センター」の見え方があまりにも見えづらく

（見つけづらく）、ホームページでの広報以

外の他の広報手段等も含め、市民へのアプロ

ーチとしては希薄に思える。 

センターの案内書、年報、ニュースレター等

を随時発行しているのだから、市民・企業・

一般の方にすぐに目に届く工夫が必要と感じ

る。 b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域づくり総合センター」の創設と「地域課題の解決システム」の構築 

 また、大学の地域貢献活動の総合窓

口としての機能を果たすとともに、市

への政策提言を行うなど政策課題の解

決に協力する。 

66 （イ）地域協働プロジェクトの

推進や協定締結団体等との意見交

換の場の設置を通して、産学官地域

連携推進体制のあり方を検討する

とともに、以下の事業を推進する。 

①地域の総合的課題にかかるプロ

ジェクトとして、「知財活用プロ

ジェクト」、「信州上田学」事業等、

現在取り組んでいる事業を継続

する。また、当該プロジェクトの

基盤となる地域の知の情報を集

約・活用するプラットフォームの

整備を推進する。 

②学生の主体的活動を支援するた

め、それらの活動情報を集約し、

地域づくり総合センターの媒体

等を利用して、広く発信する。 

③地域人材育成プログラムとして、

「上田市地域づくり人材育成講

座」や「上田市日本遺産事業」を

活用したプログラムの開講を検

討し、地域人材育成を目的とする

新たな市民講座プログラムを創

造する。 

④地方自治体等からの委員委嘱を

通じて、政策提言や計画策定支援

を行う。 

【取組内容】 

 地域協働プロジェクトの推進や協定締結団体等

との意見交換の場の設置を通して、産学官地域連

携推進体制のあり方を検討するとともに、以下の

事業を推進した。 

①「知財活用プロジェクト」、「信州上田学」事業等、

現在取り組んでいる事業を発展・継続して実施

した。また、他大学や県内産業界や行政との連携

による地域の課題・共有の仕組みとして、「信州

共創プラットフォームの構築」について検討を

行い、推進していくことで合意した。 

②学生の主体的活動を支援するため、長野大学サ

ミットなど学生の地域での活動情報を集約し、

大学ホームページを利用して、広く発信した。 

③「上田市地域づくり人材育成講座」を企画し受講

生を募集したが、新型コロナウイルス感染症の

影響により中止となった。「上田市日本遺産事

業」に係る外部からの依頼に対し、ゼミナールに

おいて教員、学生が協力して協働活動を展開し

た。 

④地方自治体等からの委員委嘱・派遣を通じて、政

策提言や計画策定支援を行った。（委員委嘱 121

件、講師派遣数 118件） 

 

【成果・効果】 

①地域協働によるプロジェクトを発展、継続する

ことにより地域貢献活動が推進した。 

②大学ホームページ等において学生の主体的活動

を発信、情報共有することにより、地域協働活動

の更なる発展の基礎に貢献できた。 

③地域団体と協力して日本遺産ガイドコースを作

成した。中止となった地域人材育成講座につい

ては、次年度開催に向けて実施プログラムを構

築した。 

④地方自治体等からの委員委嘱、講師派遣を通じ

て、政策提言や計画策定等の地域貢献支援が行

うことができた。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（2） 

・「知財活用プロジェクト」、「信州上田学」

事業をはじめ、地域協働プロジェクト等の地

域に根ざした取組が多数行われている。ま

た、地方自治体等からの委員委嘱、講師派遣

等も多く行われている。 

 
（3） 

・膨大な地域協働の取組が行われていることにつ

いて、またその活動と「地域づくり総合センタ

ー」の関係等について、一般市民への広報やア

ピールに一層力を入れるべきと感じる。 
・地域づくり総合センターについては、人員体
制の実情を踏まえた実効ある仕組みを構築す
ることが必要と考える。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域づくり総合センター」の創設と「地域課題の解決システム」の構築 

   【資料番号】 

66-1 「知財活用プロジェクト」活動報告 

66-2 信州共創プラットフォーム資料 

66-3 2021年度信州上田学推進事業報告書 

66-4 上田市地域づくり人材育成講座企画書 

66-5 「上田市日本遺産事業」活動報告 

66-6 令和 3年度委員委嘱・講師派遣実績 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、地域協働プロジェクトの推進や協定

締結団体等との意見交換の場の設置を通して、産

学官地域連携による協働事業を推進する。 

 

 

 

 

 （イ）「地域づくり総合センター」に地

域の課題の特定や、解決の方向性

を検討するために「産学官地域連

携会議」を設置し、以下の事業項目

を推進する。 

【地域の総合的課題にかかるプロジェ

クトの推進】 

福祉、教育、心理、環境、観光、企業

経営、起業、情報、デザインなどの地域

の総合的課題にかかるプロジェクトを

推進する。 

 

【地域活動等の支援】 

学生の主体的な地域活動やボランテ

ィア活動を支援する。 

 

【地域人材育成プログラム】 

本学学生のみならず、社会人や高校

生等を念頭におきながら、地域人材を

育成するプログラムの運営を進め、地

域産業の振興や創業支援による雇用創

出と若者の定着を推進する。 

 

【政策や課題の提言】 

自治体等への政策や課題の提言、各

計画の策定に対する参画や推進のため

の助言を展開する。 

67 (項目 66 と同じ内容のため記

載なし)  

 

－ ‐ 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 イ 連続講座・公開講座の充実と「まちなかキャンパスうえだ」の活用 

 連続講座及び公開講座を、大学や「ま

ちなかキャンパスうえだ」で開催し、市
民サービスの充実を図るとともに、他
大学や商店街等と連携した事業を実施

する。また、授業の一般開放等を充実さ
せる。 

68 市民サービスの充実を図るため、

新型コロナウイルス感染症に配慮

しながら市民講座を開講する。ま

た、地域のニーズや課題に対応した

新しい市民講座の内容について検

討する。 

【取組内容】 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、市民開

放授業をはじめ各種市民講座は、中止あるいは

縮小して開催した。 

①坂城町講座（会場：坂城町）6講座受講者 53名 

②市民向け講座（会場：まちなかキャンパスうえ

だ）：5大学で 16講座受講者 142名 

③5大学リレー講座：10月実施受講者 36名 

 ※市民開放授業、長野大学連続講座は中止 

・コロナ禍でも対応できる新たな開講手法や講座

内容を模索し、「睡眠カフェ(佐藤教授）」「中学生

からわかるメンタルヘルス講座（片山教授）」な

ど（株）上田ケーブルビジョンのテレビ放送によ

る市民講座を開講した。 

・ホストタウン上田事業(中国文化交流）を上田市

と共催でイベントを実施した。 

 

【成果・効果】 

・公開講座や他大学等との連携講座の実施により、

コロナ禍の状況下でも市民への教育サービスの

充実を図ることができた。 

・コロナ禍に対応したストレスケアをテーマとす

る講座の企画、（株）上田ケーブルビジョンによ

るテレビ放送などにより、コロナ禍に配慮した

市民講座の開講が推進された。 

・上田市と協働して開催した中国文化交流のイベ

ントには 100名以上の参加者があった。 

【資料番号】 

68-1 まちなかｷｬﾝﾊﾟｽうえだ市民向け講座一覧 

(12-1再掲) 

68-2 まちなかｷｬﾝﾊﾟｽうえだ利用実績 

(12-2再掲) 

68-3 広報うえだ「まちなかｷｬﾝﾊﾟｽ」の紹介記事 

(12-3再掲） 

68-4 5大学リレー講座案内・実績 

68-5 坂城町講座実施一覧 

68-6 ホストタウン上田中国文化交流ｲﾍﾞﾝﾄ概要 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、連続講座及び公開講座のほか、他大学

と連携した事業の実施により市民への教育サービ

スの充実を図る。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（２）地域で活躍する人材育成に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
地域の産業や福祉分野など地域活動を担う人材を育成し、輩出することによって、地域内の出身者を地域内の企業・組織に送り出す地域人材の循環の流れを形成する。もって、大学進学

時と卒業後の就職時に地方から大都市圏へ人材が流出している状況を食い止め、上田市の「地方創生」を推進する。 

募集人員の設定においては、上田地域定住自立圏域内出身者の進学機会の確保を図るための措置を講ずる。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）地域で活躍する人材育成に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域を担う若者」の受け入れ 

 上田地域定住自立圏域内出身者の進
学機会の確保を図るため、推薦入試の

募集人員の設定において、長野県及び
上田地域定住自立圏域内出身者の優先
枠を設定する。 

69 引き続き、総合型選抜入試で上

田地域定住自立圏優先枠、学校推薦

型入試で県内優先枠を設定し、受験

生の動向を見ながら、地元の生徒を

確保できるよう必要な措置を講ず

る。 

【取組内容】 

・地元からの学生確保に向けて、高校訪問が可能と

なった 9 月以降に近隣の高校を中心に県内高校

を訪問して学生募集活動を行った。 

・オンラインでの指導も含め、面接型試験の受験を

希望する生徒に対し面接ガイダンスを実施し

た。 

 

【成果・効果】 

・上田地域定住自立圏域特別枠の志願者は前年度

比 14名減、県内特別枠の志願者は前年度比 1名

増であったが、入学者は上田地域定住自立圏域

特別枠が 20 名（前年度と同数）、県内特別枠が

62 名（前年度比 4 名増）となり、全学部で特別

枠の募集人員を確保した。 

 

【資料番号】 

  69-1 2022(令和 4)年度入学者選抜要項 

（56-1再掲） 

69-2 2022(令和 4)年度入学試験実施結果 

（56-2再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 近隣地域からの志願者及び入学者を増やすため

に、高校訪問による大学入試説明を実施する。 

 

a 

（1） 

・地元の生徒の確保が昨年と同等に行われてい
ることを確認した。 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）地域で活躍する人材育成に関する目標を達成するための措置 

 イ「地域で活躍する人材育成」の仕組み 

 （ア）教養教育において、対話的討論や

課題発見・問題解決型学修により、

自身で考え、判断し、明晰に言語表

現できる能力を養成する。 

（イ）専門教育において、企業・組織で

の仕事や、地域社会での役割を想

定しながら、職業人として必要な

知識・能力・姿勢を養成するととも

に、基盤的専門知識の修得と、実践

的応用力を養成する。 

（ウ）地域協働型教育において、地域住
民、企業・組織と協働しながら、地

域課題を発見し解決する教育を展
開することによって、課題発見・問
題解決能力を養成する。 

70①対話的討論を基本とした初年

次ゼミナールを展開することに

より、学生自身が直面している課

題を自らの力で考え、判断し、明

晰に言語表現できる能力を養成

する。また、地域や組織のなかで、

リーダーシップを発揮しながら

高い専門性と問題解決能力を持

った人材を育成するため、学部の

ディプロマポリシー、カリキュラ

ムポリシーに基づいた専門教育

を展開する。 

②新型コロナウイルス感染症に配

慮しながら、地域協働型教育をは

じめ、フィールドワークやプロジ

ェクト型学習など各ゼミナール

で展開している活動を推進する。 

項目 39再掲 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

・コロナ禍であることからか、小学校へのボラ
ンティア派遣はそれなりにあるが、小中学校
の連携があまり多くないように思われる。ま
た、高校との連携は提携にとどまり具体的な
動きは少ないように感じる。 

b 

 ウ「地域の企業・組織に送り出す」仕組み 

 （ア）地域社会や企業・組織で必要とさ

れる知識・能力・姿勢を把握できる

仕組みを構築する。 

71 大学・入試説明会、業界仕事研

究セミナー及びインターンシップ

報告会等において、地域社会の人材

ニーズについての情報を取集し、関

係部署、関係学部で共有しながら教

育活動等の改善に活かす。 

項目 55再掲 

 

b 

 

b 

 （イ）地域社会の人材ニーズを教育活

動に反映するとともに、学生が地

域に生きることを想定し、地域課

題の解決を意図するゼミナール、

実習、プロジェクトを推進する。 

 

72（項目 44 と同じ内容のため記載

なし） 

－ ‐ 

 

 

 （ウ）地域の企業・組織の魅力や理解を

深める機会として、企業・組織と学

生が交流する合同企業説明会を開

催する。 

73（項目 49 と同じ内容のため記載

なし） 

－ ‐ 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（３）教育機関との連携に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
市内の小学校、中学校、高等学校等の教育機関と連携した教育に取り組む。特に、高校と大学がそれぞれの教育資源を活用した教育に取り組むことで地域に定着し地域を支える若者の

育成につなげるため、高大連携による英語教育や公開講義、協働学修等を展開する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）教育機関との連携に関する目標を達成するための措置 

 ア 教育機関と大学教育との連携強化 

 （ア）小学校・中学校・高等学校との

連携 

地域に定着し地域を支える若者を育
成するため、高校と大学がそれぞれの
教育資源を活用した教育に取り組む。 

74（ア）小学校・中学校・高等学校

との連携 

信州上田学事業など、地域づくり

総合センターで取り組む地域協働

プロジェクトと連携させながら、小

中高大連携事業を推進する。 

 

【取組内容】 
・高大連携協定に基づき、協定校における高大連携
事業のニーズ等の把握に努め、授業や講演会へ
の講師派遣等の協力支援を展開した。 

・高校との個別の連携事業として、蓼科高校（「蓼
科学」授業支援）坂城高校（総合学習への学生派
遣 30名）等、学習の支援事業を展開した。 

・信州上田学事業では、上田市立塩尻小学校にあ
る、地域の重要資料である郷土資料をデジタル
化して保存する事業を実施した。 

・たねぷろじぇくとでは、上田市内及び宮城県の小
学校との連携を通じて、防災をテーマとする地
域協働型教育を小学生と本学学生を対象に実施
した。 

・市内小中学校を中心に教職関係の学生ボランテ
イア学生 59名を派遣し、また、連携プロジェク
トを実施した。 

【成果・効果】 
・協定校とは、コロナ禍に配慮しながら、可能な範
囲で連携・交流を進めることができた。 

・市内小中学校を中心に研修会やボランティア派
遣をして地域貢献するとともに、学生たちの実
践的な学びを深めることができた。 

・教員、学生による地域貢献活動が地域からの信頼
度の向上につながっている。 

【資料番号】 
74-1 協定高校との連携状況 (11-1再掲） 
74-2 蓼科高校「蓼科学」新聞記事(11-3再掲） 
74-3 2021年度信州上田学推進事業報告書 

(66-3再掲) 
74-4 「たねぷろじぇくと」実施状況 
74-5 学校支援ボランテイア派遣実績(1-2再掲) 
 
【今後の課題・方向性】 

引き続き、信州上田学事業など、地域づくり総
合センターが取り組む地域協働プロジェクトと連
携しながら、小中高大連携事業を推進する。 

a 

（1） 

・小中学校の総合学習等での協働実施数は未だ
少ない状況等を勘案し、b が相応と判断す
る。 

 

（3） 

・高大連携協定校との支援に取り組んでいるも

のの一部は案内するまでに留まっている。 

 

b 

 併せて、専門領域の一部において

は、中学校・小学校の総合学習等を協

働で実施する。 

75（項目 74 と同じ内容のため記載

なし） － ‐ 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（４）産学官連携に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 地域に根づいた教育研究活動を拡充し、もって地域に貢献するため、産業界、地域団体、自治体等と深い連携を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）産学官連携に関する目標を達成するための措置 

 ア 産業界・地域団体との連携 

 （ア）「地域づくり総合センター」を窓

口として、産業界・地域団体との連

携を積極的に進め、受託研究に取

り組む連携協定の締結を促進す

る。（令和元年を目途に約１０件） 

（イ）教員業績データベースによる教

育・研究活動等状況に関する情報

の発信と受託研究等の促進を図

る。 

（ウ）大学のシーズ（教員の教育・研究

活動などの取組）を積極的に発信

し、地元企業や組織（社会福祉法人

等）のニーズとのマッチングを図

り、受託研究等や人材育成（職員研

修）、新規事業の展開・商品開発等

に結びつける。 

（エ）教育研究活動等の報告会を定期
的に開催し、大学の教育研究を促

進するとともに、研究成果を地域
社会へ還元する 

76 (ア) 産業界・地域団体との連

携協定に基づいた事業推進を図

る。また、連携協定団体等との意

見交換の場を設け、地域ニーズを

把握する。 

(イ) researchmap（科学技術振興機

構）の利用情報の更新を徹底し、

常に最新の研究者の情報発信を

進め、ネットワーク構築に努め

る。 

(ウ)受託研究等を推進するため、ホ

ームページ等を活用して本学の

産学官連携ポリシー及び知的財

産ポリシーを学内外に周知し、大

学シーズと地域ニーズのマッチ

ングを図るとともに、信州 TLOな

どの学外の関係組織との連携を

検討するなど、学内の推進体制を

補完・強化する 

【取組内容】 

（ア）連携協定に基づき協議を進め、連携事業の推

進を図った。 

・メルシャン（株）との継続的な意見交換により、

令和 3 年度から授業科目「地域協働活動」が設

置された。 

・塩田まちづくり協議会との打合せの中で、「日本

遺産関連事業」への協力依頼があり、古田ゼミナ

ールの学生が信州上田・塩田平かるたを作成し

た。 

・（株）ミマキエンジニアリングとの連携協定を継

続するとともに、懇談会を開催し、今後の地域貢

献活動について協議した。さらに、しなの鉄道沿

線地域の活性化と地域貢献による協働教育を実

施するため、「三菱地所（株）」と連携協定を締結

した。 

（イ）researchmap（科学技術振興機構）の利用情

報の更新を徹底し最新の研究者情報を発信し

た。 

（ウ）受託研究等を推進するため、大学ホームペー

ジ等を活用して「産学官連携ポリシー」及び

「知的財産ポリシー」を学内外に周知し、大学

シーズと地域ニーズのマッチングを図るとと

もに、信州 TLO との業務委託契約により、学

外の関係組織との連携を検討するなど、推進

体制を補完・強化した。また、10 月には、安

全保障輸出管理規程を制定し、学内の教育研

究活動の安全性を担保できるように体制の強

化を図った。 

 

a 

（1）（3） 

・ｂ評価の昨年に比して大きな進展、実績は見

られない。長野大学のポテンシャルに照らす

と、受託研究等の拡大の可能性があると考

え、更なる期待を込めてｂ評価とする。 

・大手だけでなく、地元の中小企業との連携の

拡大を希望する。 

 

（2） 

・熱意を持って取り組んでいる点を評価する。 

 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）産学官連携に関する目標を達成するための措置 

 ア 産業界・地域団体との連携 

   【成果・効果】 

（ア）連携協定団体との協議会等の実施により、従

来の取組や今後の地域課題に対応した発展的

な取組に関する協議が進められた。また、具体

的な事業が進行している連携協定団体とは、

随時調整しながら事業を推進し、塩田まちづ

くり協議会、上田市と協働で作成した「信州・

上田塩田平かるた」は、地域の魅力発信に貢献

することができた。また、メルシャン（株）と

は、「信州上田学」から発展した授業科目「地

域協働活動」の設置につながるなど発展的な

取組が推進されている。 

（イ）本学研究者の最新の研究者情報を発信する

ことができた。 

（ウ）信州 TLO と業務委託契約等、学内の研究推

進体制を補完、強化したことにより、受託研究

における特許の共同出願支援につなげること

ができた。 

 

【資料番号】 

  76-1 授業科目「地域協働活動」活動報告 

76-2 上田市日本遺産事業活動報告（66-5再掲） 

76-3 ㈱ミマキエンジニアリングとの包括連携

協定書 

76-4 三菱地所㈱との連携協力に関する協定書 

76-5 学部教授会資料（researchmapの利用 

情報更新依頼） 

76-6 長野大学ホームページ（産学官連携ポリ 

シー） 

76-7 長野大学ホームページ（知的財産に関す 

るポリシー、規程） 

76-8 公立大学法人長野大学における安全保障 

輸出管理規程・細則 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、地域に根付いた教育研究活動を拡充

し、産業界、地域団体等と深い連携を図りなら

産学官連携の推進を図る。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）産学官連携に関する目標を達成するための措置 

 イ 地方自治体等との連携 

 （ア）審議会等の委員の委嘱、講師の派

遣、行政課題の解決や人材育成等

のための共同事業の実施等によ

り、地方自治体、特に上田市との連

携強化に取り組む。 

（イ）上田市職員等の研修機関として
の役割を果たす。 

77（ア）上田市との共同事業の実施

を通じて連携強化を図るととも

に、地域連携分野に広げた定期的

協議の場の設定について、引き続

き協議する。 

（イ）連携協定団体等との意見交換

の場を設け、地域ニーズを把握す

る。 

【取組内容】 

（ア）上田市との協働事業「信州上田学」「まちな

かキャンパス」について、上田市担当部局との協

議の場を設け、連携強化を図りながら実施・運営

した。 

（イ）項目 76（ア）再掲 

 

【成果・効果】 

（ア）上田市との連携を通して、「信州上田学」で

は、地域の市民団体と協働で、上田市の魅力を発

信する成果物を作成し地域貢献に取り組むこと

ができた。「まちなかキャンパスうえだ」につい

ても学生・市民等に多様な学習の機会や交流の

場を提供することができた。 

（イ）項目 76（ア）再掲 

 

【資料番号】 

77-1 まちなかキャンパスうえだ市民講座一覧 

（12-1再掲） 

77-2 まちなかキャンパスうえだ利用実績(12- 

2再掲） 

77-3 広報うえだ「まちなかキャンパスの紹介 

記事」(12-3再掲） 

77-4 まちなかキャンパスうえだ 2021年度学生 

活動報告（12-4再掲） 

77-5 坂城町運営協議会開催資料 

77-6 令和 3年度委員委嘱・講師派遣実績 

（66-6再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

引き続き、上田市との協働事業の実施を通じて

連携強化を図るとともに連携協定団体等との意見

交換の場を設け地域ニーズの把握に取り組む。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 海外の大学との連携、留学生の受け入れ及び留学生と地域との交流を推進し、国際化社会に求められる人材を育成するとともに、地域産業の国際化に寄与する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

（１）海外学術交流協定大学との人材交流 

 ア 留学生の受け入れ 

地域企業・組織における海外の人材

ニーズを把握するとともに、地域企業・
組織に送り出す仕組みを構築するなど
留学生にとって魅力ある取組を進め、

地域産業の国際化に寄与する。 

78 

①これまで本学に留学生を送りだ

している日本語学校等を訪問し、

入試情報を積極的に広報する。 

②留学生の就職活動に対しては、初

回面談から継続して面談支援・個

別相談支援を行うとともに、地元

企業の説明会等の案内を行い、留

学生の採用に意欲的な企業・団体

等について理解が深められるよ

う支援する。 

【取組内容】 

①日本語学校に対して、入試情報を郵送するなど

広報活動を行った。 

②令和 3年度卒業見込者 2名について、1名は帰

国後就職を希望し、1名が就職希望だったた

め、個別支援を行った。 

 

【成果・効果】 

①コロナ禍の影響もあり、留学生の入学者につい

ては、厳しい状況であるが、外国人入試の志願

者は、昨年度より 1名増加の 8名となり、入学

についても、2名増加の 3名となった。 

②個別支援により県内企業への就職が決定した。 

 

【資料番号】 

78-1 2022(令和 4)年度入学試験実施結果（56- 

2再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

継続して学生募集と、個別の就職支援を行う。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

（１）海外学術交流協定大学との人材交流 

 イ 新たな学術交流協定の締結と国際社会で活躍できる人材育成（海外研修・留学の推進） 

 地域産業の国際化に寄与できる人材

を育成するため、「語学学習」の充実を

図る。    

79（項目 4と同じ内容のため記載な

し） 

 

－ ‐ 
 

 
 また、学生の海外研修・留学や教員の

共同研究を推進するため、海外の大学

との新たな学術交流協定の締結に取り

組む。 

 

80 クライストチャーチ工科大学と

醒吾科技大学との協定締結を目指

し協議を継続する。 

【取組内容】 

・クライストチャーチ工科大学と協定締結に向け

て、数回のオンラインミーティングを行い、本学

より提示した具体的な交流プラン（双方のカリ

キュラムで親和性の高い科目ごとの交流プラ

ン）を基に協議を進めた。引き続き、当面はオン

ラインで検討を進めることとした。 

・醒吾科技大学については、協議を行ったが、年度

途中に先方の担当者の退職があり、改めて協議

が必要な状況となった。 

【成果・効果】 

・交流プランに基づく協議が進められ、合意形成に

向けて良好な関係構築が図られた。協定締結も

見込まれていたが、先方の組織体制が変わった

ため、年度内の締結は見送られた。今後は、先方

の学内諸機関で検討し合意形成を進める旨の連

絡があった。 

【資料番号】 

80-1 クライストチャート工科大学（Ara）との 

オンラインミーティングについて 

80-2 Ara＆長野大学姉妹校交流方法案 

 

【今後の課題・方向性】 

引き続き英語圏の協定校を開拓するとともに、

協定締結を目指し協議を継続する。 

b 

（1） 

・コロナ禍であることを考慮し、今後の進展に

期待する。 

 

（3） 

・中期計画に照らし、遅延している。コロナ禍

以前からの遅延でもあり、さらに現在の状況

を踏まえて、対象校の選択肢を増やしたり、

留学の方法もオンラインの選択肢を設けたり

する等柔軟な対応を検討する必要があると考

える。 

 

b 

（２）留学生への支援体制の充実 

 ア 留学生支援体制の整備 

国際交流に関する専任スタッフの配
置等により、留学生の学修環境、就職、

進学、在留資格認定証明書交付申請等
の支援体制の充実を図る。 

81 引き続き、留学生が不安なく学

生生活を送れるよう、学修環境や出

入国や在留資格認定証明書交付申

請等の支援を行う。 

 

【取組内容】 

・継続して、専任スタッフによる下記留学生支援を

実施した。 

①留学希望者への相談・支援（11件） 

②受入留学生の入国や在留支援（10件） 

③海外協定校との事務連絡や調整（6校） 

④受入留学生の生活指導（7件） 

⑤他校生（長野外語カレッジ）と本学学生の国際 

交流についての調整 

 

a 

（1） 

・コロナ禍である特殊事情の中、きめ細かな対
応を行っていることを評価する。 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

（２）留学生への支援体制の充実 

 ア 留学生支援体制の整備 

  【成果・効果】 

 専任スタッフによる留学生、留学希望者への必

要な支援が行われている。 

 

【資料番号】 

  81-1 2021年度専門スタッフ支援内容記録 

 

【今後の課題・方向性】 

引き続き英語圏の協定校を開拓すると同時に、

海外留学支援サポートを充実する。 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
経営の責任者である理事長と教学の責任者である学長の主導の下に、法人及び大学の各組織の権限と責任を明確にし、迅速な意思決定と実行力のある組織体制を構築するとともに、教

職員全員が大学のビジョンを共有し、目標に向かって取り組む。 

また、外部有識者等の参画を得て、理事会、経営審議会、教育研究審議会等の組織の機能を強化し、戦略的な組織運営を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

（１）迅速かつ適切な運営体制の構築 

 ア 理事長と学長（副理事長）の主導の

もとに、法人及び大学の各組織の権

限と責任を明確にし、迅速な意思決

定と実行力のある組織体制を構築す

るとともに、大学のビジョン、目標に

向かって教職員全員が一丸となっ

て、取り組む。 

 

82 新理事長、新学長のもと、迅速

な意思決定と実行力のある組織体

制を構築する。また、学長学部長会

議の機能強化等を行うなど、学長が

適切なリーダーシップを発揮でき

るよう、ガバナンス改革に取り組

む。 

【取組内容】 

・全学教授会を廃止し、教学の事項は学長学部長会

議で調整し、法人の事項は理事会で意思決定す

る体制を明確にした。 

・学長のリーダーシップ発揮のため学長企画室を

設け、学長学部長会議の運営を強化した。 

【成果・効果】 

・教学と法人の意思決定プロセスが明確となった。 

・学長の意思が会議で明確に伝わり、教学の運営体

制が強化された。 

 

【資料番号】 

  82-1 公立大学法人長野大学組織体制 

82-2 教学の諸会議について（意思決定のプロ 

セス） 

【今後の課題・方向性】 

学長学部長会議と理事会を安定的に運営し、ガ

バナンス改革を進める。 

a 

（1） 

・理事長、学長の権限が明確となり、体制構築
に向けた動きとなったことを評価するが、緒
についたところと判断し、b 評価とする。 

（3） 

・役員、経営審議会、教育研究審議会のジェン

ダーバランスが偏り過ぎていることを少なく

とも過去 2 年に渡って指摘しているが、大き

な変化が見られず、大学組織、市の組織とし

ての大きなリスクであると考える。（役員 女

性 18%、経営審議会・教育研究審議会、共に

女性 0%） 

数値の目標を作る等、積極的な改革が望まれ

る。例えば経営審議会であれば、必ずしも経

営に直接携わっていなくとも、企業から審議

会員を募る場合は、人事や総務、広報等、

様々な職種の方で構成された会の方が、同職

種・同年代・同性の同質性の高い集まりより

も様々な視点が入り、健全な運営ができると

考える。 

b 

 イ 小規模組織の利点を活かし、教育

改革など具体的な政策形成の過程に

おいて、経営と教学とが日常的にす

りあわせが行える運営体制、形態の

仕組みを構築する。 

 

83 学長主導による、理事長、学長、

常任理事、事務局長等による打ち合

わせの頻度を増やし、具体的な政策

形成を推進させる。 

【取組内容】 

・7月以降、理事長学長ミーティング（理事長、学

長、副学長、常任理事、事務局長）を毎月定例で

継続的に行った。主として、教育研究に関する体

制や理事会等の運営に関する協議を行い、政策

形成を進めた。 

【成果・効果】 

・理事会や学長学部長会議の議案提出前に法人と

教学の意向を確認して進めることで政策形成が

進んだ。 

【資料番号】 

  83-1 理事会審議会関係調整会議日程表 

【今後の課題・方向性】 

理事長学長ミーティングを法人と教学の相互理

解の機会と位置づけ、具体的な政策決定に繋げ

る。 

a 

（1） 

・学長主導による理事長学長ミーティングが定期

的に開かれていることを確認し、以前と比較し

大きく改善されている。 

 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

（１）迅速かつ適切な運営体制の構築 

 ウ 不断の改革を実行するため、教職

員がその責務を自覚し、当事者意識

をもって大学運営に参画する仕組み

を構築する。 

84 重要な会議（理事会等）の議題

については、あらかじめ全部局長に

より内容等を確認する場（課長会

議）で協議することにより、議題の

精査を行う。 

【取組内容】 

・理事会等の審議事項・報告事項について、以下の

手順により議題の調整を行った。 

①課長・参事会議（草案検討・部局調整） 

②理事長学長ミーティング（法人・教学間のすり 

合わせ） 

③学長学部長会議（教学事項の調整） 

④理事会等議題調整会議（議題の最終調整） 

⑤理事会開催 

 

【成果・効果】 

・一連のプロセスにより、理事会や学長学部長会議

の議案提出前に法人、教学双方による議案の精査

が行われ、円滑な政策形成が進められた。 

 

【資料番号】 

84-1 理事会審議会関係調整会議日程表 

（83-1再掲） 

【今後の課題・方向性】 

職員が当事者意識をもって取り組むために、事

業改善・改革案については、担当が提案する草案

は事務局で十分精査したうえで各センター・委員

会等へ提案するよう徹底する。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

b 

（２）自主的・自立的かつ効率的な運営体制の構築 

 ア 理事や経営審議会委員に学外有識

者を登用して、大学改革に必要な学

内外の情報収集・分析に取り組む「総

合戦略室」を設置するなど、組織の機

能を強化し、戦略的な組織運営を行

う。 

 

85 引き続き、戦略的な事業につい

て、学長サイドに学部学科再編室を

移し強化するとともに、特に学長の

強力なリーダーシップにより推進

を図る。 

【取組内容】 

・学長の下に学部学科再編室を位置づけ、学部学科

再編についてワーキングチームを中心として継

続的に議論した。 

・理工系学部検討にあたっては、学長特別補佐を採

用し、理工系学部の準備に取り組み、教育研究分

野の具体化を進めた。 

 

【成果・効果】 

・大学院・学部学科再編構想案、再編等ロードマッ

プ案の作成など学部学科再編に関する将来構想の

具体化が図られた。 

 

【資料番号】 

85-1 学部学科再編と理工系学部に係る基本構 

想策定の検討体制図 

【今後の課題・方向性】 

 新学部の教育内容等の具体化を推進する。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

（２）自主的・自立的かつ効率的な運営体制の構築 

 イ 監査制度の活用による法人業務の

適正処理を確保する。 

（ア）監事を中心とした実効性のある

監査体制を整備する。 

（イ）監査結果を大学運営の改善に反

映させる仕組みを構築する。 

86 引き続き、内部監査を実施する

とともに、令和元年度及び令和２年

度監査において指摘された事項の

改善状況を検証する。 

【取組内容】 

・中期計画期間に合わせた年度別の監査テーマに

基づき、内部監査を実施した。ハラスメントに関

しては、適切な対応を行うために委員会の組織

体制を見直すことや調査委員会の位置付けを検

討すること、財務に関しては、防火管理上問題の

ある廊下部分の放置物や現金の管理方法、また

危機管理に関しては、業務継続計画書（BCP）の

作成を速やかに行うことなどを指摘した。 

〈令和 3年度監査テーマ〉3件 

・ハラスメント（規程及び指針の制定、委員会構成）

⇒指摘事項：4件 

・財務（資産管理）⇒指摘事項：3件 

・危機管理（危機管理対策としての窓口と対応、業

務継続計画、内部通報）⇒指摘事項：3件 

※指摘事項については、令和 4 年度のフォローア

ップ監査で改善状況の確認を行う。 

・フォローアップ監査（令和元年度・2年度指摘事

項）を行い、是正に向けた改善状況を確認した。 

〈令和元年度〉 

・人事管理（兼業、超過勤務）（指摘事項：2件） 

・学生支援（夢チャレンジ制度）（指摘事項：1件） 

〈令和 2年度〕 

・周辺会計（後援会、同窓会）（指摘事項：後援会

5件、同窓会 1件） 

・知的財産管理（指摘事項：4件） 

・安全保障輸出管理（指摘事項：2件） 

・USR（大学の社会的責任）（指摘事項：2件） 

・ICTセキュリティ対策（情報セキュリティポリシ

ーの策定）（指摘事項：1件） 

 

【成果・効果】 

・毎年フォローアップ監査を実施することによっ

て、必要とされる各種規程の制定や改廃、法改正

への対応、適切な現金の取扱いや会計処理など、

適正な事務処理や教職員の意識改革につながっ

ている。 

 

a 

（1） 

・監査においては、フォローアップ監査による
指摘事項への改善状況及びその結果が大変重
要であり、確認できたことを評価。 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

（２）自主的・自立的かつ効率的な運営体制の構築 

    

【資料番号】 

 86-1 令和 3年度内部監査計画書 

86-2 令和 3年度内部監査報告書 

 

【今後の課題・方向性】 

監査テーマに基づいた監査計画のとおり内部監

査を実施すると同時に、これまでの監査において

指摘された事項の改善状況の確認をフォローアッ

プ監査として引き続き実施する。また、第 1 期中

期計画期間が令和４年度で終了するため、令和 4年

度中に次期計画に合わせた年度別監査テーマを設

定し、監査計画に反映する。 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
地域社会から評価される大学となるべく、地域の特性や受験生のニーズ及び地域からの意見・要望を踏まえ、時代や社会に求められる学問領域、学部・学科編成を検討する。 

併せて、研究教育体制を強化・高度化するために、大学院の設置について検討する。 
 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

（１）学部・学科編成の見直し 

 開学後、速やかに学内委員に学外有
識者委員を加えた検討組織を置き、地

域社会から評価される大学となるべ
く、受験生のニーズ及び地域企業など
からの意見・要望などを踏まえ、時代や

社会に求められる学部・学科・コース編
成の改編を検討する。なお、改編にあた
っては、文理融合の視点から、現行の

「社会科学系」領域に加え、「理工系領
域」など新たな学問領域の設置を検討
する。 

87 理工系領域の学部学科を設置

するため、学部学科再編準備委員会

を中心に、地域ニーズや国等の動向

を踏まえながら、必要な検討を早急

に進める。 

また、既存３学部の改革について

は、前年度作成した改革案に基づき

引き続き検討を進め、具体的、現実

的な学部概要及び改革スケジュー

ルを早急に策定する。 

【取組内容】 

・理工系学部の検討については、令和 3 年 8 月か

ら学長特別補佐を採用、学長アドバイザーの委

嘱を新たに行い、具体化に向けた更なる体制強

化を図り、学部学科再編等準備委員会の開催等

検討を進め、11 月に大学院・学部学科再編構想

案、再編等ロードマップ案としてまとめ、理事会

の承認を経て、12 月に文部科学省への相談、長

野県・上田市議会へ報告を行った。 

・既存 3 学部については、理工系学部に併せて企

業情報学部と環境ツーリズム学部の統合、社会

福祉学部の見直し等の検討状況の報告を理事

会、関係機関等へ報告、相談等を行った。 

・施設整備に関しては、11 月から理工系学部を中

心とした設備器具や実験室等諸室構成等の検討

に着手し、1月理事会に基本的な整備の考え方、

全体予算のイメージ、新施設内諸室の構成、面積

等、施設整備の概要を報告した。3月には新施設

規模、機能、工程等の方針を固めるための新棟基

本計画策定支援業務委託を行い同業務に着手し

た。 

【成果・効果】 

・構想案等を用い文科省へ事前協議を行い認可に

あたっての国の基本的な考え方を確認するとと

もに、県や市議会ほか関係機関への報告・相談

により更なる協力依頼や意見聴取を行い計画に

反映させた。 

 

【資料番号】 

87-1 学部学科再編と理工系学部に係る基本構

想策定の検討体制図（85-1再掲） 

87-2 大学院・学部学科再編構想案（17-1再掲） 

87-3 学部学科再編に係る施設整備の概要につ

いて 

87-4 新棟基本計画策定支援業務委託契約書 

 

b 

（1） 

・理工系領域の学部学科の設置のための具体的

な案及びこれに対する関係各所との調整等の
取組が進んでいる。 

 

（3） 

・理工系学部設置、大学院・学部学科再編構
想、淡水生物学研究所等、長野大学の今後を

左右する重要な運営決定を適切なタイミング
で行っていく必要がある 

 

b 

  



100 

 

   
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

（１）学部・学科編成の見直し 

   【今後の課題・方向性】 

 新学部設置に向けた検討の加速に向け、引き続

き主要教員の確保を進める。学部学科再編及び施

設整備の検討の具体化と並行して財政面での検討

や関係者への説明と理解、支援を得る。合わせて、

既存 2 学部統合も含め、文部科学省への設置認可

申請の準備に着手する。社会福祉学部は引き続き

教育研究内容の見直し、規模の適正化の検討を行

う。 

 

 

 

（２）大学院設置の検討 

 地域づくりを担い、地元企業や組織

で必要とされる高度な人材を育成する

とともに、専門的な資格の取得を促進

し、地域課題の解決に寄与する「大学

院」の設置を開学後、速やかに学内委員

に学外有識者委員を加えた検討組織を

置き、検討する。 

 

88（中期計画達成）  

― － 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 ３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
人事政策を立案する組織を設置するとともに、教職員に対して公立大学の職員としての自覚を喚起する。 

また、能力、意欲及び業績が適切に評価され、処遇に反映されるなど、教職員にインセンティブが働く制度を構築し、資質の向上と人事の適正化を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

（１）柔軟な人事制度の構築 

 ア 特任教員等の任用制度を導入する。 89 中期計画達成済 － ‐   

 イ 裁量労働制を導入する。（平成３０

年度～） 

90 教員の働き方として、組織の簡

素化等により管理運営業務に従事

する時間を減少させ、教育・研究業

務への従事時間を増加させるなど

の課題に取り組み、裁量労働制の導

入に向けての協議を進める。 

【取組内容】 

・大学の労務管理取り扱う労務コンサルタントと

の業務契約を締結し支援を受けながら、裁量労

働制の導入に向けた協議に必要な情報収集を進

めた。この結果、上田労働基準監督署専門官に相

談のうえ、淡水生物学研究所事業場の教員と裁

量労働協定を締結し届け出た。 

 

【成果・効果】 

・淡水生物学研究所事業場の教員に裁量労働制が

導入された。 

 

【資料番号】 

  90-1 専門型裁量労働制に関する労使協定書 

（淡水研事業場） 

 

【今後の課題・方向性】 

 長野大学事業場教員の裁量労働の協議を進める

ため、上田労働基準監督署の指導の下、導入の可能

性の判定を受けたうえで、労務コンサルタントの

支援を受けながら、対象教員への説明、過半数代表

者との協議を進める。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する 

 

b 

（２）教員業績評価制度の構築 

 開学後、速やかに教育・研究の促進を
目的とした、多面的な視点による新た
な教員業績評価制度を検討するととも

に、評価結果を研究費の増額やサバテ
ィカル制度の活用等に反映させるなど
インセンティブが働く仕組みを構築す

る。（令和元年度～） 

91 教員業績評価結果により、イン

センティブを付与する仕組みを導

入する。 

また、事務職員の評価制度の導入

に向け、評価者研修・被評価者研修

等を計画する。 

【取組内容】 

・教員年度別評価に基づいた学長表彰制度を設置

し、インセンティブとして報奨金を翌年度の研

究費に反映する仕組みを導入した。 

・事務職員の評価制度の導入に向け、評価フロー及

び職位ごとの評価基準（案）を作成した。来年度

の本格導入に向けて、外部委託による評価者研

修・被評価者研修等を実施したほか、評価フロー

に基づく評価（試行）を実施するなど、導入準備

を進めた。 

 

b 

（1） 

・インセンティブを付与する仕組みの導入を確

認した。また、事務職員の評価制度導入に向

けての準備が整ったことを確認した。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

（２）教員業績評価制度の構築 

    

【成果・効果】 

・教員業績評価制度の本格運用にあわせて、インセ

ンティブを付与する制度が導入された。 

・事務職員の評価制度プロセスが整理され、導入に

向けた具体的な準備が整った。 

 

【資料番号】 

91-1 長野大学学長表彰要項(62-6再掲) 

91-2 学長報告（学長表彰の連絡） 

91-3 事務職員能力行動評価フロー（試行） 

91-4 評価・面談シート 

91-5 評価基準の具体的評価例 

 

【今後の課題・方向性】 

 事務職員の評価制度に関する規程等を制定し、

評価制度を本格導入する。 

 

- 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

（３）職員の資質向上に関する取組  

 公立大学法人職員に必要な教育研究

活動支援等の知識及び技能習得や、職

員の能力及び資質を向上させるための

SD 活動（Ｓｔａｆｆ Ｄｅｖｅｌｏｐ

ｍｅｎｔ：大学等の管理運営組織が、

目的・目標の達成に向けて十分機能す

るよう、管理運営や教育・研究支援に

関わる事務職員・技術職員又はその支

援組織の資質向上のために実施される

研修）などの研修を行う。 

 

92 職員研修に関する年度計画を

策定し、計画的なＳＤ（スタッフ デ

ィベロップメント）を推進する。 

【取組内容】 

・業務に関する研修、職員としての資質を高める研

修等に計画的に参加するよう推進し、研修後の

報告を総務人事担当で集約した。 

・教務系若手職員を県内大学に研修出張させた（信

州大学学務部、工学部、長野県立大学） 

・新規採用職員に対して入職前研修を実施した。 

 

【成果・効果】 

・業務に関する研修と公立大学職員の資質向上の

ための研修を整理した。 

・若手職員の特に、教学部門の意識高揚につながっ

た。 

・入職前の研修プログラムを初めて行った。 

 

【資料番号】 

92-1 令和 3年度職員研修実績 

92-2 教務系若手職員研修報告書 

92-3 内定者研修の実績 

 

【今後の課題・方向性】 

 公立大学協会の「公立大学教職員研修システム」

を軸とした職員の職位や業務に応じた研修プログ

ラムを策定し推進する。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 

 また、関連団体が実施する研修に参

加する機会を設け、公立大学法人の職

員としての自覚を喚起する。 

93 新型コロナウイルス感染症に

配慮しながら、研修会への派遣（オ

ンラインによる受講）等を行う。 

【取組内容】 

・新型コロナウイルス感染症に配慮しながら、可能

な限りオンラインによる研修会への派遣を行っ

た。 

 

【成果・効果】 

・本学職員の職位や業務に応じた研修プログラム

を策定する基盤となった。 

 

【資料番号】 

93-1 令和 3年度職員研修実績（92-1再掲） 

93-2 内定者研修の実績（92-3再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

コロナ禍がしばらく続くことが予測される。引

き続き、影響なく研修が遂行できるオンライン研

修を想定して研修計画を選択していく。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 ４ 事務の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 事務処理の簡素化、外部委託の活用、情報化の推進等によって効率化・合理化を図るとともに、事務組織の見直しを随時行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 事務の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

 （１）事務処理の内容及び方法につい

て、定期的な点検を実施し、必要に

応じて改善を行う。 

 

94（１）中期計画の見込評価結果を

踏まえ、第２期中期計画において実

施すべき事業の洗い出しを行う。 

【取組内容】 
・内部統制システムの整備の状況と第 1 期中期計
画期間中の見通しを踏まえ、第 1 期中期計画期

間においては、会議・研修のオンライン化やデジ
タル環境の高度化などを推進し各部局の業務の
見直し業務改善を行い、規程等の改正を行った。

第 2 期中期計画においては、内部統制システム
における未着手事項である「反社会的勢力への
対応方針」と「人事ローテーション、人事管理方

針策定」を実施すべき事業と整理した。 
【成果・効果】 
・今後の実施すべき事業が明確となった。 

 
【資料番号】 
 94-1 令和 3年度新規制定・改正規程等一覧 

（6-1再掲） 
【今後の課題・方向性】 
 事務の効率化を図るため、事務処理や規則等の

会議資料のデジタル化を推進する。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 

 （２）業務内容の変化に柔軟に対応し、

効果的かつ効率的な事務処理がで

きるよう、事務組織の定期的な見

直しを行う。 

 

95 （２）人件費削減を念頭に、事務

業務の機械化（ＡＩ化）や、外部委

託化についての検討を実施し、進め

る。 

【取組内容】 

・若手業務改善ワーキングチームからの提言を受
けて、必要に応じてデュアルモニター化を図る
など業務効率化を図った。 

・規程等の管理に関する業務の効率化を図るため、
管理システムの導入ついて検討を開始し、令和
４年度の導入を目指して準備を進めた。 

【成果・効果】 
・デュアルモニターの導入により、業務作業効率が
向上した。 

・規程等の管理システム導入の見通しを立てるこ
とができた。 

 

【資料番号】 
 95-1 若手業務改善等ワーキングチーム第 8 回

議事録 

95-2 規程等総合管理システム検討資料 
【今後の課題・方向性】 
 規程等総合管理システムを導入するほか、稟議

書の電子化に向けた検討を開始する。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 事務の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

 （３）全学的な課題（退学者減少等）に

迅速に対応できるよう、組織横断

的に取り組むプロジェクトチーム

を柔軟に発足させる体制を整備す

る。 

96 （３）若手事務職員による業務

改善の提案内容等を踏まえ、各部署

横断のプロジェクトチームにより

業務改善事業を推進する。 

【取組内容】 

・若手業務改善ワーキングチームによる業務改善

案を受け、課長・参事会議に実施案を共有し、具

体的な業務改善に向けて準備した。 

 

【成果・効果】 

・業務改善事項を明確にした。 

 

【資料番号】 

 96-1 若手業務改善等ワーキングチーム報告 

 

【今後の課題・方向性】 

 具体的な業務改善の実施と結果の検証を行う。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・若手業務改善ワーキングチームからの提言に

よる新たな目線での業務効率化は大変重要で

あり、それが恒常的に進むよう期待する。 

b 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 １ 安定的な経営確保に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
安定的な経営を維持するため、経営責任の明確化による戦略的な大学運営を実現し、志願者の増加と入学定員の確保、並びに自己収入の増加と経費削減に取り組み、収支構造の改善

を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 安定的な経営確保に関する目標を達成するための措置 

（１）組織の見直し 

 ア 学部・学科再編の検討 

 平成２９年度から、志願状況や入学者
の成績の追跡調査を実施し、 

97  引き続き、様々な能力や意欲の

ある学生を受け入れられるよう志

願状況や入学者の成績の追跡調査

を行い、 

【取組内容】  

・入学者の成績等に関する追跡調査を実施した。 

①入学後の学修状況調査（入試区分ごとの GPA を

精査） 

②学生の定着状況の調査（入試区分ごとの退学除

籍者） 

③キャリア調査（入試区分ごとの就職実績の資料

及び社会福祉学学部国家試験の合格状況の調

査） 

④入試区分別地域別（県内、県外、定住）の入学者

推移 

 

【成果・効果】 

・入試区分別の学生の学修状況を確認し、成績、資

格取得状況等に関して大きな差異がないことが

確認され、今後の入試制度の見直しに向けた重

要な情報として学内で共有された。 

 

【資料番号】 

97-1 入試制度（入試区分別定員）の点検結果 

報告 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、調査結果の分析を行う。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（3） 

・入試制度の点検結果は重要なデータであり、

今後継続的にデータをとり適切な学生の獲得

につなげることを望む。 

b 

 地元の高校及び地域経済界等の要望
提言を参考に、学部・学科再編に向けて
現行の学部・学科のカリキュラム編成

の見直しに着手する。 

98  これまでの追跡調査を踏まえ、

今後の学部・学科再編に向けて、学

生募集及び入学者選抜の方針につ

いても検討を続ける。 

【取組内容】 

・入学者アンケートにおいて「入学の理由」に関す

る設問の回答として「公立大学だから」の割合が

年々減少し「興味のある学部があるから」が増え

ていることを踏まえ、学部の教育内容を前面に

出した広報を推進した。 

・学部・学科再編スケジュールを踏まえ、入試制度

（科目）の変更に関する周知について準備を進

めた。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 安定的な経営確保に関する目標を達成するための措置 

（１）組織の見直し 

 ア 学部・学科再編の検討 

   【成果・効果】 

・大学ホームページの「ニュース&トピックス」に

本学の教育の柱である地域協働型教育の実践例

を中心に 176件（前年度比約 70件増）掲載し、

積極的な情報発信を行われた。 

・令和 7 年度入試から大学入学共通テストの科目

が変更されることから、2年前ルールに基づく事

前周知に漏れが生じないよう、学部・学科科再編

スケジュールを踏まえた進捗管理表を作成し

た。 

【資料番号】 

  98-1 2021年度入学者アンケート 

 98-2 長野大学ホームページ News&Topics 掲

載一覧（2021年度） 

98-3 学部学科再編を踏まえた入試ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

 

【今後の課題・方向性】 

 高校で行われている「総合的な探求の時間」を発

展させる学びをカリキュラム上明確に位置付ける

ことを検討する。 

 

 

 

 

 イ 適正な入学定員の見直し 

 平成３０年度募集入試から新たなコ

ースを設定するなどして、環境ツーリ

ズム学部及び企業情報学部の入学定員

を見直す。 

99 志願者増のために必要な施策

を行う。一方で、定員管理について

は引き続き厳格に行う。 

 

【取組内容】 

・厳格な定員管理に向けた施策の一環として、令和

4 年度入試における入学者目標数値と各入試区

分別の目標数値を設定した。 

 

【成果・効果】 

・入学者目標数値 380 名に対し 378 名の入学者を

確保した。 

 

【資料番号】 

 99-1 令和 4年度入学者の目標数値 

 

【今後の課題・方向性】 

 認可申請に向け、引き続き定員管理を厳格に行

う。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）志願者増加と入学定員の確保 

 ア 学生募集活動 

 学ぶ意欲の高い志願者を安定的に確

保し、増加させるため、ホームページや

大学案内、進学業者の媒体などで、大学

の特徴や学びの内容の周知を図るなど

「間接広報」を展開するとともに、 

 

 

100 【間接広報の充実】 

コロナ禍においても本学の特徴や

学びの内容を広く周知するため、前

年度実施したオープンキャンパス

での大学紹介や大学院説明会・シン

ポジウムの映像配信といったオン

ラインによる情報発信を引き続き

充実させる。 

【取組内容】 

・教育研究活動等を広報するため、学部、研究科及

び附属機関（研究所）に対し定期的にニュースを

発信するよう周知し、広報入試で取りまとめて

情報発信を行った。 

・大学ホームページに「動画で見る長野大学」を設

けて、映像配信を充実させた。 

 

【成果・効果】 

・ニュース配信による情報発信の年間件数が 167

件となり、前年度の 110件を大幅に上回った。 

・ニュース配信や映像配信による大学ホームペー

ジの充実により間接広報による学生募集活動の

推進が図られている。 

 

【資料番号】 

 100-1 大学案内パンフレット 

100-2 キャンパスニュース 2021年度 

100-3 長野大学ホームページ News&Topics掲 

載一覧（2021年度）（98-2再掲） 

100-4 長野大学ホームページ（動画で見る長野 

大学） 

 

【今後の課題・方向性】 

 ホームページのリニューアルを機にさらに情報

発信を促進する。 

 

a 

（1） 

・充実した情報発信が用意されていると評価す

る。 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）志願者増加と入学定員の確保 

 ア 学生募集活動 

 オープンキャンパス、進学相談会の

参加ほか、志願者分析による対象地域

高校等への高校訪問や教員対象説明会

を開催するなど「直接広報」を戦略的に

展開する。 

 

101 【直接広報の見直し】 

直接広報は、新型コロナウイルス

感染症に配慮し実施する。状況に応

じてリモート等オンラインを利用

した間接広報を取り入れながら、よ

り効果的な学生募集活動を展開す

ることにより、志願者の確保に努め

る。 

【取組内容】 

・コロナ禍の状況下において、前学期は広報媒体の

郵送やオンラインでの説明会等間接広報中心の

募集活動であったが、９月以降高校側の受け入

れ状況を見ながら高校訪問を行い、直接広報〈高

校訪問、オンラインによる説明等）と間接広報

（Web、広告等）を織り交ぜての広報活動を行っ

た。 

・オープンキャンパスでは、昨年に引き続き動画配

信、オンラインでの大学入試説明会を行ったほ

か、学生企画の配信などを行った。 

 

【成果・効果】 

・コロナ禍においても、限られた人員で効果的な学

生募集活動を推進し、中期計画に掲げる目標数

値（一般選抜の募集人員の 5 倍の志願者確保）

を達成した（一般選抜志願者 1,307 名、志願倍

率 6.9倍）。 

・オープンキャンパス参加者は前年度から約 50名

の増加となった。初めて実施した学生企画はア

ンケートで高い評価を得られた。 

 

【資料番号】 

  101-1  大学・入学説明会開催のご案内（一部） 

101-2  大学・入試説明会資料（58－3再掲） 

101-3  大学・入試説明会実施結果 

101-4 オープンキャンパスチラシ 

101-5 オープンキャンパス実施結果 

 

【今後の課題・方向性】 

オープンキャンパスを対面で実施する方向で準

備を進める。 

b 

（1） 

・コロナ禍の状況下において、できる範囲の取

り組みがされていると判断できる。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）志願者増加と入学定員の確保 

 ア 学生募集活動 

 高校訪問は、県内及び近隣県を中心

にした対象地域で行い、 

１）研究・教育の内容、学びの特徴、本

学の取り組みや成果について理解

を図る。 

２）高校側が求める「就職に関する情報

（就職実績、サポート体制）」、「卒

業生（在学生）の現況」、また入試

制度に関する情報を伝える。 

３）本学への要望（入試制度、高大連携、

大学との協働学修のニーズなど）

を聴き取る「広聴活動」を強化す

る。 

 

102 近隣の高校及び高校生への情

報提供については、可能な範囲で対

面により実施できるよう高校訪問

の実施形態や内容を工夫する。 

【取組内容】 

・県内の高校に対し、広報媒体、入試情報を提供す

るとともに、志願者の有無、当該高校の進学状況

の把握等を行った。特に進路指導室だけではな

く、可能な限り学校長に面会して本学の教育内

容を説明し、学生送り出しの依頼を行った。 

 

【成果・効果】 

・中期計画に掲げる目標数値（一般選抜の募集人員

の 5 倍の志願者確保）を達成した（一般選抜志

願者 1,307名、志願倍率 6.9倍）。 

・昨年度から県内高校出身の志願者が 19名、入学

者 8名増加した。 

 

【資料番号】 

102-1 県内高校別志願者・入学者一覧 

（56-4再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

会場ガイダンス、大学見学などが 4 月早々から

始まることから、新しい大学案内、ニュース等を早

期に作成し、必要な情報を志願者に早めに伝えら

れるようにする。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 

 また、志願者データや新入生アンケ

ートの分析を基に、志願者増を図る地

方試験会場を適切に設定するなど入学

定員の確保に向けた対応を強化し、公

立大学の平均志願倍率（一般入試５倍

程度）を目指す。 

103 また、安定した志願者数を確

保するため、一般選抜志願者に向け

た情報発信についても創意工夫を

図るとともに、適切な試験会場を設

定する。 

【取組内容】 

・一般選抜の志願者を確保するため、共通テスト後

の受験生に対する間接広報（DM 等によるチラシ

の配信）を行い、全国的な認知度の向上を図っ

た。 

【成果・効果】 

・一般選抜の志願者数は前年度比 77名減となった

が、中期計画に掲げる目標数値（一般選抜の募集

人員の 5 倍の志願者確保）を達成した（一般選

抜志願者 1,307名、志願倍率 6.9倍）。 

 

【資料番号】 

  103-1 共通テスト直後の大学紹介 DM用チラシ 

103-2 入試直前激励号都道府県・高校ランク別 

発送件数 

 

【今後の課題・方向性】 

 志願者確保に向け、ガイダンス出席、説明会の開

催、オープンキャンパス、間接広報等必要な施策を

実施する。 

a 

 (1)(3) 

・ｂ評価の昨年に比して、情報発信や試験会場

について大きな進展、実績は見られないた

め、ｂ評価とした。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 大学広報 

 【大学広報】 

地域における教育研究活動の浸透と
大学のブランドイメージの向上を図る
ため、ホームページ（公式ページ）の内

容の充実を図るとともに、各種メディ
アで発信できるよう報道機関への情報
提供（プレスリリース）を積極的に行

う。 

104【大学広報】 

 約１０年間運用してきたホーム

ページをリニューアルし、機能強

化を図るとともに、運用体制も見

直す。また、ゼミナール等で個別

に発行する冊子等については、地

域づくり総合センターを窓口にし

て集約し、広報媒体として活用す

る。 

【取組内容】 

・大学ホームページの部分的なリニューアルを実

施し、トップページの刷新、スマートフォン対

応（レスポンシブル対応）、過年度データのアー

カイブ化（ホームページ更新処理を迅速に行う

ための対応）を行った。 

・情報発信については、これまでの教職員が各自

で大学ホームぺージの情報を更新する運用方法

が形骸化してきたため、教育・研究に関する情

報は、広報入試担当が整理・発信するよう運用

体制を見直した。 

・ゼミナールで制作した冊子を学生募集活動（地

域協働型教育の事例として紹介）に活用した。 

 

【成果・効果】 

・ホームページのリニューアルにより、Web更新に

係る時間が短縮され、業務の効率化につながっ

た。 

・運用体制の見直しにより、情報の発信件数が大

幅に増加した。 

 

【資料番号】 

 104-1 ホームページリニューアル画面 

 

【今後の課題・方向性】 

 ホームページの本格的なリニューアルは、令和

5年のサーバ移行時期実施することとし、今後は、

プロポーザル仕様書作成などの準備を進める。 

 

a 

(1)(3) 

・一部リニューアルによる更新時間の短縮及び
業務効率化や情報発信件数の拡大は大きな効
果と認めるが、本質的に見やすさや見つけや
すさ（欲しい情報がすぐ見られる）という観
点（利用者側としての最重要課題）では更な
る改良の余地があると考えるため、改善の余
地を残し b 評価とする。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 大学広報 

 【地域への情報発信】 

大学の運営状況や教育研究活動の状
況など、ホームページ等で積極的に公
開するとともに、設置者である上田市

及び市議会に随時運営状況を報告す
る。 

105【地域への情報発信】 

 公立化後４年間の取り組みにつ

いてホームページ等を通じて議会

や市民に説明するとともに、中期

計画の見込評価結果を踏まえて、

次期中期計画を見据えた行動計画

の策定とその公表を検討する。 

 大学院設置を広く周知するた

め、記念行事を実施するほか、上

田地域産業展において、本学の取

り組みについて周知する。 

【取組内容】 

・4 月 3 日に大学院総合福祉学研究科の開設式、

11 月 15 日に淡水生物学研究所の開所式を開催

し、その様子を報道機関等の取材や大学ホーム

ページ、上田地域産業展オンライン等により情

報発信した。 

・公立大学法人化以降の教育研究活動や財務等の

状況をまとめたファクトブック及び財務レポー

トを発行した。その他の教育研究活動について

も大学ホームページ等により随時、情報発信し

た。 

・上田市議会に対しては、上田市担当部局を通じ

て 6 月議会で令和 3 年度の年度計画を、9 月議

会で令和 2 年度の決算報告を行った。また、上

田市議会に設置された長野大学改革推進研究委

員会からの要請に基づき、本学関係者が委員会

の会議に 7 回出席し、大学の運営状況及び課題

と改善方策の説明・報告を行った。 

・中期計画及び年度計画推進委員会を設置し、次

期中期計画の策定等について委員会の統括の

下、上田市担当部局と調整の上で策定方針やス

ケジュール、学内分担等を検討した。 

 

【成果・効果】 

・上田地域産業展オンラインでは、10月から 1月

の 4 か月間で本学のページに 479 回のアクセス

があり、出展者の中では 3 番目に多い閲覧を得

た。 

・ファクトブック 2021、財務レポート 2021は内容

をわかりやすく、見やすいデザインで作成し、

ホームページで公表することで積極的な情報公

開を行った。 

・長野大学改革推進研究委員会での説明・報告を

通じて、大学運営の課題に対する提言を得、改

善に向けた取組の指針とし、早期に可能な対応

を行った。 

・中期計画及び年度計画推進委員会で第 2 期中期

目標・中期計画の策定の基本方針とスケジュー

ルを明確にした。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 大学広報 

   【資料番号】 

105-1 長野大学ホームページ(大学院総合福祉学

研究科 開設式を挙行) 

105-2 長野大学ホームページ(淡水生物学研究所

開所式 開催報告) （61-5再掲） 

105-3 上田地域産業展ホームページ(公立大学法

人長野大学) 

105-4 上田地域産業展報告書 

105-5 公立大学法人長野大学 FACTBOOK2021 

105-6 公立大学法人長野大学財務レポート 2021 

105-7 公立大学法人長野大学中期計画及び年度

計画推進委員会規程 

105-8 中期計画及び年度計画推進委員会 議事録 

105-9 第 2期中期目標・中期計画策定に関する基

本的な考え方・スケジュール 

 

【今後の課題・方向性】 

大学ホームページや上田地域産業展等の機会を

利活用して積極的な情報公開に努めるとともに、

教育研究活動や財務等の情報を、ステークホルダ

ーにより分かりやすく伝えられるように取り組

む。 

 

 

 

 【シンボルマーク等の策定】 

市民の期待に応える新大学として、

対外的なアピールを強化するため、新
たに大学の理念、ビジョン、校歌、校
章、シンボルマークなどを、学内選定

委員会を設置し、新規制定を検討する。 

106【シンボルマーク等の策定】 

教職員・学生・学外者がシンボ

ルマークを使用するための制度を

定めるとともに、適切な運用体制

を整備する。 

【取組内容】 

・シンボルマークについて、弁理士等の専門家に

委託して商標権の登録に向けて手続きを進めた

（令和 4年度取得予定）。併せて権利を保護・管

理しつつ、教職員や学生等がコンプライアンス

を遵守し、かつ有効にシンボルマークを使用す

るための規程を制定した。 

 

【成果・効果】 

・シンボルマークの使用申請に係るフロー図を作

成し、ホームページで教職員や学生等に対して

周知することで、有効に活用される体制が整備

された。 

 

【資料番号】 

106-1 商標権登録業務委託契約書等 

106-2 公立大学法人長野大学シンボルマーク等

に関する規程 

106-3 長野大学ホームページ(シンボルマーク、

ロゴマークについて) 

106-4 シンボルマーク等の使用手続きフロー図 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 大学広報 

    

【今後の課題・方向性】 

規程に基づいて適切に運用する。商標権の登録

業務については、特許事務所に委託し、令和 4 年

度中に完了する予定だが、登録について 12ヵ月か

ら 15ヵ月の期間を要するため、進捗によっては令

和 5年度に完了する場合がある。 

 

 

 

 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 ２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
学生納付金は、入学定員の確保や社会情勢、法人の収支状況等を勘案した適切な金額を設定し、安定した収入の確保に努める。 

 また、科学研究費助成事業のほか、各種補助金、共同研究・受託研究収入、寄附金など、外部資金獲得のための組織体制を構築し、積極的に外部資金の獲得を図る。 
 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 学生納付金は、公立大学として、全国

の国公立大学との志願者獲得競争に対
抗しうる、また高等教育の機会均等に
果たす役割を踏まえ、自己収入が増加

（経営努力認定：入学定員超過など）し
た場合は、他の国公立大学との均衡を
踏まえた適切な額となるよう見直し、

上田市議会の議決、上田市の認可を得
るよう取り組む。 

107【学生納付金見直し】 

学生納付金を適切な額に設定す

ることについて、引き続き検討を行

う。また、受益者負担の原則に基づ

き、実習費等の実費徴収を検討する

とともに、自己収入の増加に向けた

取組を行う。 

【取組内容】 

・社会福祉学部の国家資格課程に係る実習費等に

ついて、受益者負担の考え方に基づき、別途徴収

の在り方と方策を検討し、令和 5 年度から実施

するために必要な制度設計や入学予定者への周

知を進めた。 

 

【成果・効果】 

・令和 5 年度から実習費を徴収するために金額設

定の考え方や実施スケジュールが整理された。 

 

【資料番号】 

107-1 社会福祉学部実習費の徴収について ・ 

進捗状況 

107-2 2022(令和 4)年度入学手続きのご案内 
 

【今後の課題・方向性】 

経費抑制は強く意識しつつ、収支均衡の原則に

鑑みれば、必要経費に対する収入の確保は必須で

あり、学生納付金の減額は運営費交付金等の他の

財源依存割合の増加にもつながることを含め、慎

重な検討が要る。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 （１）地元企業や団体、個人への寄付金
募集等により、自己収入の確保を
図る。 

108 （１）ホームページの活用を強

化するなど、コロナ禍を踏まえた募

集活動を展開するとともに、寄附金

事業の具現化や寄附手続きの簡略

化により寄附の拡大を図る。 

【取組内容】 

・長野大学未来創造基金への寄附手続きを簡略化

するため、Web上でのクレジットカード決済によ

る寄附受入システムを 11月から導入し、寄附件

数の増加を図った。 

・未来創造基金の案内リーフレットについて、教

育研究活動の写真を多く用いたデザインに刷新

し、基金に関心を持ってもらうとともに寄附の

依頼を伝わりやすくした。併せて外部委員を含

む長野大学未来創造基金運営委員会において、

より積極的な寄附者確保に向けた募集広報策を

検討し、長野大学後援会の会報等と合わせた配

布や大学ホームページでの広報を行った。 

 

【成果・効果】 

・クレジットカード決済により 4件 55千円の寄附

を受けた。 

・長野大学後援会会員に刷新した案内リーフレッ

トを送付した後、在学生の家族から 4 件 340 千

円の寄附を受けた。 

・未来創造基金全体として令和 2 年度に対して寄

附件数、金額が増加した。 

（長野大学未来創造基金 寄附金受入実績） 

 H30実績  31件 1,668千円 

 R1実績    12件  623千円 

 R2実績      6件 1,083千円 

 R3実績     13件 5,894千円 

 

【資料番号】 

108-1 長野大学ホームページ(未来創造基金寄附

申込方法) 

108-2 公立大学長野大学未来創造基金ﾘｰﾌﾚｯﾄ 

108-3 令和 3年度未来創造基金寄附者一覧 

 

【今後の課題・方向性】 

 長野大学未来創造基金の有効な活用計画の策

定、及び寄附件数の増加を図るための積極的な広

報活動の展開。 

 

b 

（1） 

・様々な寄付金事業の周知により、寄附金受入
額が最高額になったことは大きな評価であ
る。今後の継続を望む。 

 

（3） 

・大学院開設と理工系設置学部再編に合わせ、

「長野大学地域づくり総合センター」等を中

核として、企業を中心とした教育振興会のよ

うな任意団体をつくり、一社大口に頼った寄

付だけでなく、広く多くの企業・団体からの

継続的寄付を得られるスキームを作っていく

というアイデアもある。 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 （２）外部資金等の募集情報を積極的
に収集、教員に迅速に提供し、申請

に当たっての内容説明や申請書類
作成支援を行うなど、研究支援の
体制を強化し、科学研究費助成事

業のほか各種補助金、各種寄付金、
共同研究・受託研究収入など競争
的外部資金獲得を図る。 

109 （２）外部資金等の募集情報を

積極的に収集し、教員に迅速に提供

するなど、申請に当たっての内容の

説明や申請書類作成支援を行い、研

究支援の体制を強化することによ

り、科学研究費助成事業のほか各種

補助金、各種寄付金、共同研究・受

託研究収入など競争的外部資金獲

得を図る。 

【取組内容】 

・地域づくり総合センターにおいて、学外の団体等

が公募する競争的外部資金の募集情報を収集

し、その都度、研究者に電子メールで発信した

（年間 53件）。 

・専門家による申請書類作成支援相談を 10件実施

した。 

・新規の受託研究として、長野県上田地域振興局と

農業資産の魅力 UPに関する研究に取り組んだ。 

 

【成果・効果】 

・外部資金への申請率は、50.8%(32件(科研申請含

む)/教員 63 名)であり、目標値の公立大学の新

規申請率 43.5%以上を達成した。 

・科研費の採択件数は 16件中 4件、採択率 25％と

なり、昨年度に引き続き、公立大学の平件採択率

25%を達成した。 

・長野県上田地域振興局との受託事業では、稲倉の

棚田の農業資産の魅力アップ体感プログラムを

開発することにより、上田地域の魅力発信に貢

献した。 

 

【資料番号】 

109-1 競争的外部資金申請状況(科研以外） 

（62-3再掲） 

109-2 科研費専門家による面談、添削指導実施 

状況（62-2再掲） 

109-3 委託研究完了報告書（コーセー）（61-3再 

掲） 

109-4 農業資産の魅力度アップ事業生態系体 

   感プログラム構築業務報告書（61-4再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、外部資金等の募集情報の周知の促進

と申請に関する支援を実施する。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 （３）学生募集状況を踏まえ、適正な入
学定員の見直しを行う。 

110 （３）将来的な学部統廃合や、

理工系学部設置の際に、安定した収

入が確保できる定員設定が必要で

ある事から、将来に向けた財政シミ

ュレーションの精度を高める。 

 

【取組内容】 

・学部学科再編の検討に係る財務シミュレーショ

ン作成にあたり前提条件として全学で入学定員

340名とし、その他に想定される要因を、①学部

学科構成で 4 パターン、②施設整備計画で 3 パ

ターン、③学生納付金設定で 2 パターンに区分

して設定し、合計 24パターンの財務シミュレー

ション資料を作成した。併せて施設整備に係る

財源について、会計処理への影響も考慮する資

料を作成し検討した。 

・将来構想の基礎データとして、国立大学法人が

用いる財務分析手法を参考に、本学の財務指標

の経年推移の把握や、近隣県に所在する国公立

大学及び学部構成や私立大学から公立化した大

学等の類似性のあるベンチマーク大学との比較

による財務分析を行った。 

 

【成果・効果】 

・財務シミュレーションの結果を踏まえた学部学

科再編の検討により、シミュレーションパター

ン④⑧(再編後の入学定員 340 名、教員総数 75

名、施設整備事業費、学生納付金設定額は現行

どおり)を財務面の基軸として設定した。また、

施設整備の財源に借入金を含む場合、その会計

処理により本学全体の財務へのネガティブな影

響が生じることを確認し、上田市担当部局とも

共有して今後の方策を検討する材料とした。 

・財務指標の分析により、ベンチマーク大学との比

較では、各大学の規模や教育研究内容、法人設立

の背景や設立団体の財務的関与の度合い等の違

いによる財務面への表れが確認でき、例えば本

学の人件費比率は突出していないこと等の分析

結果を得た。それらを踏まえ、まずは本学の経年

の財務推移を基に、更なる財務体質の向上に取

り組むこととした。併せて、理系学部を有する公

立大学との財務比較により、学部学科再編後の

財務計画の参考データを得た。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（2） 

・学部学科再編に対して考えられる要因の変化

による 24 パターンの財務シミュレーションが

行われたことを評価する。今後の検討の基本

資料となり、様々な議論の根拠となると考え

る。 

 

（3） 

・ベンチマークとしての他大学との比較も一手

法ではあるが、当大学の特徴や目的見失わ

ず、持続可能な運営体制に持っていけるよう

検証を繰り返してほしい。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

    

【資料番号】 

110-1 財務シミュレーション設定条件の主な 

ポイント結果概要 

110-2 パターン別シミュレーション比較表 

110-3 財務シミュレーション（抜粋） 

110-4 理事会報告：財務指標による長野大学の 

財務状況について 

110-5 財務指標分析による長野大学の財務状 

況資料（令和 2年度決算） 

110-6 資産と借入金会計 

 

【今後の課題・方向性】 

学部学科再編等、大学改革の取組と連動しなが

ら財務シミュレーションを更新し、健全経営を図

る。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 （４）業務に関する料金や受益者負担
金について、他大学の動向や法人

の収支状況等を考慮した料金設定
を行う。 

111（４）大学院設置等に伴う料金

設定の見直しを踏まえ、必要な規

程の改正等を行う。 

 

【取組内容】 

・大学院開設に伴い関連する「公立大学法人長野大

学の授業料及びその他の料金に関する規程」を

改正した。 

 

【成果・効果】 

・大学院における学生納付金や学位論文審査手数

料を規定した。 

 

【資料番号】 

 111-1 公立大学法人長野大学の授業料及びその

他の料金に関する規程 

 

【今後の課題・方向性】 

 令和 4 年度に社会福祉学専攻前期課程が完成年

度となり、修了者が出る予定である。その内、引き

続いて後期課程へ進学する場合に入学金再徴収の

要否についての検討と規程改正等の手続きを行

う。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 

 財務内容の改善に関する指標 

◇入学志願者の確保や外部研究資金等
の獲得に努め、自己収入の６年間総

額が、第１期中期計画の総額（６，３
１１百万円）を上回るようにする。 

- 

第 1期中自己収入額の推移 

 平成 29年度 1,075,784千円 

 平成 30年度 1,105,989千円 

 令和元年度  1,076,881千円 

 令和 2年度   981,823千円 

 ※授業料減免額      117,594千円 

   修学支援（授業料減免）60,634千円 

   R2減免         56,960千円 

令和 3年度  1,058,460千円 

（累計 5,298,937千円） 

― ― ― 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 ３ 経費削減に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
大学運営に要する経費として運営費交付金が上田市から交付されていることを十分認識し、大学運営全般について支出内容の精査に努め、組織運営及び人員配置の改善、事務事業の

簡素化、外部委託化、情報化などにより、人件費を含む経費の抑制を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 経費削減に関する目標を達成するための措置 

 （１）契約方法について入札制度の活
用など競争原理を働かせるととも
に、物品購入の集約化一元化・複数

年契約の導入、外部委託など、経営
上の課題を洗い出し対策を進め
る。 

 

112（１）予算については、学部毎等

のセグメント化による予算管理を

行い、適切な予算執行を行う。また、

コロナ禍を大学の経営健全化の奇

貨とし、業務の効率化、省力化を推

進し、管理経費の削減等を図る。 

【取組内容】 

・学部・研究科ごとに使途が明確に分かれる教育

予算及び研究予算について、「公立大学法人長

野大学予算編成に関する取扱要綱」に基づき令

和 3年度予算から学部長・研究科長を予算管理

者とし、予算管理のセグメント化を行った。ま

た、令和 4年度の年度計画の策定及び予算の編

成に係るヒアリングを予算単位ごとに一体的に

行うことで、業務計画とその実施のために必要

な予算の精査を行った。 

・学内情報ネットワークシステムの見直しと同時

に、無線 LAN環境の向上を目指すための整備を

進める中で、教職員が出席する学内会議等の資

料はパソコン使用を基本とし、ペーパーレス化

を推進した。 

 

【成果・効果】 

・学部長・研究科長を予算管理者とすることで、

大学予算の配当や執行に対する意識を高めると

ともに、業務実施に係る課題事項について個別

に対応を検討し改善した。 

・ペーパーレス化に対する教職員の意識改革が進

み、会議におけるパソコン使用が普及した。 

 

【資料番号】 

112-1 公立大学法人長野大学予算編成に関する

取扱要綱 

112-2 令和 4 年度当初予算（予算単位と予算管

理者） 

112-3 令和 4年度当初予算検討課題事項 

112-4  印刷・コピー枚数推移（2019～2021年度） 

【今後の課題・方向性】 

・予算に対する教職員の意識を高め、更なる効率

的な業務の実施と経費削減を図る。 

・ペーパーレス化を更に推進するため、専用のシ

ステムを構築する。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

（2） 

・外部資金の使い勝手が悪い等の問題点が研究
交流広場で指摘されているが、理工系学部の
設置方針を踏まえれば、外部資金に限らず他
大学並みの予算執行・調達制度の構築・運用
の弾力化に早急に取り組むべきである。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 経費削減に関する目標を達成するための措置 

 また、ＩＣＴ（事務系システム）の活

用による業務改善及び事務業務の効率
化、ＬＥＤなどの環境負荷低減と節減
効果が見込める機器の導入のほか、節

電節水など光熱水費等の節減等により
管理経費の健全化を図る。 

113 （項目 112 と同じ内容のため

記載なし） 

 

 

 

 

（２）定員管理と人件費の抑制 

 ア 定員管理 

 入学定員の見直し（定員増）、学部・

学科再編、大学院設置など、この中期計

画実現のために必要な教員確保にむけ

て、人事委員会を設けて人事計画策定

のうえ、円滑かつ公正な審査を経て、採

用する。 

このほか非常勤教員や任期付教員を

含めた教員配置を行う。（定員増に伴う

専任教員の増員数：平成３０年度１名、

令和元年度２名、令和２年度１名、令和

３年度１名 計６１名） 

 

114 大学改革を踏まえた教員採用

人事計画を策定する。 

項目 17再掲 

a 

（1）（3） 

・年度計画として再編案を踏まえた人事採用計

画を策定することについては、理事会で審議

承認され、理事長・学長精査の上の採用計画

が策定されたたが、現状では案であり、ｂ評

価が相当とした。 

当然、その内容は実際の結果や外的要因等を

鑑み、随時検証・改善されていくことを望

む。 

b 

 事務職員は効率的な業務運営を前提

とした正規職員、定年後の再任用職員、

嘱託職員及び臨時パート職員の配置を

行うとともに、総合戦略室には外部人

材を登用するなど大学目的を達成する

ために人員体制を整備する。 

115 年度末退職の再雇用職員、専

門職員の代替者として、年齢構成を

考慮し優先的に新卒者等の若手職

員を雇用する。 

【取組内容】 

・事務職員の年齢構成を考慮し 40歳代の大学経

験者１名と新規学卒者 1名、20歳代の若手職員

2名の採用を進めた。これにより、事務職員

（上田市派遣職員を除く）に占める女性比率

（59名中 31名）は 52.5％となった。 

 

【成果・効果】 

・職員の年齢バランス、ジェンダーバランスの改

善が図られた。 

 

【資料番号】 

115-1 事務職員等の年齢構成・男女比 

 

【今後の課題・方向性】 

事務職員の採用にあたっては、多くの応募者か

ら優秀な人材を確保できるよう、早い時期から募

集選考ができるよう計画する。 

a 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

a 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）定員管理と人件費の抑制 

 イ 人件費の抑制 

 教育研究水準の維持向上に配慮しな
がら、組織運営の効率化、非常勤教員も

含めた人員配置等について、定期的に
見直し、人件費の抑制を行う。 

116 業務の見直しや効率化による

超過勤務手当の削減、他の公立大学

にはない手当の廃止等の見直しに

着手し、人件費抑制に繋げる。 

【取組内容】 

・上田市と同等の給与体系とするため、公立大学

法人設立時に改正を見送った以下の手当等につ

いての見直しを検討した。いずれも不利益変更

となることから労働者への説明と合意を得て行

う必要があることを確認した。 

①住居手当の見直し 

②増担手当の廃止 

③退職手当支給率の見直し 

 

【成果・効果】 

・不利益変更を行う場合に必要な手続き、課題が

明確となった。 

 

【資料番号】 

  116-1 労務給与に関する問題解決に向けて 

 

【今後の課題・方向性】 

今後、該当の労働者に説明する機会を設け、労

働者代表と合意する手続きを行う。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

 

 

b 

 経費削減に関する指標 
◇自己収入の増加とともに人件費の抑
制に努め、総支出額に占める人件費
の割合※を６０％以下とすることを
めざす。 

※人件費の割合＝人件費（退職金除く）
÷総支出額（運営調整積立金含む） 

‐ 

各年度の人件費の割合＝人件費の割合＝人件費

（退職金除く）÷総支出額（運営調整積立金含む。） 

 平成 29年度 62.13% 

 平成 30年度 59.37% 

 令和元年度 60.55% 

 令和 2年度  59.14%  

  令和 3年度 58.05%  
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 ４ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
資産の実態を常に把握・分析し、安全かつ効果的な運用管理を行う。 

また、地域貢献活動の一環として、教育研究に支障のない範囲で、大学施設の地域開放を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

 (1) 安全かつ効果的な資産の運用 

資産の状態を常に把握・分析し、安全

かつ効果的な運用管理を行う。 

 

117 資産の実態を常に把握・分析

し、安全かつ効果的な運用管理を行

う。 

【取組内容】 

・安全性が高い金融商品に限定して運用し、満期

となった預金等は定期預金に預け入れた。 

・施設設備整備目的の積立金及び未来創造基金に

関しては、満期時に上田市内に所在する複数の

金融機関に金利条件を照会し、有利な条件の提

示があった金融機関を選定して資産運用した。 

 

【成果・効果】 

・元本割れ等による損失は生じていない。 

・全体的に預金金利は低下傾向にあるが、金利条

件の見積合わせにより定期預金 9口で金利条件

が向上した。 

 

【資料番号】 

  117-1 決算時預金等一覧 

 

【今後の課題・方向性】 

引き続き安全を最優先とした運用管理を行う。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 

 (2) 地域への施設開放 

 教育研究に支障のない範囲で、大学
施設の地域開放を行う。その際は、受益
者負担の観点から、学外者の施設利用

料金等を適切に設定する。 

118 コロナ禍終息の際には、グラウ

ンドなどの体育施設から施設開放

する方向で進める。感染防止が徹底

され安全が確認できる場合に限り、

屋内施設についても順次開放を目

指す。 

【取組内容】 

・コロナ禍の収束には至らず、施設開放には至っ

ていない。 

  

【資料番号】 

  なし 

 

【今後の課題・方向性】 

コロナ禍において、大学及び学生の安全安心を

第一として、学外者への貸出については、慎重に

対応していく。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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第５ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 １ 自己点検・評価に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
教育研究活動及び業務運営について、大学の自己点検・評価体制を整備し、定期的に自己点検・評価を実施する。 

また、第三者機関による評価も活用し、教育研究活動や業務運営の見直しと改善に取り組む。これら自己点検・評価及び外部評価の結果は、速やかに公表する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 自己点検・評価に関する目標を達成するための措置 

（１）学内における自己点検・評価体制の整備 

 教育研究活動及び業務運営につい
て、教育研究審議会を中心に大学の自
己点検・評価体制(学長主導による自己

点検評価委員会)を整備し、実行計画を
策定し、改善を図るなど、定期的に自己
点検・評価を実施する。 

119 令和４年度受審予定の機関別

認証評価に向け、公立大学協会が立

ち上げた大学教育質保証・評価 セ

ンターに加入するとともに、自己点

検評価委員会の体制を強化し、評価

センターに提出するポートフォリ

オの作成を行う。 

【取組内容】 

・一般財団法人大学教育質保証・評価センターに

加入し、令和 4年度の大学機関別認証評価受審

に必要な申請手続きを行った。 

・副学長、学部長、事務局長等を委員とする自己

点検・評価委員会を 10月から毎月開催し、令

和 4年度の認証評価の受審に向けて、評価機関

から指定された「点検評価ポートフォリオ」の

作成に着手した。11月以降、学内向けの作成説

明会を開催するなど準備を進め、理事会等で確

認・議決の上で令和 4年 5月末までに評価機関

へ提出する。 

 

【成果・効果】 

・認証評価の受審に向けて教育研究活動を中心と

した業務の PDCAサイクルと役割を全学、学

部・センター等、教員個人の階層ごとに整理し

内部質保証体制図にまとめた。 

 

【資料番号】 

  119-1 大学機関別認証評価申請書 

119-2 認証評価申請受理通知書（長野大学） 

119-3 自己点検・評価委員会議事録 

119-4 2022年度点検評価ポートフォリオ 

 119-5 長野大学における内部質保証体制図 

 

【今後の課題・方向性】 

認証評価の受審にあたり、期限までに点検評価

ポートフォリオを評価機関に提出する。中期計画

及び年度計画推進員会と自己点検・評価委員会が

連携して第 2 期中期計画を策定するとともに、業

務実績報告を起点とした PDCA サイクルを確立す

る。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 自己点検・評価に関する目標を達成するための措置 

（２）外部評価の活用 

 大学機関別認証評価等の第三者評価

を活用し、教育研究活動や業務運営の

見直し及び改善に取り組む。 

120 （項目 119再掲） 

－ ‐ 
 

 
 また、上田市の評価委員会の評価結

果を、上記自己点検に反映し、教育研究

活動及び大学運営に生かしていく。 

121 上田市公立大学法人評価委員

会による業務実績評価結果の指摘

を踏まえ、教育研究活動や業務運営

活動の見直しに取り組むとともに、

次期中期計画策定にあたっては評

価結果を活用する。 

【取組内容】 

・8月 18日付けで示された「公立大学法人長野大
学令和 2年度業務実績に関する評価及び第 1期
中期目標期間における見込業務実績に関する評

価について（通知）」で課題・指摘事項として
示された項目について、令和 3年度及び第 1期
中期目標期間の業務への反映状況を点検した。 

・3月に中期計画及び年度計画推進委員会を設置
し、法人の中期計画・年度計画やそれぞれの業
務実績報告等に係る PDCAサイクルを適切に機

能させるため、同委員会の統括の下、自己点
検・評価委員会や各学部・研究科、全学センタ
ー等との組織間連携や責任者等を明確にした。 

・第 2期中期計画の策定については、上田市担当
部局と協議の上で、第 1期中期目標期間の業務
実績の反映の在り方や中期計画の項目立て、評

価指標の考え方等について検討した。 
【成果・効果】 
・目標管理シートを更新し、状況を把握できるよ

うにまとめた。 
・「公立大学法人長野大学中期計画及び年度計画
推進委員会規程」を定めるとともに、中期計

画・年度計画推進体制図により各組織の役割や
責任、関係性を図示した。 

・中期計画及び年度計画推進委員会で第 2期中期

目標・中期計画策定の基本方針とスケジュール
を明確にするとともに、項目ごとの課題・背景
や中期計画本文、ロードマップ、評価指標値等

を整理するための個票の様式を作成した。 
 
【資料番号】 

121-1 中期計画目標管理シート（一部） 
121-2  公立大学法人長野大学中期計画及び年度

計画推進委員会規程（105-7再掲） 

121-3 中期計画・年度計画推進体制図 
121-4 第 2期中期目標・中期計画策定に関する 

基本的な考え方・ｽｹｼﾞｭｰﾙ（105-9再掲） 

121-5 第 2期中期計画（個票） 
【今後の課題・方向性】 
 組織内の階層レベルや部局ごとに責任者を明確

にし、権限と責任を持って、業務の着実な PDCA
サイクルを構築する。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）自己点検・評価の公表 

 自己点検・評価及び外部評価の結果
は速やかに公表する。 

なお、令和２年度に、志願者状況、人事

計画、学部改編ほか中間評価を実施し、
評価結果を基に中期計画の進捗状況を
検証するとともに、上田市、評価委員

会、市議会に報告し、意見を聞き、さら
なる課題解決や改革へのアクションプ
ログラムに着手する。 

122 中期計画の見込評価結果を公

表する。 

【取組内容】 

・第 1期中期目標期間終了時の見込業務実績報告

書を作成し、上田市公立大学法人評価委員会に

よる評価を受審した。評価結果はホームページ

で公表した。 

 

【成果・効果】 

・中期計画の見込評価結果を広く公表することで

適正な運営を示すことができた。 

 

【資料番号】 

 122-1 長野大学ホームページ（第 1期中期目

標期間終了時見込業務実績報告書） 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、適正な情報の公表に努める。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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第５ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 ２ 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 教育研究活動や法人経営の透明性を確保するとともに、公立大学法人として社会への説明責任を果たすため、情報公開の促進を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 公立大学法人として社会への説明責
任を果たすため、法人組織のもとに「総
合戦略室」を置いて情報公開の促進を

図り、法令上公表が定められている事
項はもとより教育研究活動や地域貢献
活動等について、ホームページ等を通

じて積極的に公表する。 

123 財務レポートや、私立大学の公

立化に際しての経済上の影響分析

及び公立化効果の「見える化」に関

するデータ、高等教育の修学支援新

制度における「大学等における修学

の支援に関する法律第７条第１項

の確認に係る申請書」等、公立大学

として社会に説明責任を果たすた

めの情報公開を着実に推進する。 

 

【取組内容】 

・令和 2年度決算を踏まえて「公立大学法人長野

大学 財務レポート 2021」を発行した。また、

教育、研究、地域貢献、国際交流、組織体制・

財務情報等について、平成 29年度からの推移

を「公立大学法人長野大学 FACT BOOK2021」に

まとめ、発行した。 

・「私立大学の公立化に際しての経済上の影響分

析及び公立化効果の『見える化』に関するデー

タ」、高等教育の修学支援新制度における「大

学等における修学の支援に関する法律第７条第

１項の確認に係る申請書」を作成し、大学ホー

ムページから参照できるように公表した。 

 

【成果・効果】 

・財務レポートとファクトブックは内容をわかり

やすく、見やすいデザインで作成し、大学ホー

ムページで公表することで積極的な情報公開が

できた。なお、財務レポートについては、公立

大学協会の職員から「わかりやすい」と好評を

得た。 

・文部科学省からの私立大学公立化のデータ開示

要請や修学支援新制度の機関要件として定めら

れる情報開示を行い、説明責任を果たした。 

 

【資料番号】 

123-1 公立大学法人長野大学財務レポート 

2021（105-6再掲） 

123-2 公立大学法人長野大学 FACTBOOK2021 

（105-5再掲） 

123-3 長野大学ホームページ(公立化効果の見 

える化、高等教育の修学支援新制度) 

【今後の課題・方向性】 

 法令等に義務付けられる情報開示は着実に行う

とともに、義務付けられていない教育研究活動や

財務等の情報であっても、ステークホルダーによ

り分かりやすく伝えられるよう積極的な情報公開

に努める。 

a 

（1）（2） 

・必要十分な情報公開がなされていることを確

認した。特に、財務レポートについてはわか

り易い。 

a 
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第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 １ 社会的責任に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 人権の尊重や法令遵守に対する学生や職員の意識の向上に努め、環境に配慮した活動を実践するなど、公立大学法人としての社会的責任を果たす。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 社会的責任に関する目標を達成するための措置 

 （１）人権侵害の防止や法令遵守（コン
プライアンス）に対する学生や職
員の意識向上を目的とした研修を
実施する。 

 
（２）文部科学省が示す「研究機関にお

ける公的研究費の管理・監査のガ
イドライン」を遵守し、学内の公的
研究費のコンプライアンスを徹底
する。 

 
（３）教職員一人ひとりが誠実かつ  

公正に諸活動を展開するため、教
職員行動規範（仮称）を策定する。 

124 引き続き、コンプライアンス

啓発と、不正が生じない組織体制づ

くりを行う。 

【取組内容】 

・理事会を通して学内に研究倫理の啓発に関する

情報提供を行うとともに、内部監査の実施によ

り、コンプライアンスに対する教職員の意識向

上を図った。 

・顧問弁護士を外部理事に登用し、理事会におい

て法的分野からの意見を求めるなど、適切な大

学運営を行えるよう組織を強化した。 

・長野大学教職員労働組合との協議の遅れから、

時間外労働に関する協定の締結に至らず、上田

労働基準監督署から 7月 26日付で「時間外・

休日労働削減に係る是正勧告」を受けた。是正

勧告への対応の中で、雇用契約を締結している

非常勤講師も労働者に含めることが明らかにな

り、労働組合が労働者の過半数を代表する組織

する労働組合でないことが判明したため、労働

基準法に則り学内諸規程を整備して労働者の過

半数代表者を選出し、時間外労働に関する協定

を締結した。上田労働基準監督署には、締結し

た協定書を届け出るとともに、是正報告書を提

出した。 

 

【成果・効果】 

・教職員のコンプライアンスに対する意識が向上

した。 

・外部理事による根拠に基づく助言を踏まえ、法

的な裏付けによる業務改善・改革が進められ

た。 

・上田労働基準監督署からの是正勧告については

法人として重く受け止めて対応に取り組み、従

来の手続きに関する問題点の整理、改善が図ら

れた。令和 4年度の協定は年度内に締結し、職

員への時間外労働に関する意識の向上を図るな

ど、適切な大学運営に向けた取組が推進されて

いる。 

 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 社会的責任に関する目標を達成するための措置 

   【資料番号】 

124-1 研究不正の防止に向けた情報提供資料 

124-2 令和 3年度内部監査報告書（86-2再掲） 

124-3 理事の分掌 

124-4 時間外・休日労働削減に係る是正勧告 

資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 継続して教職員のコンプライアンス啓発に努

め、適切な組織運営を行う。 

 

 

 

 
第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 ２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 良好な教育研究環境が保持されるよう既存施設の適切な維持・管理を行うとともに、施設設備の整備・更新は、組織改編などを考慮した長期的かつ総合的な整備計画に基づいて行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 

 （１）施設設備の効率的な維持管理を
行うとともに、全ての学生が学び
やすい良好な教育研究環境の整備

に努める。 

125（１）「インフラ長寿命化行動計

画」を基に、優先順位付けを行い、

施設を整備する。 

【取組内容】 

・建築基準法施行令の既存不適格と指摘されてい

た、6号館エレベーター改修工事を実施した。 

・建築基準法第 12条第 1項の規程による「特定

建築物定期調査（検査）」（R2年度調査）で是正

を指摘された 9項目の修繕工事を実施した。 

・学生食堂再開に向けた厨房施設の整備（設備更

新、レイアウト変更等）を実施した。（11月 1

日営業開始） 

・新型コロナウイルス感染症予防のための学内自

動水栓化工事を実施した。（46箇所） 

・新学部棟建設に伴う既存校舎除却工事に伴うア

スベスト分析調査を実施した。（1号館及び 5号

館：25検体） 

【成果・効果】 

・6号館エレベーターの安全対策が強化され、最

新の法令に適合させた。 

・修繕、設備更新等により食堂等の施設機能の回

復・維持がなされるとともに、自動水栓化を行

うことで節水及び感染症対策が図られた。 

・アスベスト分析及び除去費用積算を行うこと

で、施設の現状を把握し、施設整備に伴う費用

の一部を明らかにした。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 

   【資料番号】 

125-1 しゅん工届・工事写真（6号館 EV改修工

事） 

125-2 しゅん工届・工事写真（定期調査指摘事

項修繕工事） 

125-3 しゅん工届・完了届（学食厨房機器レイ

アウト変更工事） 

125-4 しゅん工届・工事写真（校内自動水栓化工

事） 

125-5 しゅん工届・完成写真（8号館体育館照明

器具 LED化等 工事） 

125-6 アスベスト分析結果報告書 

125-7 業務完了届（アスベスト除去費用積算業務） 

125-8 長野大学施設長寿命化計画 

 

【今後の課題・方向性】 

「インフラ長寿命化行動計画」を基にした、既存

施設の改築・長寿命化改修に加え、新学部棟建設

計画を踏まえた実施時期等の総合的な検討の上

に、優先順位を付し（予算を確保しつつ）施設整

備を実施する。 

 

 

 

 

 （２）施設設備の整備・更新にあたって

は、学部・学科の改編や大学院の設

置などを考慮した中長期的な整備

計画を策定する。（令和２年度ま

で） 

 

※入学定員の見直しに伴う施設設

備は既存のもので対応。 

126（２）理工系学部設置に向けて、

新たな研究棟建設に伴う基本設計

に着手する。 

【取組内容】 

・新学部設置の認可申請に向けて、上田市、長野

県、文部科学省と協議を開始した。あわせて、

新校舎の施設規模、機能、工程等の方針を固め

るための基本計画の策定、理工系学部の実験設

備等の設備器具等の検討に着手した。 

 

【成果・効果】 

・関係機関等との協議によりそれぞれの基本的な

考え方を確認するとともに、更なる協力依頼や

意見聴取行い基本計画に反映させた。 

 

【資料番号】 

126-1 学部学科再編に係る施設整備の概要につ

いて（87-3再掲） 

126-2 新棟基本計画策定業務委託契約書（87-4

再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

キャンパスマスタープランの A案（理工系学部

研究棟と老朽化した既存学部校舎の建替を合わせ

て行う）を基本として施設整備を行う。 

b 

（1）（3） 

・基本設計の着手に至らず、基本計画のみであ

ったため C 評価とした。 

c 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 

 （３）学内ネットワークシステムや事
務系システム等については、セキ

ュリティ上の観点から適切に保守
および更新を行う。 

127（３）学内の情報システム等を適

切に運用するために、以下の事業を

実施する。 

①ＩＣＴセキュリティ対策として、

情報セキュリティポリシーの策

定と関連規程の整備を行う。 

②学内ネットワークの適正な運用・

強化を図るために、基幹システム

（コアスイッチ等）を更新する。 

③学生から要望のあるスマートフ

ォン等の端末による学内無線 LAN

の利用について、サービスの導入

に向け、安全確認等の検討を行

う。 

④授業及び会議等において支障な

くオンラインで実施できるよう、

学内システムの適正な運用に努

める。 

【取組内容】 

①長野大学情報システムポリシー（運用基本方針

及び運用基本規程）を令和 4 年 1 月 1 日付けで

施行すると同時に、学内の管理体制組織を見直

した。 

②更新時期を超過していた学内ネットワークシス

テムの核となるコアスイッチ及びフロアスイッ

チを更新し、通信環境の安定化を図った。 

③学生から苦情があった無線 LAN の通信障害につ

いては、専門業者による調査・検証、実証実験を

行い、無線 ALN コントローラーの設定を変更す

ることにより、通信障害が解消された。また、聴

覚に障がいのある学生の受講支援に使用する UD

トークシステムについても、専用のルーターを

整備することにより、通信環境が向上した。 

④不具合があった学務情報システム（キャンパス

プラン）は、新たなシステム（キャンパスクロ

ス）に更新し、システムの安定化を図った。 

⑤学術情報ネットワーク（SINET5）について、より

高速で安全な SINET6に移行し、通信環境の強化

を図った。 

 

【成果・効果】 

・理事会や監査、市議会から指摘があった情報シ

ステム全般について、専門業者による調査・検

証を行う中で、学内ネットワークの状況把握と

同時に、これまでの課題・問題点を洗い出し、ソ

フト・ハード両面におけるシステムの改善が進

んだ。 

 

【資料番号】 

127-1 公立大学法人長野大学情報システム運用

基本方針 

127-2 公立大学法人長野大学情報システム運用

基本規程 

127-3 情報システム管理体制 

 

【今後の課題・方向性】 

理工学部開設に向けた学内ネットワークシステ

ムの更なる安定化及び様々なインシデントに対応

するため、サーバの管理体制を含めた新たなネッ

トワークシステムの構築を検討する。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 

 



132 

 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 

 
（４）学校法人からの寄付金を活用し、

教育・研究の向上等を目的とした
施設設備の整備・更新（ネットワ

ーク更新含む）を行う際は、使途
を特定したうえで実施する。 

128（項目 126、127と同じ内容のた

め記載なし） 
― - 

 

 

 

第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 ３ 安全管理に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 学内の安全衛生管理、事故防止、災害発生時など緊急時の適切なリスク管理を行うとともに、個人情報の保護など情報に関するセキュリティを確保する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３  安全管理に関する目標を達成するための措置 

 （１）災害等不測の事態に適切に対応

できるよう、防災訓練を実施する
とともに、危機管理マニュアルを
随時更新し、適切なリスク管理を

行う。 

129（１）リスク管理に係る見込評価

結果を踏まえ、第２期中期計画期間

中における内部監査計画の検討に

着手する。 

 

【取組内容】 

・リスク管理に係る見込評価結果を踏まえ、公立大

学法人長野大学業務方法書第 13条に定める、緊

急時における業務の継続のための計画策定の必

要があるとの意識から、内部監査の指摘により、

長野大学 BCP（業務継続計画）の策定に着手した。 

【成果・効果】 

・BCP策定に必要な他大学の情報収集に着手し、令

和 4年度の制定を目指し、準備が進められた。 

【資料番号】 

  129-1 令和 3年度内部監査報告書（86-2再掲） 

【今後の課題・方向性】 

「公立大学法人長野大学業務継続計画書」の制

定、公表に向けて、各部局の意見を集約する。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 

 （２）安全衛生管理に関する研修等を
定期的に実施する。 

130 （２）安全衛生管理に関する研

修会を開催する。 

【取組内容】 

・学生支援センターと衛生委員会の共催で学生・教

職員を対象としたメンタルヘルス研修会を実施

した。 

【成果・効果】 

・研修会には教職員 64名が参加し、計画的な衛生

管理の推進が図られた。 

【資料番号】 

 130-1 メンタルヘルス研修会実施報告 

【今後の課題・方向性】 

引き続き、安全衛生管理に関する研修会を開催

する。 

a 

（1）（3） 

・一度の研修で安全衛生（メンタルヘルス）が

完璧に行われるとはいいがたい。継続的にケ

アすべきであり、b 評価が適当とした。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３  安全管理に関する目標を達成するための措置 

 （３）個人情報保護法を遵守し、個人情
報を安全かつ適正に管理・運用す
る。 

131（３）個人情報の適切な管理に

向け研修等に参加するとともに、

学外向けホームページの更新を行

う。 

【取組内容】 

・令和 3 年個人情報保護法改正に係る研修会に参

加し、改正政令、規則及びガイドラインの公表に

ついて上田市と情報共有した。 

 

【成果・効果】 

・「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律」（令和 3年改正法による改正後

の個人情報保護法（地方公共団体・地方独立行政

法人に係る部分）の令和 5 年度からの改正法全

面施行に向けて、本学規程の改正の対応を令和 4

年度中に実施する必要があることを確認した。 

【資料番号】 

131-1 長野大学ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（個人情報保護制度） 

 

【今後の課題・方向性】 

個人情報の保護に関する法律についてのガイド

ラインの内容を周知するとともに、関連規程の改

正を行う。 

a 

（1）（3） 

・個人情報改正に関わる法的な問題で、その内

容をホームページに更新することは当たり前

のことであり、それがそのまま a 評価とはな

らないと判断する。管理運用を考える時と、

ホームページの変更だけなく、周知徹底が必

要と考える。 

b 

 （４）セクシュアル・ハラスメント、ア
カデミック・ハラスメント等を防
止するための研修等を実施する。 

132（４）ハラスメント防止に向けた

研修会の開催とともに、苦情などの

相談体制について強化する。 

【取組内容】 

・ハラスメント防止に向けた研修会を開催した。 

・ハラスメントの申し立てから処分の決定に至る

までの手続きをハラスメント防止・対策委員会

で再確認した。 

 

【成果・効果】 

・研修会には学生 21 名、教職員 69 名が参加し、

ハラスメントに対する意識の向上が図られた。 

・規程では明確でなかった申し立てから処分の決

定に至るまでの手続きが明確になり、調査委員

会の規程を整備する必要があるという課題が明

らかになった。 

 

【資料番号】 

  132-1 ハラスメント研修会実施報告 

 132-2 ハラスメント申し立てから処分までの

フロー 

 

【今後の課題・方向性】 

 ハラスメントの苦情申し出からの一連の手順を

示した「フロー図」を示すとともに、規程の改正を

行う。 

a 

（1）（3） 

・ハラスメントについては、学生だけを対象に
した取組も必要ではないか（教員と一緒で
は、教員からハラスメントを受けている学生
は参加しづらい）。 

・ハラスメントについて具体的な改善策が示さ
れておらず、内部監査においても、委員会の
体制の見直し（外部委員の登用、ジェンダー
バランス等を考慮）について、指摘されてい
る。調査委員会の定めがないことも問題。広
い意味で相談体制については委員会組織も含
むと考え、c 評価が相応であるとした。 

・総数 90 名の参加で意識の向上が図れたと判断

するのは早計である。 

 

c 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３  安全管理に関する目標を達成するための措置 

 （５）定期健康診断、ストレスチェック
等のシステム化を図り、教職員の
健康管理を適切に行う。 

133（５）産業医の位置づけ、機能を

強化し、教職員の健康管理の徹底を

図る。 

項目 130再掲 

a 

（1）（3） 

・メンタルヘルスの問題は年々増加としてお

り、職場環境のコミュニケーションのあり方

が重要と言われているが年１回の研修で対応

が終わったと考えるのは危険である。 

 

b 

 

 

第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 ４ 環境への配慮に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 ＬＥＤなどの環境負荷低減と節減効果が見込める機器の導入のほか、節電節水など光熱水費等の節減等により省エネルギー、省資源化に取り組む。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

４  環境への配慮に関する目標を達成するための措置 

 ＬＥＤなどの環境負荷低減と節減効
果が見込める機器の導入のほか、節電
節水など光熱水費等の節減等により省

エネルギー、省資源化に取り組む。 

134 タイマー機能により空調の消し

忘れを防止するなど、引き続き省エ

ネルギーに取り組む 

【取組内容】 

・省エネルギー化に向けて以下の事業を実施 

した。 

①4号館（4-304）の LED化工事 

②8号館（体育館）の LED化工事 

③校内電話設備の更新 

 

【成果・効果】 

・LED化・電話設備の更新により省エネルギー推進

が図られた。合わせて体育館は水銀灯から LED

へ交換したため、水銀による健康や環境へのリ

スクを回避することができた。 

 

【資料番号】 

134-1 しゅん工届・工事写真（4-304 会議室 LED

化工事） 

134-2 しゅん工届・完成写真（8 号館体育館照明

器具 LED化等工事）（125-5再掲） 

134-3 完成写真（校内電話設備改修工事） 

 

【今後の課題・方向性】 

引き続き、光熱水費等の節減により、省エネルギ

ー、省資源化に取り組む。 

b 

（1） 

・相応の進捗と判断する。 

b 

 


